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L三--—議案第~:

茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

地方税法の改正に伴い、令和 6年度分の個人の市民税に係る所得割の額について定額

減税を実施するとともに、宅地等及び農地に係る固定資産税及び都市計画税の負担の調

整を行うほか、特定バイオマス発電設備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に

乗ずる割合を定める等のため提案する。

2 根拠法規

地方税法（昭和 25年法律第 22 6号）第 3条第 1項

3 条例の概要

(1) 令和 6年度分の個人の市民税に限り、合計所得金額が 18, 050, 000円以下

である納税義務者の所得割の額から 10,000円（控除対象配偶者等を有する場合

には、当該控除対象配偶者等 1人につき 10,000円を加算した金額）を控除する

こととした。（附則第 2条の 2関係）

(2) 令和 6年度分の公的年金等に係る個人の市民税について、特別徴収及び普通徴収の

方法によって徴収すべき額を定めることとした。（附則第 2条の 3関係）

(3) 令和 6年 4月 1日から令和 8年 3月 31日までの間に新たに取得された特定バイオ

マス発電設備（バイオマスのうち木竹に由来するもの又は農産物の収穫に伴って生ず

るバイオマスを電気に変換するものに限る。）に係る固定資産税の課税標準となるべき

価格に乗ずる割合は、 7分の 6とすること等とした。（附則第 3条関係）

(4) 認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住宅については、管理者等から長期優良住

宅建築等計画等に係る変更の認定の通知が提出され、かつ、固定資産税の減額措置の

要件に該当すると認められるときは、その区分所有者から申告書が提出されない場合

においても、減額措置を講ずることができることとした。（附則第 4条関係）

(5) 土地に係る令和 7年度分又は令和 8年度分の固定資産税の負担についての調整措置

を講ずることとした。（附則第 6条関係）

(6) 宅地等に係る令和 6年度から令和 8年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画

税の負担についての調整措置を講ずることとした。（附則第 7条、附則第 22条関係）

(7) 農地に係る令和 6年度から令和 8年度までの各年度分の固定資産税及び都市計画税

の負担についての調整措置を講ずることとした。（附則第 9条、附則第 23条関係）

(8) 市街化区域農地に係る令和 6年度から令和 8年度までの各年度分の固定資産税及び

都市計画税の負担についての調整措置を講ずることとした。（附則第 10条、附則第 1

1条、附則第 25条関係）
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(9) 用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に係る令和 6年度分及び令和 7年度分の固

定資産税及び都市計画税についての特例措置を講ずることとした。（附則第 14条関

係 ）．

(10) 宅地等に係る令和 6年度から令和 8年度までの各年度分の固定資産税及び都市計

画税の負担についての調整措置を講ずることとした。（附則第 16条、附則第 26条関

係）

(11) 所要の規定を整備することとした。（附則第 5条、附則第 15条関係）

(12) この条例は、令和 6年 4月 1日から施行することとし、所要の経過措置を設ける

こととした。
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茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例新旧対照表

改 正 後 改 正 月ヽIJ ＊ 

附 則 附則

第2条略 第2条略

（令和 6年度分の個人の市民税の特別税額控除

L 
第2条の 2 令和 6年度分の個人の市民税に限り

、法附則第 5条の 8第4項及び第5項に規定す

るところにより控除すべき市民税に係る令和 6

年度分特別税額控除額を、前年の合計所得金額

が18, 050, 000円以下である所得割の

納税義務者（次条において「特別税額控除対象

納税義務者」という。）の第25条の4、第2

5条の 8、第25条の9及び前条第2項並びに

法第31 4条の 6、第 31 4条の 8、第 31 4 

条の 9、附則第5条の4の2第5項、附則第 5

条の 5第2項及び附則第7条の 2第4項の規定

を適用した場合の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第 25

条の 8第2項及び璽28条の 10第 1項並びに

法附則第5条の 5第2項の規定の適用について

は、第 25条の 8第2項中「法附則第5条の 6

第2項」とあるのは「法附則第 5条の 6第2項

及び附則第 5条の 8第6項」と、第28条の 1

0第 1項中「課した」とあるのは「附則第 2条

の2第 1項の規定の適用がないものとした場合

に課すべき」と、 「の前々年中」とあるのは「

の同項の規定の適用がないものとした場合にお

ける前々年中」と、 「、前々年中」とあるのは

「、附則第 2条の 2第 1項の規定の適用がない

ものとした場合における前々年中」と、法附則

第5条の 5第2項中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額（附則第 5条の 8第4項及び第 5

項の規定の適用を受ける前のものをいう。）」

とする。

（令和 6年度分の公的年金等に係る所得に係る

個人の市民税に関する特例）

第2条の 3 令和 6年度分の個人の市民税に限り

、第28条の 7第 1項の規定により特別徴収の

方法によって徴収すべき公的年金等に係る所得

に係る個人の市民税（第3項において「年金所

得に係る特別徴収の個人の市民税」という。）

の額及び同条第 2項の規定により普通徴収の方

法によって徴収すべき公的年金等に係る所得に

係る個人の市民税の額については、次に定める

ところによる。

旦L特別税額控除対象納税義務者の特別税額控

除前の年金所得に係る個人の市民税の額（前
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条第 1項の規定の適用がないものとした場合

に算出される第 28条の 7第 1項に規定する

前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割

額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行

う森林環境税額を含む。以下この号及び第 5

号において同じ。）の合算額（以下この号及

び第 5号において「年金所得に係る所得割額

及び均等割額の合算額」という。）をいう。

以下この号及び第 3項第 1号において同じ。

）からその者の年金所得に係る所得割額及び

均等割額の合算額を控除した額（以下この項

及び第 3項において「年金所得に係る個人の

市民税に係る特別税額控除額」という。）が

その者の特別税額控除前の普通徴収に係る個

人の市民税の額（特別税額控除前の年金所得

に係る個人の市民税の額から特別税額控除前

の特別徴収に係る個人の市民税の額（特別税

額控除前の年金所得に係る個人の市民税の額

の2分の 1に相当する額をいう。以下この号

において同じ。）を控除した額をいう。以下

この号において同じ。）を 2で除して得た金

額（当該金額に 1, 0 0 0円末満の端数があ

るとき、又は当該金額の全額が 1, 0 0 0円

未満であるときは、その端数金額又はその全

額を切り捨てた金額。以下この項において「

第 2期分金額」という。）をその者の特別税

額控除前の普通徴収に係る個人の市民税の額

から控除した残額に相当する金額（以下この

項において「第 1期分金額」という。）に満

たない場合には、第 28条第 1項に規定する

第 1期の納期（以下この項において「第 1期

納期」という。）及び第 28条第 1項に規定

する第 2期の納期（以下この項において「第

2期納期」という。）に普通徴収の方法によ

って徴収すべき公的年金等に係る所得に係る

個人の市民税の額（以下この項において「普

通徴収対象税額」という。）並びに第 28条

の8に規定する特別徴収対象年金給付の支払

をする際、特別徴収の方法によって徴収すべ

き公的年金等に係る所得に係る個人の市民税

の額（以下この項及び第 3項において「特別

徴収対象税額」という。）は、第 1期納期に

おいてはその者の第 1期分金額からその者の

年金所得に係る個人の市民税に係る特別税額

控除額を控除した残額に相当する税額、第 2

期納期においてはその者の第 2期分金額に相

当する税額、当該年度の初日の属する年の 1

0月 1日から 11月 30日までの間において

はその者の特別税額控除前の特別徴収に係る

個人の市民税の額を 3で除し〔得た金額（当
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該金額に 100円未満の端数があるとき、又

は当該金額の全額が 10 0円未満であるとき

は、その端数金額又はその全額を切り捨てた

金額。以下この項において「分割金額」とい

う。）に 2を乗じて得た金額をその者の特別

税額控除前の特別徴収に係る個人の市民税の

額から控除した残額に相当する金額（以下こ

の項において「 10月分金額」という。）に

相当する税額、同年 12月1日から翌年の 3

月31日までの間においてはその者の分割金

額に相当する税額とする。

盆特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第 1期分金額以上であり、かつ、その

者の第 1期分金額とその者の第 2期分金額と

の合計額に満たない場合には、普通徴収対象

税額及び特別徴収対象税額は、第 1期納期に

おける税額はないものとし、第 2期納期にお

いてはその者の第 1期分金額とその者の第 2

期分金額との合計額からその者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額を控

除した残額に相当する税額、当該年度の初日

の属する年の 10月 1日から 11月30日ま

での間においてはその者の 10月分金額に相

当する税額、同年 12月 1日から翌年の 3月

3 1日までの間においてはその者の分割金額

に相当する税額とする。

卑特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第 1期分金額とその者の第2期分金額

との合計額以上であり、かつ、その者の第 1

期分金額、その者の第2期分金額及びその者

の10月分金額の合計額に満たない場合には

、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は

、第 1期納期及び第 2期納期における税額は

ないものとし、当該年度の初日の属する年の

1 0月 1日から 11月30日までの間におい

てはその者の第 1期分金額、その者の第 2期

分金額及びその者の 10月分金額の合計額か

らその者の年金所得に係る個人の市民税に係

る特別税額控除額を控除した残額に相当する

税額、同年 12月 1日から翌年の 3月31日

までの間においてはその者の分割金額に相当

する税額とする。

辺特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第 1期分金額、その者の第 2期分金額

及びその者の 10月分金額の合計額以上であ

り、かつ、その者の第 1期分金額、その者の

第2期分金額、その者の 10月分金額及びそ
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の者の分割金額の合計額に満たない場合には

、普通徴収対象税額及び特別徴収対象税額は

、第 1期納期及び第 2期納期並びに当該年度

の初日の属する年の 10月 1日から 11月3

0日までの間における税額はないものとし、

同年 12月 1日から翌年の 1月31日までの

間においてはその者の第 1期分金額、その者

の第 2期分金額、その者の 10月分金額及び

その者の分割金額の合計額からその者の年金

所得に係る個人の市民税に係る特別税額控除

額を控除した残額に相当する税額、同年2月

1日から 3月31日までの間においてはその

者の分割金額に相当する税額とする。

(5)特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の第 1期分金額、その者の第 2期分金額

、その者の 10月分金額及びその者の分割金

額の合計額以上である場合には、普通徴収対

象税額及び特別徴収対象税額は、第 1期納期

及び第 2期納期並びに当該年度の初日の属す

る年の 10月 1日から翌年の 1月 31日まで

の間における税額はないものとし、同年 2月

1日から 3月31日までの間においてはその

者の年金所得に係る所得割額及び均等割額の

合算額に相当する税額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第 28

条の 9の規定の適用については、同条第2項中

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初

日の属する年の 10月 1日から翌年の 3月31 

日までの間における当該特別徴収対象年金所得

者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で

除して得た額」とあるのは、 「附則第 2条の 3

第 1項各号に規定する特別徴収の方法によって

徴収すべき額」とする。

旦令和 6年度分の個人の市民税に限り、年金所

得に係る特別徴収の個人の市民税の額（第 1項

の規定の適用があるものを除く。）については

、次に定めるところによる。

旦L特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の特別税額控除前の特別徴収に係る個人

の市民税の額（特別税額控除前の年金所得に

係る個人の市民税の額から第28条の 10第

1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税

額を控除した額をいう。以下この号において

同じ。）を 3で除して得た金額（当該金額に

1 0 0円未満の端数があるとき、又は当該金

額の全額が 10 0円未満であるときは、その

端数金額又はその全額を切り捨てた金額。以

下この項において「分割金額」という。）に
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2を乗じて得た金額をその者の特別税額控除

前の特別徴収に係る個人の市民税の額から控

除した残額に相当する金額（以下この項にお

いて「 10月分金額Jという。）に満たない

場合には、特別徴収対象税額は、当該年度の

初日の属する年の 10月1日から 11月30

日までの間においてはその者の 10月分金額

からその者の年金所得に係る個人の市民税に

係る特別税額控除額を控除した残額に相当す

る税額、同年 12月 1日から翌年の 3月31 

日までの間においてはその者の分割金額に相

当する税額とする。

辺特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の 10月分金額以上であり、かつ、その

者の 10月分金額とその者の分割金額との合

計額に満たない場合には、特別徴収対象税額

は、当該年度の初日の属する年の 10月 1日

から 11月30日までの間における税額はな

いものとし、同年 12月1日から翌年の 1月

3 1日までの間においてはその者の 10月分

金額とその者の分割金額との合計額からその

者の年金所得に係る個人の市民税に係る特別

税額控除額を控除した残額に相当する税額、

同年 2月 1日から 3月31日までの間におい

てはその者の分割金額に相当する税額とする

ぇ＿

皇特別税額控除対象納税義務者の年金所得に

係る個人の市民税に係る特別税額控除額がそ

の者の 10月分金額とその者の分割金額との

合計額以上である場合には、特別徴収対象税

額は、当該年度の初日の属する年の 10月 1

日から翌年の 1月31日までの間における税

額はないものとし、同年 2月 1日から 3月3

1日までの間においてはその者の第 28条の

1 0第 2項の規定により読み替えられた第 2

8条の 7第 1項に規定する年金所得に係る特

別徴収税額に相当する税額とする。

4 前項の規定の適用がある場合における第 28 

条の 9の規定の適用については、同条第 2項中

「年金所得に係る特別徴収税額を当該年度の初

日の属する年の 10月 1日から翌年の 3月31 

日までの間における当該特別徴収対象年金所得

者に係る特別徴収対象年金給付の支払の回数で

除して得た額」とあるのは、 「附則第 2条の 3

第3項各号に規定する特別徴収の方法によって

徴収すべき額」とする。

旦令和 6年度分の個人の市民税につき第 28条

の11第 1項の規定の適用がある場合について

は、前各項の規定は、適用しない。
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（法附則第 15条第2項第 1号等の条例で定め

る割合）

第 3条略

2 

i 略

6 

工法附則第 15条第25項第2号に規定する設

備について同号に規定する条例で定める割合は

、7分の 6とする。

旦法附則第 15条第25項第 3号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、 4分の 3とする。

旦法附則第 15条第25項第3号口に規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、 4分の 3とする。

旱法附則第 15条第 25項第 3号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める割

合は、 4分の 3とする。

1 1 法附則第 15条第 25項第4号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める割

合は、 2分の 1とする。

旦法附則第 15条第 25項第4号口に規定す

る設備について同号に規定する条例で定める割

合は、 2分の 1とする。

旦法附則第15条第 25項第4号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める割

合は、 2分の 1とする。

1 4 法附則第 15条第 32項に規定する条例で

定める割合は、 3分の 2とする。

1 5 法附則第 15条第41項に規定する条例で

定める割合は、 3分の 1とする。

1 6 法附則第 15条第42項に規定する条例で

定める割合は、 4分の 3とする。

1 7 略

1 8 略

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告）

第4条略

2 法附則第 15条の 7第 1項又は第 2項の住宅

について、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の 1月 31 

日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第 7条第 3項に規定する書類を添付

して市長に提出しなければならない。

(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）

（法附則第 15条第2項第 1号等の条例で定め

る割合）

第 3条略

2 

i 略

6 

工法附則第 15条第25項第2号イに規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、 4分の 3とする。

旦法附則第 15条第25項第 2号口に規定する

設備について同号に規定する条例で定める割合

は、 4分の 3とする。

旦＿ 法附則第 15条第25項第2号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める割

合は、 4分の 3とする。

J__Q_ 法附則第 15条第25項第 3号イに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める割

合は、 2分の 1とする。

旦法附則第 15条第25項第 3号口に規定す

る設備について同号に規定する条例で定める割

合は、 2分の 1とする。

旦法附則第 15条第 25項第 3号ハに規定す

る設備について同号に規定する条例で定める割

合は、 2分の 1とする。

旦法附則第 15条第 32項に規定する条例で

定める割合は、 3分の 1とする。

1 4 法附則第 15条第 33項に規定する条例で

定める割合は、 3分の 2とする。

1 5 法附則第 15条第42項に規定する条例で

定める割合は、 3分の 1とする。

1 6 法附則第 15条第43項に規定する条例で

定める割合は、 4分の 3とする。

1 7 略

1 8 略

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定

の適用を受けようとする者がすべき申告）

第4条略

2 法附則第 15条の 7第 1項又は第 2項の住宅

について、これらの規定の適用を受けようとす

る者は、当該年度の初日の属する年の 1月31 

日までに次に掲げる事項を記載した申告書に施

行規則附則第 7条第 3項に規定する書類を添付

して市長に提出しなければならない。

(1)納税義務者の住所、氏名又は名称及び個人

番号又は法人番号（個人番号又は法人番号を

有しない者にあっては、住所及び氏名又は名

称）
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(2)家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床

面積

(3)家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家

屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の 1月 31日を

経過した後に申告書を提出する場合には、同

日までに提出することができなかった理由

3 市長は、法附則第 15条の 7第 1項又は第2

項の認定長期優良住宅のうち区分所有に係る住

宅については、前項の申告書の提出がなかった

場合においても、長期優良住宅の普及の促進に

関する法律（平成 20年法律第87号）第 5条

第4項に規定する管理者等から、法附則第 15 

条の 7第 3項に規定する期間内に施行規則附則

第 7条第4項に規定する書類の提出がされ、か

つ、当該区分所有に係る住宅が法附則第 15条

の7第 1項又は第 2項に規定する要件に該当す

ると認められるときは、前項の規定にかかわら

ず、同条第 1項又は第2項の規定を適用するこ

とができる。

生略

豆略
6 略

工法附則第 15条の 9第4項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第5項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第4項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から3月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第 7条

第 9項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。

(1) 

l 略

(7) 

8 法附則第 15条の 9第9項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第 10項の熱損失防止改修等専

有部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、同条第 9項に規定する熱損失防

止改修工事等が完了した日から 3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則阻則

第 7条第 10項各号に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。

(1) 

i 略

(6) 

旦法附則第 15条の 9の2第 1項に規定する特

定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適

合住宅に係る耐震改修が完了した日から 3月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行

(2)家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床

面積

(3)家屋の建築年月日、登記年月日及び当該家

屋を居住の用に供した年月日

(4) 当該年度の初日の属する年の 1月 31日を

経過した後に申告書を提出する場合には、同

日までに提出することができなかった理由

旦略
土略

旦略
旦法附則第 15条の 9第4項の高齢者等居住改

修住宅又は同条第 5項の高齢者等居住改修専有

部分について、これらの規定の適用を受けよう

とする者は、同条第4項に規定する居住安全改

修工事が完了した日から 3月以内に、次に掲げ

る事項を記載した申告書に施行規則附則第7条

第 8項各号に掲げる書類を添付して市長に提出

しなければならない。

(1) 

｝略

(7) 

工法附則第 15条の 9第 9項の熱損失防止改修

等住宅又は同条第 10項の熱損失防止改修等専

有部分について、これらの規定の適用を受けよ

うとする者は、同条第 9項に規定する熱損失防

止改修工事等が完了した日から 3月以内に、次

に掲げる事項を記載した申告書に施行規則附則

第7条第9項各号 に掲げる書類を添付して市

長に提出しなければならない。

(1) 

i 略

(6) 

旦法附則第 15条の 9の2第 1項に規定する特

定耐震基準適合住宅について、同項の規定の適

用を受けようとする者は、当該特定耐震基準適

合住宅に係る耐震改修が完了した日から 3月以

内に、次に掲げる事項を記載した申告書に施行
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規則附則第7条第 11項各号に掲げる 書類を

添付して市長に提出しなければならない。

(1) 

i 略

(6) 

旦法附則第 15条の 9の2第4項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第 5項に規

定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第 15条の 9第 9項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から 3月以内に

、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第 7条第 12項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。

(1) 

i 略

(6) 

旦法附則第15条の 9の3第 1項に規定する

特定マンションに係る区分所有に係る家屋につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者は

、当該特定マンションに係る同項に規定するエ

事が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第7条第 1

7項各号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。

(1) 

｝略
(5) 

上旦法附則第 15条の 10第 1項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から 3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第7条第

1 8項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成 7年法律第 12 3号）第 7条又は附則第

3条第 1項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第 12条第 19項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。

(1) 

i 略

(4) 

(5)施行規則附則第7条第 18項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用

(6)略

（土地に対して課する令和 6年度から令和 8年

度までの各年度分の固定資産税の特例に関する

用語の意義）

規則附則第7条第 10項各号に規定する書類を

添付して市長に提出しなければならない。

(1) 

i 略

(6) 

旦＿法附則第 15条の 9の2第4項に規定する

特定熱損失防止改修等住宅又は同条第 5項に規

定する特定熱損失防止改修等住宅専有部分につ

いて、これらの規定の適用を受けようとする者

は、法附則第 15条の 9第 9項に規定する熱損

失防止改修工事等が完了した日から 3月以内に

、次に掲げる事項を記載した申告書に施行規則

附則第 7条第 11項各号に掲げる書類を添付し

て市長に提出しなければならない。

(1) 

i 略

(6) 

旦法附則第15条の 9の3第 1項に規定する

特定マンションに係る区分所有に係る家屋につ

いて、同項の規定の適用を受けようとする者は

、当該特定マンションに係る同項に規定するエ

事が完了した日から 3月以内に、次に掲げる事

項を記載した申告書に施行規則附則第 7条第 1

6項各号に掲げる書類を添付して市長に提出し

なければならない。

(1) 

i 略

(5) 

旦法附則第 15条の 10第 1項の耐震基準適

合家屋について、同項の規定の適用を受けよう

とする者は、当該耐震基準適合家屋に係る耐震

改修が完了した日から 3月以内に、次に掲げる

事項を記載した申告書に施行規則附則第 7条第

1 7項に規定する補助に係る補助金確定通知書

の写し、建築物の耐震改修の促進に関する法律

（平成 7年法律第 12 3号）第 7条又は附則第

3条第 1項の規定による報告の写し及び当該耐

震改修後の家屋が令附則第 12条第 19項に規

定する基準を満たすことを証する書類を添付し

て市長に提出しなければならない。

(1) 

｝略

(4) 

(5)施行規則附則第 7条第 17項に規定する補

助の算定の基礎となった当該耐震基準適合家

屋に係る耐震改修に要した費用

(6) 略

（土地に対して課する令和 3年度から令和 5年

度までの各年度分の固定資産税の特例に関する

用語の意義）
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第 5条 次条から第 15条までにおいて、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げる規

定に定めるところによる。

(1) 

l 略

(7) 

(8) 平成 5年度適用市街化区域農地 法附則第

1 9条の 3第4項

（令和 7年度又は令和 8年度における土地の価

格の特例）

第6条 市の区域内の自然的及び社会的条件から

みて類似の利用価値を有すると認められる地域

において地価が下落し、かつ、市長が土地の修

正前の価格（法附則第 17条の 2第 1項に規定

する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固

定資産税の課税標準とすることが固定資産税の

課税上著しく均衡を失すると認める場合におけ

る当該土地に対して課する固定資産税の課税標

準は、第 34条の規定にかかわらず、令和 7年

度分又は令和 8年度分の固定資産税に限り、当

該土地の修正価格（法附則第 17条の 2第 1項

に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳

等に登録されたものとする。

2 法附則第 17条の 2第 2項に規定する令和 7

年度適用土地又は令和 7年度類似適用士地であ

って、令和 8年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対し

て課する同年度分の固定資産税の課税標準は、

第34条の規定にかかわらず、修正された価格

（法附則第 17条の 2第 2項に規定する修正さ

れた価格をいう。）で士地課税台帳等に登録さ

れたものとする。

（宅地等に対して課する令和 6年度から令和 8

年度までの各年度分の固定資産税の特例）

第7条 宅地等に係る令和 6年度から令和 8年度

圭ヱの各年度分の固定資産税の額は、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第 349条の 3の2の規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に

定める率を乗じて得た額。以下この条において

同じ。）に 10 0分の 5

を乗じて得た額を加算した額

（当該宅地等が当該年

度分の固定資産税について法第 349条の 3又

第 5条 次条から第 15条までにおいて、次の各

号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げる規

定に定めるところによる。

(1) 

i 略

(7) 

(8) 平成 5年度適用市街化区域農地 法阻則~

1 9条の 3第 5項

（令和4年度又は令和 5年度における土地の価

格の特例）

第6条 市の区域内の自然的及び社会的条件から

みて類似の利用価値を有すると認められる地域

において地価が下落し、かつ、市長が土地の修

正前の価格（法附則第 17条の 2第 1項に規定

する修正前の価格をいう。）を当該年度分の固

定資産税の課税標準とすることが固定資産税の

課税上著しく均衡を失すると認める場合におけ

る当該土地に対して課する固定資産税の課税標

準は、第 34条の規定にかかわらず、令和4年

度分又は令和 5年度分の固定資産税に限り、当

該土地の修正価格（法附則第 17条の 2第 1項

に規定する修正価格をいう。）で土地課税台帳

等に登録されたものとする。

2 法附則第 17条の 2第 2項に規定する令和4

年度適用土地又は令和4年度類似適用士地であ

って、令和 5年度分の固定資産税について前項

の規定の適用を受けないこととなるものに対し

て課する同年度分の固定資産税の課税標準は、

第 34条の規定にかかわらず、修正された価格

（法附則第 17条の 2第 2項に規定する修正さ

れた価格をいう。）で土地課税台帳等に登録さ

れたものとする。

（宅地等に対して課する令和 3年度から令和 5

年度までの各年度分の固定資産税の特例）

第7条 宅地等に係る令和 3年度から令和 5年度

圭の各年度分の固定資産税の額は、当該宅地

等に係る当該年度分の固定資産税額が、当該宅

地等の当該年度分の固定資産税に係る前年度分

の固定資産税の課税標準額に、当該宅地等に係

る当該年度分の固定資産税の課税標準となるべ

き価格（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第 349条の 3の2の規定の適用を

受ける宅地等であるときは、当該価格に同条に

定める率を乗じて得た額。以下この条において

同じ。）に 10 0分の 5 （商業地等に係る令和

4年度分の固定資産税にあっては、 10 0分の

2. 5) を乗じて得た額を加算した額（令和 3

年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固

定資産税の課税標準額） （当該宅地等が当該年

度分の固定資産税について法第 349条の 3又
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は附則第 15条から第 15条の 3までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。

）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産

税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る全

和6年度から令和 8年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に 10分の

6を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第 349条の 3又は附

則第 15条から第 15条の 3までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額を超える場合には、同項の規定にかかわらず

、当該固定資産税額とする。

3 第 1項の規定の適用を受ける宅地等に係る全

和6年度から令和 8年度までの各年度分の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格に 10分の 2

を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第 349条の 3又は附則第

1 5条から第 15条の 3までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額に満た

ない場合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が 0. 6以上0. 7以下のものに係る全

和6年度から令和 8年度までの各年度分の固定

資産税の額は、第 1項の規定にかかわらず、当

該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第 34

9条の 3又は附則第 15条から第 15条の 3ま

での規定の適用を受ける商業地等であるときは

、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額

とする。

は附則第 15条から第 15条の 3までの規定の

適用を受ける宅地等であるときは、当該額にこ

れらの規定に定める率を乗じて得た額）を当該

宅地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額（以下「宅地等調整固定資産税額」という。

）を超える場合には、当該宅地等調整固定資産

税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る全

和4年度分及び令和 5年度分 の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該商業地等に係る当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に10分の

6を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第 349条の 3又は附

則第 15条から第 15条の 3までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標

準となるべき額とした場合における固定資産税

額を超える場合には、同項の規定にかかわらず

、当該固定資産税額とする。

3 第1項の規定の適用を受ける宅地等に係る全

和4年度分及び令和 5年度分 の宅地

等調整固定資産税額は、当該宅地等調整固定資

産税額が、当該宅地等に係る当該年度分の固定

資産税の課税標準となるべき価格に 10分の 2

を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第 349条の 3又は附則第

1 5条から第 15条の 3までの規定の適用を受

ける宅地等であるときは、当該額にこれらの規

定に定める率を乗じて得た額）を当該宅地等に

係る当該年度分の固定資産税の課税標準となる

べき額とした場合における固定資産税額に満た

ない場合には、同項の規定にかかわらず、当該

固定資産税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が 0. 6以上0. 7以下のものに係る全

和3年度から令和 5年度までの各年度分の固定

資産税の額は、第 1項の規定にかかわらず、当

該商業地等の当該年度分の固定資産税に係る前

年度分の固定資産税の課税標準額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第 34

9条の 3又は附則第 15条から第 15条の 3ま

での規定の適用を受ける商業地等であるときは

、前年度分の固定資産税の課税標準額にこれら

の規定に定める率を乗じて得た額）を当該商業

地等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額

とする。
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5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が 0. 7を超えるものに係る令和 6年度

から令和 8年度までの各年度分の固定資産税の

額は、第 1項の規定にかかわらず、当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に 10分の 7を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の 3又は附則第 15条から第 15 

条の 3までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額とする。

（農地に対して課する令和 6年度から令和 8年

座の各年度分の固定資産税の特例）

第9条農地に係る令和 6年度から令和 8年度ま

ヱの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度

分の固定資産税について法第349条の 3又は

附則第 15条から第 15条の 3までの規定の適

用を受ける農地であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額

）に、当該農地の当該

年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて

得た額

を当該

農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「農地調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該農地調整固定資産税額と

する。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が 0. 7を超えるものに係る令和 3年度

から令和 5年度までの各年度分の固定資産税の

額は、第 1項の規定にかかわらず、当該商業地

等に係る当該年度分の固定資産税の課税標準と

なるべき価格に 10分の 7を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の 3又は附則第 15条から第 15 

条の 3までの規定の適用を受ける商業地等であ

るときは、当該額にこれらの規定に定める率を

乗じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度

分の固定資産税の課税標準となるべき額とした

場合における固定資産税額とする。

（農地に対して課する令和 3年度から令和 5年

度までの各年度分の固定資産税の特例）

第9条農地に係る令和 3年度から令和 5年度ま

ヱの各年度分の固定資産税の額は、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税額が、当該農地に

係る当該年度分の固定資産税に係る前年度分の

固定資産税の課税標準額（当該農地が当該年度

分の固定資産税について法第349条の 3又は

附則第 15条から第 15条の 3までの規定の適

用を受ける農地であるときは、当該課税標準額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額←込

下この項において同じ。）に、当該農地の当該

年度の次の表の左欄に掲げる負担水準の区分に

応じ、同表の右欄に掲げる負担調整率を乗じて

得た額（令和 3年度分の固定資産税にあっては

、前年度分の固定資産税の課税標準額）を当該

農地に係る当該年度分の固定資産税の課税標準

となるべき額とした場合における固定資産税額

（以下「農地調整固定資産税額」という。）を

超える場合には、当該農地調整固定資産税額と

する。

I略 111略

（市街化区域農地に対して課する平成 6年度以

降の各年度分の固定資産税の特例）

第10条 市街化区域農地に係る平成 6年度以降

の各年度分の固定資産税に限り、平成 5年度に

係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対し

て課する固定資産税の額は、前条の規定にかか

わらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課

税標準となるべき価格の 3分の 1の額を課税標

準となるべき額とした場合における税額とする

。ただし、当該市街化区域農地のうち平成 5年

度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に

対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の

固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該

（市街化区域農地に対して課する平成 6年度以

降の各年度分の固定資産税の特例）

第10条 市街化区域農地に係る平成6年度以降

の各年度分の固定資産税に限り、平成 5年度に

係る賦課期日に所在する市街化区域農地に対し

て課する固定資産税の額は、前条の規定にかか

わらず、当該市街化区域農地の固定資産税の課

税標準となるべき価格の 3分の 1の額を課税標

準となるべき額とした場合における税額とする

。ただし、当該市街化区域農地のうち平成5年

度適用市街化区域農地以外の市街化区域農地に

対して課する次の表の左欄に掲げる各年度分の

固定資産税の額は、当該市街化区域農地の当該
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各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格の 3分の 1の額に同表の右欄に掲げる率を乗

じて得た額を課税標準となるべき額とした場合

における税額とする。

各年度分の固定資産税の課税標準となるべき価

格の 3分の 1の額に同表の右欄に掲げる率を乗

じて得た額を課税標準となるべき額とした場合

における税額とする。

1略 111略

2 市街化区域農地に係る平成6年度以降の各年

度分の固定資産税に限り、平成 5年度に係る賦

課期日後に令附則第 14条の 2第 1項に規定す

る事情により新たに市街化区域農地となった士

地に対して課する各年度分の固定資産税につい

ては、当該市街化区域農地となった土地に類似

する市街化区域農地が前項の規定の適用を受け

る市街化区城農地であるときは、当該市街化区

域農地となった土地が平成 5年度に係る賦課期

日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項

の規定の適用があったものとみなして、同項の

規定を適用する。

3 前 2項の規定は、平成5年度に係る賦課期日

後に令附則第 14条の 2第 2項第 2号から第5

号までに掲げる事由により新たに市街化区域農

地となった士地（当該事由の生じた日以後令附

則第 14条の 2第 1項各号に掲げる事情により

新たに市街化区域農地となった土地を含む。）

に係る固定資産税について準用する。この場合

において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。

2 市街化区域農地に係る平成 6年度以降の各年

度分の固定資産税に限り、平成 5年度に係る賦

課期日後に令附則第 14条の 2第 1項に規定す

る事情により新たに市街化区域農地となった土

地に対して課する各年度分の固定資産税につい

ては、当該市街化区域農地となった土地に類似

する市街化区域農地が前項の規定の適用を受け

る市街化区域農地であるときは、当該市街化区

域農地となった土地が平成 5年度に係る賦課期

日に市街化区域農地として所在し、かつ、同項

の規定の適用があったものとみなして、同項の

規定を適用する。

3 前 2項の規定は、平成5年度に係る賦課期日

後に令附則第 14条の 2第 2項第 2号から第5

号までに掲げる事由により新たに市街化区域農

地となった土地（当該事由の生じた日以後令附

則第 14条の 2第 1項各号に掲げる事情により

新たに市街化区域農地となった土地を含む。）

に係る固定資産税について準用する。この場合

において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の

中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲

げる字句に読み替えるものとする。

I略 111略

土令和 2年度分の固定資産税について茅ヶ崎市

市税条例の一部を改正する条例（令和 3年茅ヶ

崎市条例第 19号）による改正前の茅ヶ崎市市

税条例（以下「令和 3年改正前の条例」という

。）附則第 10条第 3項において準用する同条

第 1項ただし書の規定の適用を受けた市街化区

域農地に対して課する令和 3年度分の固定資産

税の額は、前項の規定により算定した当該市街

化区域農地に係る令和 3年度分の固定資産税額

が、当該市街化区域農地に係る令和 2年度分の

固定資産税に係る令和 3年改正前の条例附則第

1 0条第3項において準用する同条第 1項ただ

し書に規定する固定資産税の課税標準となるべ

き額を当該市街化区域農地に係る令和 3年度分

の固定資産税の課税標準となるべき額とした場

合における固定資産税額を超える場合には、当

該固定資産税額とする。

第 11条 市街化区域農地に係る令和 6年度から 1第 11条 市街化区域農地に係る令和 3年度から
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令和 8年度までの各年度分の固定資産税の額は

、前条の規定により算定した当該市街化区域農

地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市

街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る

前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格の 3分の 1の額に 10 

0分の 5を乗じて得た額を加算した額

（当該市街化区域農地

が当該年度分の固定資産税について法第 349

条の 3又は附則第 15条から第 15条の 3まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「市街化区

域農地調整固定資産税額」という。）を超える

場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税

額とする。

2 前項の規定の滴用を受ける市街化区域農地に

係る令和 6年度から令和 8年度までの各年度分

の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市

街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化

区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき価格の 3分の 1の額に 10分の

2を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該

年度分の固定資産税について法第349条の 3

又は附則第 15条から第 15条の 3までの規定

の適用を受ける市街化区域農地であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額に満たない場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する固定資産税及び都市計画税の特例）

第 14条 地方税法等の一部を改正する法律（立

和6年法律第4号）附則第 21条の規定により

、令和 6年度分及び令和 7年度分 の

固定資産税及び都市計画税については、法附則

第 18条の 3及び第 25条の 3の規定は、適用

しない。

（免税点の適用に関する特例）

第 15条 附則第 7条及び第 9条から第 11条ま

でのいずれかの規定の適用がある各年度分の固

定資産税に限り、第 37条に規定する固定資産

税の課税標準となるべき額は、附則第 7条、第

9条又は第 11条の規定の適用を受ける宅地等

令和 5年度までの各年度分の固定資産税の額は

、前条の規定により算定した当該市街化区域農

地に係る当該年度分の固定資産税額が、当該市

街化区域農地の当該年度分の固定資産税に係る

前年度分の固定資産税の課税標準額に、当該市

街化区域農地に係る当該年度分の固定資産税の

課税標準となるべき価格の 3分の 1の額に 10 

0分の 5を乗じて得た額を加算した額（令和 3

年度分の固定資産税にあっては、前年度分の固

定資産税の課税標準額） （当該市街化区域農地

が当該年度分の固定資産税について法第 349

条の 3又は附則第 15条から第 15条の 3まで

の規定の適用を受ける市街化区域農地であると

きは、当該額にこれらの規定に定める率を乗じ

て得た額）を当該市街化区域農地に係る当該年

度分の固定資産税の課税標準となるべき額とし

た場合における固定資産税額（以下「市街化区

域農地調整固定資産税額Jという。）を超える

場合には、当該市街化区域農地調整固定資産税

額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る令和 4年度分及び令和 5年度分

の市街化区域農地調整固定資産税額は、当該市

街化区域農地調整固定資産税額が、当該市街化

区域農地に係る当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき価格の 3分の 1の額に 10分の

2を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該

年度分の固定資産税について法第 34 9条の 3

又は附則第 15条から第 15条の 3までの規定

の適用を受ける市街化区域農地であるときは、

当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得た

額）を当該市街化区域農地に係る当該年度分の

固定資産税の課税標準となるべき額とした場合

における固定資産税額に満たない場合には、同

項の規定にかかわらず、当該固定資産税額とす

る。

（用途変更宅地等及び類似用途変更宅地等に対

して課する固定資産税及び都市計画税の特例）

第 14条 地方税法等の一部を改正する法律（全

和3年法律第 7号）附則第 14条の規定により

、令和 3年度から令和 5年度までの各年度分の

固定資産税及び都市計画税については、法附則

第 18条の 3及び第 25条の 3の規定は、適用

しない。

（免税点の適用に関する特例）

第 15条 附則第 7条及び第 9条から第 11条ま

でのいずれかの規定の適用がある各年度分の固

定資産税に限り、第 37条に規定する固定資産

税の課税標準となるべき額は、附則第 7条、第

9条又は第 11条の規定の適用を受ける宅地等
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、農地又は市街化区域農地についてはこれらの

規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額によるものとし、附則第 10 

条の規定の適用を受ける市街化区域農地（附則

第 11条の規定の適用を受ける市街化区域農地

を除く。）については附則第 10条第 1項（同

条第 3項において準用する場合を含む。）

に規定するその年度分の課税標準となる

べき額によるものとする。

（特別士地保有税の課税の特例）

第 16条 附則第 7条第 1項から第 5項までの規

定の適用がある宅地等（附則第 5条第 2号に掲

げる宅地等をいうものとし、法第 34 9条の 3

、第 349条の 3の2又は附則第 15条から第

1 5条の 3までの規定の適用がある宅地等を除

く。）に対して課する令和 6年度から令和 8年

度までの各年度分の特別土地保有税については

、第 84条の 7第 1号及び第84条の 13中「

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格」とあるのは「当該年度分の固定資産税に

係る附則第 7条第 1項から第 5項までに規定す

る課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第 11条の 5第 1項に規定する宅地評

価土地の取得のうち平成 18年 1月 1日から全

和 9年 3月 31日までの間にされたものに対し

て課する特別土地保有税については、第 84条

の7第 2号中「不動産取得税の課税標準となる

べき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標

準となるべき価格（法附則第 11条の 5第 1項

の規定の適用がないものとした場合における課

税標準となるべき価格をいう。）に 2分の 1を

乗じて得た額」とし、 「令第 54条の 38第 1

項に規定する価格」とあるのは「令第 54条の

3 8第 1項に規定する価格（法附則第 11条の

5第 1項の規定の適用がないものとした場合に

おける価格をいう。）に 2分の 1を乗じて得た

額」とする。

3 

l 略

5 

（宅地等に対して課する令和 6年度から令和 8

年度までの各年度分の都市計画税の特例）

第 22条 宅地等に係る令和 6年度から令和 8年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度

分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画

税について法第 70 2条の 3の規定の適用を受

、農地又は市街化区域農地についてはこれらの

規定に規定する当該年度分の固定資産税の課税

標準となるべき額によるものとし、附則第 10 

条の規定の適用を受ける市街化区域農地（附則

第 11条の規定の適用を受ける市街化区域農地

を除く。）については附則第 10条第 1項（同

条第 3項において準用する場合を含む。）呈且

第4項に規定するその年度分の課税標準となる

べき額によるものとする。

（特別土地保有税の課税の特例）

第 16条 附則第 7条第 1項から第 5項までの規

定の適用がある宅地等（附則第 5条第 2号に掲

げる宅地等をいうものとし、法第 34 9条の 3

、第 349条の 3の2又は附則第 15条から第

1 5条の 3までの規定の適用がある宅地等を除

く。）に対して課する令和 3年度から令和 5年

度までの各年度分の特別士地保有税については

、第84条の 7第 1号及び第 84条の 13中「

当該年度分の固定資産税の課税標準となるべき

価格」とあるのは「当該年度分の固定資産税に

係る附則第 7条第 1項から第 5項までに規定す

る課税標準となるべき額」とする。

2 法附則第 11条の 5第 1項に規定する宅地評

価士地の取得のうち平成 18年 1月 1日から全

和6年 3月 31日までの間にされたものに対し

て課する特別土地保有税については、第84条

の7第 2号中「不動産取得税の課税標準となる

べき価格」とあるのは「不動産取得税の課税標

準となるべき価格（法附則第 11条の 5第 1項

の規定の適用がないものとした場合における課

税標準となるべき価格をいう。）に 2分の 1を

乗じて得た額」とし、 「令第 54条の 38第 1

項に規定する価格」とあるのは「令第 54条の

3 8第 1項に規定する価格（法附則第 11条の

5第 1項の規定の適用がないものとした場合に

おける価格をいう。）に 2分の 1を乗じて得た

額」とする。

3 

｝略

5 

（宅地等に対して課する令和 3年度から令和 5

年度までの各年度分の都市計画税の特例）

第22条 宅地等に係る令和 3年度から令和 5年

度までの各年度分の都市計画税の額は、当該宅

地等に係る当該年度分の都市計画税額が、当該

宅地等の当該年度分の都市計画税に係る前年度

分の都市計画税の課税標準額に、当該宅地等に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格（当該宅地等が当該年度分の都市計画

税について法第 70 2条の 3の規定の適用を受
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ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下同じ。）に 10 0 

分の 5

を乗じて

得た額を加算した額

（当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第349条の 3 （第 18項を除く。

）又は附則第 15条から第 15条の 3までの規

定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」とい

う。）を超える場合には、当該宅地等調整都市

計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る~

和6年度から令和 8年度までの各年度分の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に 10分の

6を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第 349条の 3 （第 1

8項を除く。）又は附則第 15条から第 15条

の3までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額を超える場合には、前

項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。

3 第 1項の規定の適用を受ける宅地等に係る全

和6年度から令和 8年度までの各年度分の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき価格に 10分の 2

を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第 349条の 3 （第 18項

を除く。）又は附則第 15条から第 15条の 3

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは

、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額に満たない場合には、第 1項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が 0. 6以上0. 7以下のものに係る全

和6年度から令和 8年度までの各年度分の都市

計画税の額は、第 1項の規定にかかわらず、当

該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前

ける宅地等であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額。以下同じ。）に 10 0 

分の 5 （商業地等に係る令和4年度分の都市計

画税にあっては、 10 0分の 2. 5) を乗じて

得た額を加算した額（令和 3年度分の都市計画

税にあっては、前年度分の都市計画税の課税標

準額） （当該宅地等が当該年度分の固定資産税

について法第 349条の 3 （第 18項を除く。

）又は附則第 15条から第 15条の 3までの規

定の適用を受ける宅地等であるときは、当該額

にこれらの規定に定める率を乗じて得た額）を

当該宅地等に係る当該年度分の都市計画税の課

税標準となるべき額とした場合における都市計

画税額（以下「宅地等調整都市計画税額」とい

う。）を超える場合には、当該宅地等調整都市

計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける商業地等に係る全

和4年度分及び令和 5年度分 の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該商業地等に係る当該年度分の都

市計画税の課税標準となるべき価格に 10分の

6を乗じて得た額（当該商業地等が当該年度分

の固定資産税について法第 349条の 3 （第 1

8項を除く。）又は附則第 15条から第 15条

の3までの規定の適用を受ける商業地等である

ときは、当該額にこれらの規定に定める率を乗

じて得た額）を当該商業地等に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額を超える場合には、前

項の規定にかかわらず、当該都市計画税額とす

る。

3 第 1項の規定の適用を受ける宅地等に係る全

和4年度分及び令和 5年度分 の宅地

等調整都市計画税額は、当該宅地等調整都市計

画税額が、当該宅地等に係る当該年度分の都市

計画税の課税標準となるべき価格に 10分の 2

を乗じて得た額（当該宅地等が当該年度分の固

定資産税について法第 349条の 3 （第 18項

を除く。）又は附則第 15条から第 15条の 3

までの規定の適用を受ける宅地等であるときは

、当該額にこれらの規定に定める率を乗じて得

た額）を当該宅地等に係る当該年度分の都市計

画税の課税標準となるべき額とした場合におけ

る都市計画税額に満たない場合には、第 1項の

規定にかかわらず、当該都市計画税額とする。

4 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が 0. 6以上0. 7以下のものに係る全

和3年度から令和 5年度までの各年度分の都市

計画税の額は、第 1項の規定にかかわらず、当

該商業地等の当該年度分の都市計画税に係る前
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年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第 34

9条の 3 （第 18項を除く。）又は附則第 15 

条から第 15条の 3までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が 0. 7を超えるものに係る令和 6年度

から令和 8年度までの各年度分の都市計画税の

額は、第 1項の規定にかかわらず、当該商業地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格に 10分の 7を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第349条の 3 （第 18項を除く。）又は附

則第 15条から第 15条の 3までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。

（農地に対して課する令和 6年度から令和 8年

度までの各年度分の都市計画税の特例）

第23条農地に係る令和 6年度から令和 8年度

圭ヱの各年度分の都市計画税の額は、当該農地

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地

に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分

の都市計画税の課税標準額（当該農地が当該年

度分の固定資産税について法第 349条の 3 ( 

第 18項を除く。）又は附則第 15条から第 1

5条の 3までの規定の適用を受ける農地である

ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額

＿）に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に

掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額

を当該農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額（以下「農地調整都市

計画税額」という。）を超える場合には、当該

農地調整都市計画税額とする。

年度分の都市計画税の課税標準額（当該商業地

等が当該年度分の固定資産税について法第 34

9条の 3 （第 18項を除く。）又は附則第 15 

条から第 15条の 3までの規定の適用を受ける

商業地等であるときは、当該課税標準額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。

5 商業地等のうち当該商業地等の当該年度の負

担水準が 0. 7を超えるものに係る令和 3年度

から令和 5年度までの各年度分の都市計画税の

額は、第 1項の規定にかかわらず、当該商業地

等に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき価格に 10分の 7を乗じて得た額（当

該商業地等が当該年度分の固定資産税について

法第34 9条の 3 （第 18項を除く。）又は附

則第 15条から第 15条の 3までの規定の適用

を受ける商業地等であるときは、当該額にこれ

らの規定に定める率を乗じて得た額）を当該商

業地等に係る当該年度分の都市計画税の課税標

準となるべき額とした場合における都市計画税

額とする。

（農地に対して課する令和 3年度から令和 5年

度までの各年度分の都市計画税の特例）

第23条農地に係る令和 3年度から令和 5年度

圭ヱの各年度分の都市計画税の額は、当該農地

に係る当該年度分の都市計画税額が、当該農地

に係る当該年度分の都市計画税に係る前年度分

の都市計画税の課税標準額（当該農地が当該年

度分の固定資産税について法第 349条の 3 ( 

第 18項を除く。）又は附則第 15条から第 1

5条の 3までの規定の適用を受ける農地である

ときは、当該課税標準額にこれらの規定に定め

る率を乗じて得た額。以下この項において同じ

←)に、当該農地の当該年度の次の表の左欄に

掲げる負担水準の区分に応じ、同表の右欄に掲

げる負担調整率を乗じて得た額（令和 3年度分

の都市計画税にあっては、前年度分の都市計画

税の課税標準額）を当該農地に係る当該年度分

の都市計画税の課税標準となるべき額とした場

合における都市計画税額（以下「農地調整都市

計画税額」という。）を超える場合には、当該

農地調整都市計画税額とする。

I略 111略

第25条 市街化区域農地に係る令和 6年度から 第25条市街化区域農地に係る令和 3年度から

令和 8年度までの各年度分の都市計画税の額は 令和 5年度までの各年度分の都市計画税の額は

、前条の規定により附則第 10条の規定の例に 、前条の規定により附則第 10条の規定の例に
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より算定した当該市街化区域農地に係る当該年

度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格の 3分の 2の額に 10 0分の 5を乗じ

て得た額を加算した額

（当該市街化区域農地が当該年度分の

固定資産税について法第 349条の 3 （第 18 

項を除く。）又は附則第 15条から第 15条の

3までの規定の適用を受ける市街化区域農地で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額（以下「市

街化区域農地調整都市計画税額」という。）を

超える場合には、当該市街化区域農地調整都市

計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る令和 6年度から令和 8年度までの各年度分

の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市

街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化

区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格の 3分の 2の額に 10分の

2を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該

年度分の固定資産税について法第 34 9条の 3

（第 18項を除く。）又は附則第 15条から第

1 5条の 3までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農

地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額に

満たない場合には、前項の規定にかかわらず、

当該都市計画税額とする。

（宅地等に対して課する令和 6年度から令和 8

年度までの各年度分の都市計画税の特例に関す

る用語の意義）

第26条略

より算定した当該市街化区域農地に係る当該年

度分の都市計画税額が、当該市街化区域農地の

当該年度分の都市計画税に係る前年度分の都市

計画税の課税標準額に、当該市街化区域農地に

係る当該年度分の都市計画税の課税標準となる

べき価格の 3分の 2の額に 10 0分の 5を乗じ

て得た額を加算した額（令和 3年度分の都市計

画税にあっては、前年度分の都市計画税の課税

標準額） （当該市街化区域農地が当該年度分の

固定資産税について法第 349条の 3 （第 18 

項を除く。）又は附則第 15条から第 15条の

3までの規定の適用を受ける市街化区域農地で

あるときは、当該額にこれらの規定に定める率

を乗じて得た額）を当該市街化区域農地に係る

当該年度分の都市計画税の課税標準となるべき

額とした場合における都市計画税額（以下「市

街化区域農地調整都市計画税額」という。）を

超える場合には、当該市街化区域農地調整都市

計画税額とする。

2 前項の規定の適用を受ける市街化区域農地に

係る令和4年度分及び令和 5年度分

の市街化区域農地調整都市計画税額は、当該市

街化区域農地調整都市計画税額が、当該市街化

区域農地に係る当該年度分の都市計画税の課税

標準となるべき価格の 3分の 2の額に 10分の

2を乗じて得た額（当該市街化区域農地が当該

年度分の固定資産税について法第 349条の 3

（第 18項を除く。）又は附則第 15条から第

1 5条の 3までの規定の適用を受ける市街化区

域農地であるときは、当該額にこれらの規定に

定める率を乗じて得た額）を当該市街化区域農

地に係る当該年度分の都市計画税の課税標準と

なるべき額とした場合における都市計画税額に

満たない場合には、前項の規定にかかわらず、

当該都市計画税額とする。

（宅地等に対して課する令和 3年度から令和 5

年度までの各年度分の都市計画税の特例に関す

る用語の意義）

第 26条略
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茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例参照条文

0地方税法（地方税法等の一部を改正する法律（令和 6年法律第4号）第 1条の規定に

よる改正前のもの）

（地方税の賦課徴収に関する規定の形式）

第三条 地方団体は、その地方税の税目、課税客体、課税標準、税率その他賦課徴収について定をす

るには、当該地方団体の条例によらなければならない。

2 地方団体の長は、前項の条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項を規則で定

めることができる。

（調整控除）

第三百十四条の六 市町村は、前年の合計所得金額が二千五百万円以下である所得割の納税義務者に

ついては、その者の第三百十四条の三の規定による所得割の額から、次の各号に掲げる場合の区分

に応じ、当該各号に定める金額を控除するものとする。

＝ 当該納税義務者の第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得金額、課税退職所得金額及び

課税山林所得金額の合計額（以下この条において「合計課税所得金額」という。）が二百万円以

下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の百分の三（当該納税義務者が指定都

市の区域内に住所を有する場合には、百分の四）に相当する金額

工 五万円に、当該納税義務者が次の表の上欄に掲げる者に該当する場合には、当該納税義務者

に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

略

旦 当該納税義務者の合計課税所得金額

三 当該納税義務者の合計課税所得金額が二百万円を超える場合 イに掲げる金額から口に掲げる

金額を控除した金額（当該金額が五万円を下回る場合には、五万円とする。）の百分の三（当該

納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、百分の四）に相当する金額

工 五万円に、当該納税義務者が前号イの表の上欄に掲げる者に該当ず＿る場合には、当該納税義

務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

ロ 当該納税義務者の合計課税所得金額から二百万円を控除した金額

（外国税額控除）

第三百十四条の八 市町村は、所得割の納税義務者が、外国の法令により課される所得税又は道府県

民税の所得割、利子割、配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税（

所得税法第二条第一項第五号に規定する非居住者であった期間を有する者の当該期間内に生じた所

得につき課されるものにあっては、同法第百六十一条第一項第一号に掲げる国内源泉所得につき外

国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。）を課され

た場合において、当該外国の所得税等の額のうち所得税法第九十五条第一項の控除限度額及び同法

第百六十万条の六第一項の控除限度額並びに第三十七条の三の控除の限度額で政令で定めるものの

合計額を超える額があるときは、政令で定めるところにより計算した額を限度として、政令で定め

るところにより、当該超える金額（政令で定める金額に限る。）を、その者の第三百十四条の三及

び前二条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

（配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除）

第三百十四条の九 市町村は、所得割の納税義務者が、第三百十三条第十三項に規定する確定申告書

に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となった特定配当等の額について前章第一節

第五款の規定により配当割額を課された場合又は同条第十五項に規定する確定申告書に記載した特

定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となった特定株式等譲渡所得金額について同

節第六款の規定により株式等醸渡所得割額を課された場合には、当該配当割額又は当該株式等該渡

所得割額に五分の三を乗じて得た金額を、その者の第三百十四条の三及び前三条の規定を適用した

場合の所得割の額から控除するものとする，
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旦 前項の規定により控除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額が

あるときは、市町村は、政令で定めるところにより、同項の納税義務者に対しその控除することが

できなかった金額を還付しなければならない。この場合において、当該納税義務者の同項の確定申

告書に係る年の末日の属する年度の翌年度分の個人の道府県民税、個人の市町村民税若しくは森林

環境税又は当該納税義務者の未納に係る地方団体の徴収金若しくは森林環境税及び森林環境譲与税

に関する法律第二条第五号に規定する森林環境税に係る徴収金（以下この項において「市町村徴収

金」という。）があるときは、第十七条の二の二の規定にかかわらず、当該納税義務者は、当該還

付をすべき市町村の長に対し、当該還付をすべき金額（市町村徴収金に係る金額に相当する額を限

度とする。）により市町村徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみなす。

旦第三十七条の四の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなか

った金額があるときは、市町村は、当該控除することができなかった金額を第一項の規定により控

除されるべき額で同項の所得割の額から控除することができなかった金額とみなして、前項の規定

を適用する。

（固定資産税の課税標準等の特例）

第三百四十九条の三略

2 

i 略

8 

9 日本放送協会が直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固

定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標準と

なるべき価格（土地又は家屋にあっては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基

準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項

、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却

資産にあっては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格をいう。以下同じ。）の二

分の一の額とする。この場合において、当該固定資産税に係る償却資産は、第三百四十一条第四号

の規定にかかわらず、同号の償却資産で放送法（昭和二十五年法律第百三十二号）第七十四条第一

項の財産目録に登録されるべきものとする。

1 0 略

旦文化財保護法第五十八条第一項に規定する登録有形文化財又は同法第九十条第三項に規定する

登録有形民俗文化財である家屋、同法第百三十三条に規定する登録記念物である家屋及び当該家屋

の敷地の用に供されている土地並びに同法第百三十四条第一項に規定する重要文化的景観を形成し

ている家屋で政令で定めるもの及び当該家屋の敷地の用に供されている土地に対して課する固定資

産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定資産税の課税標

準となるべき価格の二分の一の額とする。

1 2 

i 略

2 0 

旦上 国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構が所有し、かつ、直接機構法第十四条第一

項第一号に規定する業務（旧農業機械化促進法第十六条第一項第一号に規定する業務に該当するも

のに限る。）の用に供する土地（第三百四十八条第二項第三十六号に掲げる土地を除く。）で政令

で定めるものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、当該

土地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の三分の一（当該土地のうちほ場の用に供するも

のにあっては、当該士地に係る固定資産税の課税標準となるべき価格の六分の一）の額とする。

2 2 

｝略

3 2 

旦立 景観法（平成十六年法律第百十号）第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物の

うち、世界の文化遺産及び自然遺産の保護に関する条約第十一条 2に規定する世界遺産一覧表に記
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載された家屋及び償却資産で総務大臣が指定するもの並びに当該家屋の敷地の用に供されている士

地に対して課する固定資産税の課税標準は、前二条の規定にかかわらず、当該固定資産に係る固定

資産税の課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

（住宅用地に対する固定資産税の課税標準の特例）

第三百四十九条の三の二 専ら人の居住の用に供する家屋又はその一部を人の居住の用に供する家屋

で政令で定めるものの敷地の用に供されている土地で政令で定めるもの（前条（第十一項を除く。

）の規定の適用を受けるもの並びに空家等対策の推進に関する特別措置法（平成二十六年法律第百

―十七号）第十三条第二項の規定により所有者等（同法第五条に規定する所有者等をいう。以下こ

の項において同じ。）に対し勧告がされた同法第十三条第一項に規定する管理不全空家等及び同法

第二十二条第二項の規定により所有者等に対し勧告がされた同法第二条第二項に規定する特定空家

等の敷地の用に供されている土地を除く。以下この条、次条第一項、第三百五十二条の二第一項及

び第三項並びに第三百八十四条において「住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の課税

標準は、第三百四十九条及び前条第十一項の規定にかかわらず、当該住宅用地に係る固定資産税の

課税標準となるべき価格の三分の一の額とする。

旦住宅用地のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める住宅用地に該当するもの（以

下この項において「小規模住宅用地」という。）に対して課する固定資産税の課税標準は、第三百

四十九条、前条第十一項及び前項の規定にかかわらず、当該小規模住宅用地に係る固定資産税の課

税標準となるべき価格の六分の一の額とする。

ニ住宅用地でその面積が二百平方メートル以下であるもの 当該住宅用地

二住宅用地でその面積が二百平方メートルを超えるもの 当該住宅用地の面積を当該住宅用地の

上に存する住居で政令で定めるものの数（以下この条及び第三百八十四条 一項において「住居

の数」という。）で除して得た面積が二百平方メートル以下であるものにあっては当該住宅用地

、当該除して得た面積が二百平方メートルを超えるものにあっては二百平方メートルに当該住居

の数を乗じて得た面積に相当する住宅用地

3 前項に規定する住居の数の認定その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、総務省令で定める

ぇ

（住宅用地等に対する都市計画税の課税標準の特例）

第七百二条の三 第三百四十九条の三の二第一項又は第三百四十九条の三の三第一項（同条第二項に

おいて準用する場合及び同条第三項（同条第四項において準用する場合を含む。）の規定により読

み替えて適用される場合を含む。次項において同じ。）の規定の適用を受ける土地に対して課する

都市計画税の課税標準は、第七百二条第一項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課

税標準となるべき価格の三分の二の額とする。

旦~ 第三百四十九条の三の二第二項の規定又は第三百四十九条の三の三第一項の規定により読み替え

て適用される第三百四十九条の三の二第二項の規定の適用を受ける土地に対して課する都市計画税

の課税標準は、第七百二条第一項及び前項の規定にかかわらず、当該土地に係る都市計画税の課税

標準となるべき価格の三分の一の額とする。

附則

第五条の四の二略

2 

｝略

4 
5 市町村は、平成二十二年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税に限り、所得割

の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第四十一条又は第四十一条の二の二の規定の

適用を受けた場合（居住年が平成十一年から平成十八年まで又は平成二十一年から令和七年までの

各年である場合に限る。）において、前条第六項の規定の適用を受けないときは、第一号に掲げる

金額から第二号に掲げる金額を控除した金額（当該金額が零を下回る場合には、零とする。）の五

分の三（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、五分の四）に相当する金額

（以下この項において「控除額」という。）を、当該納税義務者の第三百十四条の三及び第三百十
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6 

四条の六の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において、当該控

除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第八十九条第二項に規定する課税総所得金

額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の百分の三（当該納税義務者が指定都市の区

域内に住所を有する場合には、百分の四）に相当する金額（当該金額が五万八千五百円（当該納税

義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円）を超える場合には、五万八千五

百円（当該納税義務者が指定都市の区域内に住所を有する場合には、七万八千円）。以下この項に

おいて「控除限度額」という。）を超えるときは、当該控除額は、当該控除限度額に相当する金額

とする。

ニ 当該納税義務者の前年分の所得税に係る租税特別措置法第四十一条第二項から第五項まで若し

くは第十項から第十九項まで若しくは第四十一条の二又は阪神・淡路大震災の被災者等に係る国

税関係法律の臨時特例に関する法律第十六条第一項から第三項までの規定を適用して計算した租

税特別措置法第四十一条 一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額（平成十九年又は平成二

十年の居住年に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有する場合には、当該金額がなかった

ものとしてこれらの規定を適用して計算した同項に規定する住宅借入金等特別税額控除額）

三 当該納税義務者の前年分の所得税の額（前年分の所得税について、租税特別措置法第四十一条

、第四十一条の二の二、第四十一条の十八、第四十一条の十八の二第二項、第四十一条の十八の

三若しくは第四十一条の十九の二から第四十一条の十九の四まで、災害被害者に対する租税の減

免、徴収猶予等に関する法律第二条又は所得税法第九十五条若しくは第百六十五条の六の規定の

適用があった場合には、これらの規定の適用がなかったものとして計算した金額）

｝略

8 

（寄附金税額控除における特例控除額の特例）

第五条の五略

旦第三百十四条の七の規定の適用を受ける市町村民税の所得割の納税義務者が、同条第十一項第二

号若しくは第三号に掲げる場合に該当する場合又は第三百十四条の三第二項に規定する課税総所得

金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であって、当該納税義務者の前年中

の所得について、附則第三十三条の二第五項、附則第三十三条の三第五項、附則第三十四条第四項

、附則第三十五条第五項、附則第三十五条の二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第

三十五条の四第四項の規定の適用を受けるときは、第三百十四条の七第十一項に規定する特例控除

額は、同項第二号及び 三号の規定にかかわらず、当該納税義務者が前年中に支出した同条第二項

に規定する特例控除対象寄附金の額の合計額のうち二千円を超える金額に、次の各号に掲げる場合

の区分に応じ、当該各号に定める割合（当該各号に掲げる場合の二以上に該当するときは、当該各

号に定める割合のうち最も低い割合）を乗じて得た金額の五分の三（当該納税義務者が指定都市の

区域内に住所を有する場合には、五分の四）に相当する金額（当該金額が当該納税義務者の第三百

十四条の三及び第三百十四条の六の規定を適用した場合の所得割の額の百分の二十に相当する金額

を超えるときは、当該百分の二十に相当する金額）とする。

二第三百十四条の三第二項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の

五分のーに相当する金額について、第三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の

区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる割合

三第三百十四条の三第二項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額に

ついて、第三百十四条の七第十一項第一号の表の上欄に掲げる金額の区分に応じ、それぞれ同表

の下欄に掲げる割合

三前年中の所得について附則第三十三条の三第五項の規定の適用を受ける場合 百分の五十

旦前年中の所得について附則第三十五条第五項の規定の適用を受ける場合 百分の六十

互 前年中の所得について附則第三十三条の二第五項、附則第三十四条第四項、附則第三十五条の

二第五項、附則第三十五条の二の二第五項又は附則第三十五条の四第四項の規定の適用を受ける

麟百分の七十五
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第五条の六略

旦 平成二十六年度から令和二十年度までの各年度分の個人の市町村民税についての第三百十四条の

七第一項及び第十一項並びに前条第二項（これらの規定を次条第二項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。）の規定の適用については、第三百十四条の七第十一項第一号の表百九十五万円

以下の金額の項中「百分の八十五」とあるのは「百分の八十四・八九五」と、同表百九十五万円を

超え三百三十万円以下の金額の項中「百分の八十」とあるのは「百分の七十九・七九」と、同表三

百三十万円を超え六百九十五万円以下の金額の項中「百分の七十」とあるのは「百分の六十九•五

八」と、同表六百九十五万円を超え九百万円以下の金額の項中「百分の六十七」とあるのは「百分

の六十六•五一七」と、同表九百万円を超え千八百万円以下の金額の項中「百分の五十七」とある
のは「百分の五十六・三〇七」と、同表千八百万円を超え四千万円以下の金額の項中「百分の五十

」とあるのは「百分の四十九・一六」と、同表四千万円を超える金額の項中「百分の四十五」とあ

るのは「百分の四十四 •O五五」と、前条第二項第三号中「百分の五十」とあるのは「百分の四十
九・一六」と、同項第四号中「百分の六十」とあるのは「百分の五十九・三七」と、同項第五号中

「百分の七十五」とあるのは「百分の七十四・六八五」とする。

第七条の二略

2 略

3 略

土 市町村は、当分の間、所得割の納税義務者が前年中に第三百十四条の七第二項に規定する特例控

除対象寄附金を支出し、かつ、当該納税義務者について前条第十二項の規定による申告特例通知書

の送付があった場合には、申告特例控除額を当該納税義務者の第三百十四条の七第一項及び第十一

項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。＿

（宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例）

第十一条の五 宅地評価土地（宅地及び宅地比準土地（宅地以外の土地で当該士地の取得に対して課

する不動産取得税の課税標準となるべき価格が、当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得

税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。）をいう。第三項におい

て同じ。）を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は、第

七十三条の十三第一項の規定にかかわらず、当該取得が平成十八年一月一日から令和六年三月三十

一日までの間に行われた場合に限り、当該土地の価格の二分の一の額とする。

2 略

3 略

（固定資産税等の非課税）

第十四条 市町村は、平成十八年度から令和七年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限

り、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路

株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、高速道路株式会社法

第五条第一項第一号、第二号若しくは第四号に規定する事業（本州四国連絡高速道路株式会社にあ

つては、同項第一号、第二号、第四号又は第五号口に規定する事業）の用に供する固定資産で政令

で定めるもの又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、独立行政法人日本高速道路保

有・債務返済機構法第十二条第一項第一号若しくは第十号に規定する業務の用に供する固定資産で

政令で定めるものに対しては、第三百四十二条又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、固定資

産税又は都市計画税を課することができない。

旦 市町村は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が都市計画法第五条の規定により指定

された都市計画区域のうち政令で定める市街地の区域又は政令で定める公共の用に供する飛行場の

区域及びその周辺の区域のうち政令で定める区域において都市鉄道等利便増進法（平成十七年法律

第四十一号）第二条第六号に規定する都市鉄道利便増進事業により同法の施行の日から令和七年三

月三十一日までの間に整備し、かつ、直接鉄道事業又は軌道経営の用に供するトンネルに対しては

、第三百四十二条の規定にかかわらず、固定資産税を課することができない。

旦 第一項の規定の適用を受ける土地又は家屋に係る第四百十五条第一項の規定の適用については、

同項中「第三百四十八条」とあるのは「第三百四十八条又は附則第十四条」と、 「同条の規定」と
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あるのは「これらの規定」とする。

（固定資産税等の課税標準の特例）

第十五条略

2 

｝略

24.  

旱再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法（平成二十三年法律第百八号）第二

条第二項に規定する再生可能エネルギー発電設備のうち、同条第三項第六号に掲げる再生可能エネ

ルギー源を電気に変換する設備以外の設備（以下この項において「特定再生可能エネルギー発電設

備」という。）であって、令和二年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に新たに取得され

たものに対して課する固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該特

定再生可能エネルギー発電設備に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から三年度

分の固定資産税に限り、次の各号に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備の区分に応じ、当該各

号に定める額とする。

二次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固

定資産税の課税標準となるべき価格に三分の二を参酌して二分のー以上六分の五以下の範囲内に

おいて市町村の条例で定める割合（当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規

定の適用を受ける場合には、三分の二）を乗じて得た額

4 太陽光を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備で総務省令で定めるもの（再生可

能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法第二条第五項に規定する認定発電設備（以

下この号及び次号ハにおいて「認定発電設備」という。）であるものを除く。次号イにおいて

「特定太陽光発電設備」という。）で総務省令で定める規模未満のもの

旦 風力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備（認定発電設備であるものに限る。

次号口において「特定風力発電設備」という。）で総務省令で定める規模以上のもの

ニ 地熱を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備（認定発電設備であるものに限る。

第三号口において「特定地熱発電設備」という。）で総務省令で定める規模未満のもの

三 バイオマスを電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備（認定発電設備であるものに

限る。第三号ハにおいて「特定バイオマス発電設備」という。）で同号ハの総務省令で定める

規模以上総務省令で定める規模未満のもの

一 次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固

定資産税の課税標準となるべき価格に四分の三を参酌して十二分の七以上十二分の十ー以下の範

囲内において市町村の条例で定める割合（当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九

条の規定の適用を受ける場合には、四分の三）を乗じて得た額

土特定太陽光発電設備（前号イに掲げるものを除く。）

旦特定風力発電設備（前号口に掲げるものを除く。）

△ 水力を電気に変換する特定再生可能エネルギー発電設備（認定発電設備であるものに限る。

次号イにおいて「特定水力発電設備」という。）で総務省令で定める規模以上のもの

二次に掲げる特定再生可能エネルギー発電設備 当該特定再生可能エネルギー発電設備に係る固

定資産税の課税標準となるべき価格に二分の一を参酌して三分のー以上三分の二以下の範囲内に

おいて市町村の条例で定める割合（当該特定再生可能エネルギー発電設備が第三百八十九条の規

定の適用を受ける場合には、二分の一）を乗じて得た額

土特定水力発電設備（前号ハに掲げるものを除く。）

旦特定地熱発電設備（第一号ハに掲げるものを除く。）

ハ 特定バイオマス発電設備で総務省令で定める規模未満のもの

2 6 

i 略

3 1 

3 2 平成二十九年四月一日から令和六年三月三十一日までの期間（以下この項において「補助開始
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対象期間」という。）に政府の補助で総務省令で定めるものを受けた者が児童福祉法第六条の三第

十二項に規定する業務を目的とする同法第五十九条の二第一項に規定する施設（同項の規定による

届出がされたものに限る。）のうち当該政府の補助に係るもの（以下この項において「特定事業所

内保育施設」という。）の用に供する固定資産で政令で定めるものに対して課する固定資産税又は

都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にか

かわらず、補助開始対象期間内に最初に当該特定事業所内保育施設に係る政府の補助を受けた日（

以下この項において「補助開始日」という。）の属する年の翌年の一月一日（補助開始日が一月一

日である場合には、同日）を賦課期日とする年度から五年度分（その者（当該特定事業所内保育施

設について最初に当該政府の補助を受けた者に限る。）がその年度の初日の属する年の一月一日に

おいて補助開始日から引き続き当該政府の補助を受けている場合における当該年度分及び補助開始

日が一月一日である場合における同日を賦課期日とする年度分に限る。）の固定資産税又は都市計

画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に二分の一

を参酌して三分の一以上三分の二以下の範囲内で市町村の条例で定める割合（当該固定資産が第＝

百八十九条の規定の適用を受ける場合には、二分の一）を乗じて得た額とする。

旱都市緑地法第六十九条第一項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人（同法第七十条

第一号口に掲げる業務を行うものに限る。）が都市緑地法等の一部を改正する法律（平成二十九年

法律第二十六号）の施行の日から令和七年三月三十一日までの間に都市緑地法第六十三条に規定す

る認定計画に基づき設置した同法第五十五条第一項に規定する市民緑地の用に供する土地で政令で

定めるものに対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又は第七百二

条第一項の規定にかかわらず、当該市民緑地を設置した日の属する年の翌年の一月一日（当該設置

した日が一月一日である場合には、同日）を賦課期日とする年度から三年度分の固定資産税又は都

市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価格に三分の―

を参酌して二分のー以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定める割合を乗じて得た額

とする。

34 

i 略

4 1 

旦次に掲げる施設のうち、特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律（令和三年法律

第三十一号）の施行の日から令和六年三月三十一日までの間に取得されたものに対して課する固定

資産税の課税標準は、第三百四十九条の二の規定にかかわらず、当該施設に係る固定資産税の課税

標準となるべき価格に三分のーを参酌して六分のー以上二分のー以下の範囲内において市町村の条

例で定める割合（当該施設が第三百八十九条の規定の適用を受ける場合には、三分の一）を乗じて

得た額とする。

ニ特定都市河川浸水被害対策法（平成十五年法律第七十七号）第十五条に規定する認定事業者が

同条に規定する認定計画に基づき設置した同法第二条第六項に規定する雨水貯留浸透施設で総務

省令で定めるもの

二 下水道法第二十五条の十四に規定する認定事業者が同条に規定する認定計画に基づき設置した

同法第二十五条の十第一項に規定する雨水貯留浸透施設で総務省令で定めるもの

4旦令和四年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に特定都市河川浸水被害対策法第五十三

条第一項の規定により指定された貯留機能保全区域（以下この項において「貯留機能保全区域」と

いう。）内にある土地に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条又

は第七百二条第一項の規定にかかわらず、貯留機能保全区域として指定された日の属する年の翌年

の一月一日（当該指定された日が一月一日である場合には、同日）を賦課期日とする年度から三年

度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該土地に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準と

なるべき価格に四分の三を参酌して三分の二以上六分の五以下の範囲内において市町村の条例で定

める割合を乗じて得た額とする。

44 

｝略
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4 6 

（日本国有鉄道の改革に伴う固定資産税等の課税標準の特例）

第十五条の二 次に掲げる固定資産のうち昭和六十二年三月三十一日において地方税法及び国有資産

等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律（昭和六十一年法律第九十四号

。以下この項及び次条において「国鉄関連改正法」という。）第二条の規定による改正前の国有資

産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律（昭和三十一年法律第八十二号。以下この項におい

て「旧交納付金法」という。）附則第十七項の規定（国鉄関連改正法附則第十三条第二項の規定に

よりなお効力を有することとされる場合を含む。以下この項において同じ。）の適用があった償却

資産（これに類する償却資産として政令で定めるものを含む。）に対して課する固定資産税の課税

標準は、第三百四十九条の二、第三百四十九条の三第一項、第十二項若しくは第十四項の規定又は

前条第十二項の規定にかかわらず、旧交納付金法附則第十七項の規定中「第四条第五項の額」とあ

るのは、 「第三条第二項の価格」と読み替えた場合における同項の規定による算定方法に準じ、総

務省令で定めるところにより算定した額とする。

二旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律第一条第一項に規定する旅客会社（

以下この条及び次条において「旅客会社」という。）若しくは同法第一条第二項に規定する貨物

会社（以下この項及び次条において「貨物会社」という。）、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄

道株式会社に関する法律の一部を改正する法律（平成十三年法律第六十一号）附則第二条第一項

に規定する新会社（次号において「平成十三年新会社」という。）又は旅客鉄道株式会社及び日

本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律（平成二十七年法律第三十六号）附則第

一条第一項に規定する新会社（次号において「平成二十七年新会社」という。）が所有する日本

国有鉄道改革法（昭和六十一年法律第八十七号）第二十二条の規定により日本国有鉄道から承継

した固定資産（新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律（平成三年法律第四十五号）第

二条に規定する旅客鉄道株式会社が同条の規定により同法第五条第一項の規定による解散前の新

幹線鉄道保有機構から譲り受けた固定資産を含む。）で鉄道事業の用に供されるもの

二独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が所有し、かつ、旅客会社若しくは貨物会社、

平成十三年新会社又は平成二十七年新会社に有償で貸し付けた鉄道施設の用に供する固定資産の

うち、昭和六十二年三月三十一日において日本国有鉄道に有償で貸し付けていたもの

旦旅客会社が所有し、又は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十三条第一項第三号

若しくは第六号の規定に基づき借り受け、独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構法第十二

条第二項第二号の規定に基づき利用し、若しくは鉄道施設の貸付けを行う法人で政令で定めるもの

から借り受ける固定資産のうち、直接その本来の事業の用に供する固定資産で政令で定めるものに

対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四十九条、第三百四十九条の二又は

第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和八年度までの各年度分の固定資産

税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都市計画税の課税標準となるべき価

格の二分の一の額（第三百四十九条の三第一項、第十二項から第十四項まで若しくは第二十四項、

前条第十二項若しくは第二十六項又は前項の規定の適用を受ける固定資産にあっては、これらの規

定により課税標準とされる額の二分の一の額）とする。

第十五条の三 旅客会社又は貨物会社が所有する日本国有鉄道改革法第二十二条の規定により日本国

有鉄道から承継した固定資産で政令で定めるもの（昭和六十二年三月三十一日において国鉄関連改

正法第一条の規定による改正前の地方税法第三百四十八条第二項第二号又は第二十七号の規定の適

用があった固定資産に限る。）に対して課する固定資産税又は都市計画税の課税標準は、第三百四

十九条、第三百四十九条の二又は第七百二条第一項の規定にかかわらず、平成二十八年度から令和

八年度までの各年度分の固定資産税又は都市計画税に限り、当該固定資産に係る固定資産税又は都

市計画税の課税標準となるべき価格の五分の三の額（前条第一項又は第二項の規定の適用を受ける

固定資産にあっては、これらの規定により課税標準とされる額の五分の三の額）とする。

（新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額）

第十五条の七 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和六年三月三十

一日までの間に新築された同誌第十＿一条第一項に規定する認定長期優良住宅（以＿下この条及び附則
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第十五条の九の二において「認定長期優良住宅」という。）である住宅で政令で定めるものに対し

て課する固定資産税については、次項又は次条の規定の適用がある場合を除き、当該住宅に対して

新たに固定資産税が課されることとなった年度から五年度分の固定資産税に限り、当該住宅に係る

固定資産税額（区分所有に係る住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として

各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有に係る住宅以外

の住宅（人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める住宅に限る。）

にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した

額とする。）の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

旦 市町村は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日から令和六年三月三十一日までの

間に新 された認定長期優良住宅のうち中高層耐火建 物である住宅で政令で定めるものに対して

課する固定資産税については、次条第一項、第三項又は第四項の規定の適用がある場合を除き、当

該住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から七年度分の固定資産税に限り、

当該住宅に係る固定資産税額（区分所有に係る住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に

係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とし、区分所有

に係る住宅以外の住宅（人の居住の用に供する部分以外の部分を有する住宅その他の政令で定める

住宅に限る。）にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところ

により算定した額とする。）の二分の一に相当する額を当該住宅に係る固定資産税額から減額する

ものとする。

立 前二項の規定は、認定長期優良住宅の所有者から、当該認定長期優良住宅が新築された日から当

該認定長期優良住宅に対して新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の一月

三十一日までの間に、総務省令で定める書類を添付して、当該認定長期優良住宅につきこれらの規

定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するものとする。

4 略

（耐震改修が行われた住宅等に対する固定資産税の減額）

第十五条の九 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成十八年一月一日

から令和六年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修（地震に対する安全性の向上を目的と

した増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この条から附則第十五条の十までにおいて同じ。）

が行われたものであって、地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準（同条第一項に

おいて「耐震基準」という。）に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がされた

もの（以下この項から第三項までにおいて「耐震基準適合住宅」という。）に対して課する固定資

産税については、次条第一項、第四項又は第五項の規定の適用がある場合を除き、当該耐震改修が

平成十八年一月一日から平成二十一年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が

完了した日の属する年の翌年の一月一日（当該耐震改修が完了した日が一月一日である場合には、

同日。以下この項において同じ。）を賦課期日とする年度から三年度分、当該耐震改修が平成二十

二年一月一日から平成二十四年十二月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了し

た日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分、当該耐震改修が平成二十五

年一月一日から令和六年三月三十一日までの間に完了した場合には当該耐震改修が完了した日の属

する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分（当該耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了す

る直前に建築物の耐震改修の促進に関する法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不

適格建築物（同法第七条第二号又は第三号に掲げる建築物であるものに限る。）であった場合には

、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度から二年度分）の

固定資産税に限り、当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額（区分所有に係る耐震基準適合住宅

（区分所有に係る家屋である耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。）にあってはこ

の項の規定の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算

定した額の合算額とし、区分所有に係る耐震基準適合住宅以外の耐震基準適合住宅（人の居住の用

に供する部分以外の部分を有する耐震基準適合住宅その他の政令で定める耐震基準適合住宅に限る

。）にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定

した額とする。）の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額す
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るものとする。

2 前項の規定は、耐震基準適合住宅に係る固定資産税の納税義務者から、当該耐震基準適合住宅に

係る耐震改修が完了した日から三月以内に、当該市町村の条例で定めるところにより、当該耐震基

準適合住宅につき同項の規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた場合に限り、適用するも

のとする。

3 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期

間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当

該申告書に係る耐震基準適合住宅につき第一項の規定を適用することができる。

土市町村は、新築された日から十年以上を経過した住宅（区分所有に係る家屋以外の家屋で政令で

定めるものに限る。）のうち、人の居住の用に供する部分（貸家の用に供する部分を除く。以下こ

の条及び次条において「特定居住用部分」という。）において平成二十八年四月一日から令和六年

三月三十一日までの間に高齢者、障害者その他の政令で定める者（以下この項、次項及び第八項に

おいて「高齢者等」という。）の居住の安全性及び高齢者等に対する介助の容易性の向上に資する

改修工事で政令で定めるもの（以下この項から第六項までにおいて「居住安全改修工事」という。＿

）が行われたもの（第八項において「改修住宅」という。）であって、特定居住用部分に高齢者等

が居住しているもの（以下この項、第六項及び第七項において「高齢者等居住改修住宅」という。

）に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項の規定の適用があ

る場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完了

した日の属する年の翌年の一月一日（当該居住安全改修工事が完了した日が一月一日である場合に

は、同日。次項において同じ。）を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該高齢者等居住

改修住宅に係る固定資産税額（第九項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額と

し、特定居住用部分以外の部分を有する高齢者等居住改修住宅その他の政令で定める高齢者等居住

改修住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより

算定した額に限る。）の三分の一に相当する額を当該高齢者等居住改修住宅に係る固定資産税額か

ら減額するものとする。

5 市町村は、新築された日から十年以上を経過した区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定める

もののうち、特定居住用部分において平成二十八年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に

居住安全改修工事が行われたもの（第八項において「改修専有部分」という。）であって、特定居

住用部分に高齢者等が居住しているもの（以下この項から第七項までにおいて「高齢者等居住改修

専有部分」という。）の区分所有者が当該高齢者等居住改修専有部分について納付する義務を負う

ものとされる固定資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若し

くは第五項若しくは附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該高齢者等居住改

修専有部分が既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該居住安全改修工事が完

了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十

二条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税

額（第十項の規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の

部分を有する高齢者等居住改修専有部分その他の政令で定める高齢者等居住改修専有部分にあって

はこの項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。

）の三分の一に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を

負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

6 前二項の規定は、高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分に係る固定資産税の納税

義務者から、当該高齢者等居住改修住宅又は当該高齢者等居住改修専有部分に係る居住安全改修工

事が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該高齢者等居住改修住宅又

は当該高齢者等居住改修専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出がされた

場合に限り、適用するものとする。

7 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該期

間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、当

該申告書に係る高齢者等居住改修住宅又は高齢者等居住改修専有部分につき第四項又は第五項の規
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定を適用することができる。

8 第四項又は第五項の場合において、改修住宅又は改修専有部分の特定居住用部分に高齢者等が居
住しているかどうかの判定は、第六項の申告書が提出された時の現況による。

旦 市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅（区分所有に係る家屋以外の家屋で政令
で定めるものに限る。）のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十
一日までの間に外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に資する改修工事その他の工事で政令で定め
るもの（以下この項から第十一項まで及び次条第四項から第六項までにおいて「熱損失防止改修工
事等」という。）が行われたもの（以下この項、第十一項及び第十二項において「熱損失防止改修
等住宅」という。）に対して課する固定資産税については、第一項又は次条第一項若しくは第四項
の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失
防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日（当該熱損失防止改修工事等が完了した
日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。）を賦課期日とする年度分の固定資産税
に限り、当該熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額（ 四項の規定の適用がある場合には同項
の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する熱損失防止改修等住宅その他の
政令で定める熱損失防止改修等住宅にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として
政令で定めるところにより算定した額に限る。）の三分の一に相当する額を当該熱損失防止改修等
住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

1 0 市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定
めるもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に
熱損失防止改修工事等が行われたもの（以下この条において「熱損失防止改修等専有部分」という
。）の区分所有者が当該熱損失防止改修等専有部分について納付する義務を負うものとされる固定
資産税額については、当該区分所有に係る家屋に対して第一項、次条第一項若しくは第五項若しく
は附則第十五条の九の三第一項の規定の適用がある場合又は当該熱損失防止改修等専有部分が既に
この項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属
する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又
は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額（第五項の
規定の適用がある場合には同項の規定を適用する前の額とし、特定居住用部分以外の部分を有する
熱損失防止改修等専有部分その他の政令で定める熱損失防止改修等専有部分にあってはこの項の規
定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところにより算定した額に限る。）の三分の一
に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとさ
れる固定資産税額から減額するものとする。

1 1 前二項の規定は、熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分に係る固定資産税の納
税義務者から、当該熱損失防止改修等住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分に係る熱損失防止改
修工事等が完了した日から三月以内に、総務省令で定める書類を添付して、当該熱損失防止改修等
住宅又は当該熱損失防止改修等専有部分につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告書の提出が
された場合に限り、適用するものとする。

1 2 市町村長は、前項に規定する期間の経過後に同項の申告書の提出がされた場合において、当該
期間内に当該申告書の提出がされなかったことについてやむを得ない理由があると認めるときは、
当該申告書に係る熱損失防止改修等住宅又は熱損失防止改修等専有部分につき第九項又は第十項の
規定を適用することができる。

（耐震改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額）

第十五条の九の二 市町村は、昭和五十七年一月一日以前から所在する住宅のうち、平成二十九年四
月一日から令和六年三月三十一日までの間に政令で定める耐震改修が行われたものであって、認定
長期優良住宅（政令で定めるものに限る。以下こめ項から第五項までにおいて同じ。）に該当する
こととなったもの（以下この項から第三項までにおいて「特定耐震基準適合住宅」という。）に対
して課する固定資産税については、既にこの項の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該
耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日（当該耐震改修が完了した日が一月一日である
場合には'-----同日。以下この項において同じ。）を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該
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特定耐震基準適合住宅に係る固定資産税額（区分所有に係る特定耐震基準適合住宅（区分所有に係

る家屋である特定耐震基準適合住宅をいう。以下この項において同じ。）にあってはこの項の規定

の適用を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の

合算額とし、区分所有に係る特定耐震基準適合住宅以外の特定耐震基準適合住宅（人の居住の用に

供する部分以外の部分を有する特定耐震基準適合住宅その他の政令で定める特定耐震基準適合住宅

に限る。）にあってはこの項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところによ

り算定した額とする。以下この項において「特例適用対象税額」という。）の三分の二に相当する

額（当該特定耐震基準適合住宅が当該耐震改修が完了する直前に建築物の耐震改修の促進に関する

法律第五条第三項第二号に規定する通行障害既存耐震不適格建築物（同法第七条第二号又は第三号

に掲げる建築物であるものに限る。）であった場合には、当該耐震改修が完了した日の属する年の

翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税については特例適用対象税額の三分の二に相

当する額とし、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日を賦課期日とする年度の翌

年度分の固定資産税については特例適用対象税額の二分の一に相当する額とする。）を当該特定耐

震基準適合住宅に係る固定資産税額から減額するものとする。

2 略

3 略

土市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する住宅（区分所有に係る家屋以外の家屋で政令

で定めるものに限る。）のうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十

一日までの間に熱損失防止改修工事等が行われたものであって、認定長期優良住宅に該当すること

となったもの（以下この条において「特定熱損失防止改修等住宅」という。）に対して課する固定

資産税については、第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項の規定の適用を受けたことがあ

る場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年の翌年の一月一日（当該熱損失

防止改修工事等が完了した日が一月一日である場合には、同日。次項において同じ。）を賦課期日

とする年度分の固定資産税に限り、当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額（特定居住

用部分以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅その他の政令で定める特定熱損失防止改修等

住宅にあっては、この項の規定の適用を受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算

定した額に限る。）の三分の二に相当する額を当該特定熱損失防止改修等住宅に係る固定資産税額

から減額するものとする。

立 市町村は、平成二十六年四月一日以前から所在する区分所有に係る家屋の専有部分で政令で定め

るもののうち、特定居住用部分において令和四年四月一日から令和六年三月三十一日までの間に熱

損失防止改修工事等が行われたものであって、認定長期優良住宅に該当することとなったもの（以

下この条において「特定熱損失防止改修等住宅専有部分」という。）の区分所有者が当該特定熱損

失防止改修等住宅専有部分について納付する義務を負うものとされる固定資産税額については、当

該区分所有に係る家屋に対して第一項若しくは次条第一項の規定の適用がある場合又は既にこの項

の規定の適用を受けたことがある場合を除き、当該熱損失防止改修工事等が完了した日の属する年

の翌年の一月一日を賦課期日とする年度分の固定資産税額に限り、第三百五十二条第一項又は第二

項の規定により当該区分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額（特定居住用部分

以外の部分を有する特定熱損失防止改修等住宅専有部分その他の政令で定める特定熱損失防止改修

等住宅専有部分にあっては、この項の規定の適用を受ける部分に係る額として政令で定めるところ

により算定した額に限る。）の三分の二に相当する額を同条第一項又は第二項の規定により当該区

分所有者が納付する義務を負うものとされる固定資産税額から減額するものとする。

6 略

7 略

（大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額）

第十五条の九の三 市町村は、新築された日から二十年以上を経過したマンション（マンションの管

理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号）第二条第一号に規定するマンショ

ンであって、人の居住の用に供する専有部分のうち政令で定める専有部分を有するものをいう。以

下この項において同じ。）のうち、同法第五条の二第一項の規定による助言若しくは指導を受けた



-36-

--0123456789

同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンション又は同法第五条の八に規定する管理計画認定

マンションで政令で定めるものであって、令和五年四月一日から令和七年三月三十一日までの間に

マンションの建物の外壁について行う修繕又は模様替を含む大規模な工事で総務省令で定めるもの

が行われたもの（当該工事が行われた棟に限る。以下この条において「特定マンション」という。

）に係る区分所有に係る家屋に対して課する固定資産税については、附則第十五条の九第一項若し

くは前条第一項の規定の適用がある場合又は当該特定マンションが既にこの項の規定の適用を受け

たことがある場合を除き、当該工事が完了した日の属する年の翌年の一月一日（当該工事が完了し

た日が一月一日である場合には、同日）を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、当該特定マ

ンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額（この項の規定の適用を受ける部分に係る

税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額の合算額とする。）の三分の

ーを参酌して六分の一以上二分の一以下の範囲内において市町村の条例で定める割合に相当する額

を当該特定マンションに係る区分所有に係る家屋に係る固定資産税額から減額するものとする。

2 略

3 略

（耐震改修が行われた要安全確認計画記載建築物等に対する固定資産税の減額）

第十五条の十 市町村は、建築物の耐震改修の促進に関する法律第七条に規定する要安全確認計画記

載建築物又は同法附則第三条第一項に規定する要緊急安全確認大規模建築物に該当する家屋（同法

第七条又は同項の規定による報告があったものに限り、同法第八条第一項（同法附則第三条第三項

において準用する場合を含む。）の規定による命令又は同法第十二条 二項（同法附則第三条第三

項において準用する場合を含む。）の規定による指示の対象となったものを除く。）のうち平成二

十六年四月一日から令和八年三月三十一日までの間に政府の補助で総務省令で定めるものを受けて

耐震改修が行われたもので耐震基準に適合することにつき総務省令で定めるところにより証明がさ

れたもの（以下この条において「耐震基準適合家屋」という。）に対して課する固定資産税につい

ては、当該耐震改修が完了した日の属する年の翌年の一月一日（当該耐震改修が完了した日が一月

一日である場合には、同日）を賦課期日とする年度から二年度分の固定資産税に限り、当該耐震基

準適合家屋に係る固定資産税額（区分所有に係る耐震基準適合家屋にあってはこの項の規定の適用

を受ける部分に係る税額として各区分所有者ごとに政令で定めるところにより算定した額（当該額

が当該部分に係る当該耐震改修に要した費用の額として各区分所有者ごとに政令で定めるところに

より算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には、当該百分の五に相当する額）の合算額

とし、区分所有に係る耐震基準適合家屋以外の耐震基準適合家屋にあってはこの項の規定の適用を

受ける部分に係る税額として政令で定めるところにより算定した額（当該額が当該耐震改修に要し

た費用の額として政令で定めるところにより算定した額の百分の五に相当する額を超える場合には

、当該百分の五に相当する額）とする。）の二分の一に相当する額を当該耐震基準適合家屋に係る

固定資産税額から減額するものとする。

2 略

3 略

（令和四年度又は令和五年度における土地の価格の特例）

第十七条の二 当該市町村の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認め

られる地域において地価が下落し｀、かつ、市町村長が次の表の上欄に掲げる土地の区分に応じ、そ

れぞれ、同表の中欄に掲げる年度において、同表の下欄に掲げる価格（以下この項において「修正

前の価格」という。）を当該地域に所在する土地に対して課する当該年度分の固定資産税の課税標

準とすることが固定資産税の課税上著しく均衡を失すると認める場合における当該土地に対して課

する当該年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず、令和四年度分又

は令和五年度分の固定資産税に限り、当該土地の修正前の価格を総務大臣が定める基準（以下「修

正基準」という。）により修正した価格（当該土地が同表の第二号若しくは第四号に掲げる土地で

ある場合における令和四年度分の固定資産税又は当該土地が同表の第三号、第五号若しくは第六号

に掲げる土地である場合における令和五年度分の固定資産税にあっては、当該土地の類似土地の当

該年度の修正前の価格を修正基準により修正した価格に比準する価格とする。以下「修正価格」と
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いう。＿）で土地課税台帳等に登録されたものとする。

略

旦令和四年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けた土地（以下この項において「令和

四年度適用土地」という。）又は前項の表の第三号、第五号若しくは第六号に掲げる土地でこれら

の士地の類似士地が令和四年度適用土地であるもの（以下この項において「令和四年度類似適用土

地」という。）であって、令和五年度分の固定資産税について前項の規定の適用を受けないことと

なるものに対して課する同年度分の固定資産税の課税標準は、第三百四十九条の規定にかかわらず

、修正された価格（令和四年度適用土地にあっては当該令和四年度適用土地に係る令和四年度分の

固定資産税の課税標準の基礎となった価格（当該令和四年度適用土地が前項の表の第三号又は第五

号に掲げる土地に該当するに至った場合には、当該令和四年度適用土地の類似土地に係る同年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に比準する価格）をいい、令和四年度類似適用土地に

あっては当該令和四年度類似適用士地の類似土地に係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎と

なった価格に比準する価格をいう。）で土地課税台帳等に登＿録されたものとする。

3 

i 略

1 0 

第十八条の三 附則第十八条第六項第一号から第三号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年

度までの各年度に係る賦課期日において次の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもの（第三項の規

定の適用を受ける宅地等を除く。）のうち、当該各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ

同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの（以下この項において「用途変更宅地等」という。）に

係る当該各年度分の固定資産税については、附則第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、

同号イの規定にかかわらず、当該用途変更宅地等に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税

標準の基礎となった価格に、当該用途変更宅地等が当該各年度に係る賦課期日において該当した同

表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に係る賦課期日において該当した士地のうち同年度

において固定資産税を課されたもの（以下この項及び次項において「特定用途宅地等」という。）

で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の

総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同

年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする

2 

略

旦 前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定

める額をいう。

ニ令和三年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

土 口に掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和二年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税に

ついて第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額）

旦令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を

受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課

税標準となるべき額（当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前の

地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土

地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額）

― 令和四年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

土 口に掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和三年度分
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の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税に

ついて第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額）

旦令和三年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当
該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額（当該

特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の

三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額を

これらの規定に定める率で除して得た額）

― 令和五年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

土 口に掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和四年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税に

ついて第三百四十九条の三の二の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定

める率を乗じて得た額）

旦令和四年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける特定用途宅地等 当
該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額（当該

特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和五年改正前の地方税法第三百四十九条の

三又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額を

これらの規定に定める率で除して得た額）

旦附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和三年度に係る賦課期日において第一項の表の上

欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和二年度に係る賦課期日におい

てそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの（以下この項において「令和三年度類似用途

変更宅地等」という。）、同条第六項第三号に掲げる宅地等で令和四年度に係る賦課期日において

同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和三年度に係る賦課期

日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの（以下この項において「令和四年度

類似用途変更宅地等」という。）又は同条第六項第四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期

日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等の類似土地が令和四年度に

係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの（以下この項において「

令和五年度類似用途変更宅地等」という。）に係る附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額

は、同号の規定にかかわらず、令和三年度類似用途変更宅地等に係る令和三年度分の固定資産税に

あっては第一号に掲げる額、令和四年度類似用途変更宅地等に係る令和四年度分の固定資産税にあ

つては第二号に掲げる額、令和五年度類似用途変更宅地等に係る令和五年度分の固定資産税にあっ

ては第三号に掲げる額とする。

ニ 当該令和三年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となった価格に比準する価格に、当該令和三年度類似用途変更宅地等が令和三年度に係る賦

課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和二年度に係る賦課期日において

該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの（以下この号及び次項第一号にお

いて「令和二年度類似特定用途宅地等」という。）で同年度に係る賦課期日において当該市町村

内に所在したものに係る令和二年度類似課税標準額の総額を当該令和二年度類似特定用途宅地等

で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課

税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

三 当該令和四年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となった価格に比準する価格に、当該令和四年度類似用途変更宅地等が令和四年度に係る賦

課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和三年度に係る賦課期日において

該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの（以下この号及び次項第二号にお

いて「令和三年度類似特定用途宅地等」という。）で同年度に係る賦課期日において当該市町村

内に所在したものに係る令和三年度類似課税標準額の総額を当該令和三年度類似特定用途宅地等

で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課

税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額
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二 当該令和五年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の
基礎となった価格に比準する価格に、当該令和五年度類似用途変更宅地等が令和五年度に係る賦
課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和四年度に係る賦課期日において
該当した土地のうち同年度において固定資産税を課されたもの（以下この号及び次項第三号にお
いて「令和四年度類似特定用途宅地等」という。）で同年度に係る賦課期日において当該市町村
内に所在したものに係る令和四年度類似課税標準額の総額を当該令和四年度類似特定用途宅地等
で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課
税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
ニ令和二年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
土 口に掲げる令和二年度類似特定用途宅地等以外の令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和

二年度類似特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（
当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二
の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額）

旦令和二年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法附則第十八条の規定の適用を
受ける令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定
する同年度分の固定資産税の課税標準となるべき額（当該令和二年度類似特定用途宅地等が同
年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条
から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定め
る率で除して得た額）

一 令和三年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
土 口に掲げる令和三年度類似特定用途宅地等以外の令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和

三年度類似特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（
当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二
の規定の適用を受ける士地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額）

旦令和三年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和三年度類似特定
用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税
の課税標準となるべき額（当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税につい
て令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規
定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額）

― 令和四年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額
土 口に掲げる令和四年度類似特定用途宅地等以外の令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和

四年度類似特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（
当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について第三百四十九条の三の二
の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額）

旦令和四年度分の固定資産税について附則第十八条の規定の適用を受ける令和四年度類似特定
用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の固定資産税
の課税標準となるべき額（当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税につい
て令和五年改正前の地方税法第三百四十九条の三又は附則第十五条から第十五条の三までの規
定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額）

5 令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一
般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に
係る当該各年度分の固定資産税に係る附則第十七条及び第十八条並びに前各項の規定の適用につい
ては、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分を
それぞれ一の宅地等とみなす。

（市街化区域農地に対して課する平成六年度以降の各年度分の固定資産税の特例）
第十九条の三略

2 
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略

4 

5 第一項に規定する平成五年度適用市街化区域農地とは、地方税法等の一部を改正する法律（平成

五年法律第四号）による改正前の地方税法（以下「平成五年改正前の地方税法」という。）附則第

二十九条の六第一項に規定する都又は市の区域内に所在する市街化区域農地で、当該市街化区域農

地に対して課する平成五年度分の固定資産税について地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法

の一部を改正する法律（平成三年法律第七号）附則第十二条第一項の規定によりその例によること

とされる同法第二条の規定による改正前の地方税法附則第十九条の三第一項（同条第二項及び第四

項において準用する場合を含む。）又は平成五年改正前の地方税法附則第十九条の三第一項（同条

第三項において準用する場合を含む。）の規定の適用を受けたものをいう。

6 略

第二十五条の三 附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第一号から第三

号までに掲げる宅地等で令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において次の表の

上欄に掲げる宅地等に該当するもの（第三項の規定の適用を受ける宅地等を除く。）のうち、当該

各年度の前年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したもの（以下

この項において「用途変更宅地等」という。）に係る当該各年度分の 市計画税については、附則

第十七条第六号に規定する前年度課税標準額は、同号口の規定にかかわらず、当該用途変更宅地等

に係る当該各年度の前年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格に、当該用途変更宅地等

が当該各年度に係る賦課期日において該当した同表の上欄に掲げる宅地等に当該各年度の前年度に

係る賦課期日において該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの（以下この項

及び次項において「特定用途宅地等」という。）で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に

所在したものに係る特定用途前年度課税標準額の総額を当該特定用途宅地等で同年度に係る賦課期

日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価

格の総額で除して得た数値を乗じて得た額とする。

略

旦前項の「特定用途前年度課税標準額」とは、＿次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定

める額をいう。

ニ令和三年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

エロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和二年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税に

ついて第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を

乗じて得た額）

三令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用

を受ける特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の

課税標準となるべき額（当該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和三年改正前

の地方税法第三百四十九条の三（第十八項を除く。）又は附則第十五条から第十五条の三まで

の規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額）

― 令和四年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

エロに掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和三年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税に

ついて第七百二条の三の規定の適用を受ける士地であるときは、当該価格に同条に定める率を

乗じて得た額）

旦 令和三年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等

当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額（当

該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和四年改正前の地方税法第三百四十九条

の三（第十八項を除く。）又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地
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であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額）

― 令和五年度 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

工 口に掲げる特定用途宅地等以外の特定用途宅地等 当該特定用途宅地等に係る令和四年度分

の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（当該特定用途宅地等が同年度分の都市計画税に

ついて第七百二条の三の規定の適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を

乗じて得た額）

旦令和四年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける特定用途宅地等

当該特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額（当

該特定用途宅地等が同年度分の固定資産税について令和五年改正前の地方税法第三百四十九条

の三（第十八項を除く。）又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける士地

であるときは、当該額をこれらの規定に定める率で除して得た額）

3 附則第二十五条第六項において読み替えられた附則第十八条第六項第二号に掲げる宅地等で令和

三年度に係る賦課期日において第一項の表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当該宅地等

の類似土地が令和二年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該当したも

の（以下この項において「令和三年度類似用途変更宅地等」という。）、同条第六項第三号に掲げ

る宅地等で令和四年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するもののうち当

該宅地等の類似士地が令和三年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる宅地等に該

当したもの（以下この項において「令和四年度類似用途変更宅地等」という。）又は同条第六項第

四号に掲げる宅地等で令和五年度に係る賦課期日において同表の上欄に掲げる宅地等に該当するも

ののうち当該宅地等の類似士地が令和四年度に係る賦課期日においてそれぞれ同表の下欄に掲げる

宅地等に該当したもの（以下この項において「令和五年度類似用途変更宅地等」という。）に係る

附則第十七条第七号に規定する比準課税標準額は、同号の規定にかかわらず、令和三年度類似用途

変更宅地等に係る令和三年度分の都市計画税にあっては第一号に掲げる額、令和四年度類似用途変

更宅地等に係る令和四年度分の都市計画税にあっては第二号に掲げる額、令和五年度類似用途変更

宅地等に係る令和五年度分の都市計画税にあっては第三号に掲げる額とする。

ニ 当該令和三年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となった価格に比準する価格に、当該令和三年度類似用途変更宅地等が令和三年度に係る賦

課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和二年度に係る賦課期日において

該当した上地のうち同年度において都市計画税を課されたもの（以下この号及び次項第一号にお

いて「令和二年度類似特定用途宅地等」という。）で同年度に係る賦課期日において当該市町村

内に所在したものに係る令和二年度類似課税標準額の総額を当該令和二年度類似特定用途宅地等

で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課

税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

三 当該令和四年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となった価格に比準する価格に、当該令和四年度類似用途変更宅地等が令和四年度に係る賦

課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和三年度に係る賦課期日において

該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの（以下この号及び次項第二号にお

いて「令和三年度類似特定用途宅地等」という。）で同年度に係る賦課期日において当該市町村

内に所在したものに係る令和三年度類似課税標準額の総額を当該令和三年度類似特定用途宅地等

で同年度に係る賦課期日において当該市町村内に所在したものに係る同年度分の固定資産税の課

税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

二 当該令和五年度類似用途変更宅地等の類似土地に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の

基礎となった価格に比準する価格に、当該令和五年度類似用途変更宅地等が令和五年度に係る賦

課期日において該当した第一項の表の上欄に掲げる宅地等に令和四年度に係る賦課期日において

該当した土地のうち同年度において都市計画税を課されたもの（以下この号及び次項第三号にお

いて「令和四年度類似特定用途宅地等」という。）で同年度に係る賦課期日において当該市町村

内に所在したものに係る令和四年度類似課税標準額の総額を当該令和四年度類似特定用途宅地等

で同年度に係る賦課期 Hにおいて当該市町村内に所＿在ーしたものに係る同年度分の固定資産税の課
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税標準の基礎となった価格の総額で除して得た数値を乗じて得た額

4 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

＝令和二年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

エロに掲げる令和二年度類似特定用途宅地等以外の令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和

二年度類似特定用途宅地等に係る令和二年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（

当該令和二年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の

涵用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額）

三 令和二年度分の都市計画税について令和三年改正前の地方税法附則第二十五条の規定の適用

を受ける令和二年度類似特定用途宅地等 当該令和二年度類似特定用途宅地等に係る同条に規

定する同年度分の都市計画税の課税標準となるべき額（当該令和二年度類似特定用途宅地等が

同年度分の固定資産税について令和三年改正前の地方税法第三百四十九条の三（第十八項を除

く。）又は附則第十五条から第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該

額をこれらの規定に定める率で除して得た額）

― 令和三年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

エロに掲げる令和三年度類似特定用途宅地等以外の令和三年度類似特定用途宅地等 当該令和

三年度類似特定用途宅地等に係る令和三年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（

当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の

適用を受ける士地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額）

三 令和三年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和三年度類似特

定用途宅地等 当該令和三年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額（当該令和三年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税につ

いて令和四年改正前の地方税法第三百四十九条の三（第十八項を除く。）又は附則第十五条か

ら第十五条の三までの規定の適用を受ける土地であるときは、当該額をこれらの規定に定める

率で除して得た額）

― 令和四年度類似課税標準額 次に掲げる宅地等の区分に応じ、それぞれ次に定める額

工 口に掲げる令和四年度類似特定用途宅地等以外の令和四年度類似特定用途宅地等 当該令和

四年度類似特定用途宅地等に係る令和四年度分の固定資産税の課税標準の基礎となった価格（

当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の都市計画税について第七百二条の三の規定の

適用を受ける土地であるときは、当該価格に同条に定める率を乗じて得た額）

旦令和四年度分の都市計画税について附則第二十五条の規定の適用を受ける令和四年度類似特

定用途宅地等 当該令和四年度類似特定用途宅地等に係る同条に規定する同年度分の都市計画

税の課税標準となるべき額（当該令和四年度類似特定用途宅地等が同年度分の固定資産税につ

いて令和五年改正前の地方税法第三百四十九条の三（第十八項を除く。）又は附則第十五条か

ら第十五条の三までの規定の適用を受ける上地であるときは、当該額をこれらの規定に定める

率で除して得た額）

5 令和三年度から令和五年度までの各年度に係る賦課期日において小規模住宅用地である部分、一

般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分のうちいずれか二以上を併せ有する宅地等に

係る当該各年度分の都市計画税に係る附則第十七条及び第二十五条並びに前各項の規定の適用につ

いては、当該小規模住宅用地である部分、一般住宅用地である部分又は非住宅用宅地等である部分

をそれぞれ一の宅地等とみなす，

0建築物の耐震改修の促進に関する法律

（要安全確認計画記載建築物の所有者の耐震診断の義務）

第七条 次に掲げる建築物（以下「要安全確認計画記載建築物」という。）の所有者は、当該要安全

確認計画記載建築物について、国士交通省令で定めるところにより、耐震診断を行い、その結果を

、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期限までに所管行政庁に報告

しなければならない。

第五条第三項第一号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された建築物 同号の規定
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により都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

二 その敷地が第五条第三項第二号の規定により都道府県耐震改修促進計画に記載された道路に接

する通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限る。） 同号の規定により

都道府県耐震改修促進計画に記載された期限

二 その敷地が前条第三項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された道路に接する

通行障害既存耐震不適格建築物（耐震不明建築物であるものに限り、前号に掲げる建築物である

ものを除く。） 同項第一号の規定により市町村耐震改修促進計画に記載された期限

0長期優良住宅の普及の促進に関する法律

（長期優良住宅建築等計画等の認定）

第五条略

2 略

3 略

土住宅（複数の者に譲渡することにより区分所有住宅とするものに限る。）の建築をしてその構造

及び設備を長期使用構造等とし、当該区分P有住宅の管理者等（建物の区分所有等に関する法律第

三条若しくは第六十五条に規定する団体について同法第二十五条第一項（同法第六十六条において

準用する場合を含む。）の規定により選任された管理者又は同法第四十七条第一項（同法第六十六

条において準用する場合を含む。）の規定による法人について同法第四十九条第一項（同法第六十

六条において準用する場合を含む。）の規定により置かれた理事をいう。以下同じ。＇）において当

該建築後の区分所有住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合における当該譲

渡をしようとする者（第九条第三項及び第十三条第三項において「区分所有住宅分譲事業者」とい

う。）は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の

認定を申請することができる。

略

5
ー

8

0地方税法施行令

（法第五百九十六条第二号の政令で定める額）

第五十四条の三十八 法第五百九十六条第二号に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる土地

の区分に応じ、当該各号に定める価格とする。

ニ 固定資産課税台帳に固定資産税の課税標準となるべき価格が登録されている土地（地目の変換

その他特別の事情により当該土地の価格によりがたいものを除く。） 当該価格

二前号に掲げる土地以外の土地 当該土地の取得者からの申出に基づき、又は職権で、当該土地

の取得があった日の属する年の四月一日を初日とする年度分の当該土地に類似する土地の固定資

産税の課税標準となるべき価格に比準する価格として、法第三百八十八条第一項の固定資産評価

基準によって市町村長が定める価格

2 市町村長は、前項第一号の価格について土地の取得者からの照会があり、又は同項第二号の規定

により当該土地の価格を定めた場合には、遅滞なく、その価格を当該士地の取得者に通知しなけれ

ばならない。

附則

（固定資産税の減額に関する特例の適用を受ける新築住宅等の範囲）

第十二条略

2 

｝略

1 8 

旦 法附則第十五条の九第一項に規定する地震に対する安全性に係る基準として政令で定める基準

は、建築基準法施行令第三章及び第五章の四に規定する基準又は国土交通大臣が総務大臣と協議し



-44-

--0123456789

て定める地震に対する安全性に係る基準とする。

20 

i 略

5 2 

（平成六年度以降において新たに市街化区域農地となる場合の政令で定める事情等）

第十四条の二 法附則第十九条の三第二項に規定する政令で定める事情は、次に掲げる事情とする。

二地目の変換

三公有水面の埋立て又は干拓による土地の造成

旦 法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

二都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律（平成十二年法律第七十三号）第一条の規定

による改正前の都市計画法第七条第一項に規定する市街化区域及び市街化調整区域に関する都市

計画又は都市計画法第七条 一項に規定する区域区分に関する都市計画が当該市町村の区域につ

いて定められたこと。

ー 当該市町村の区域内において市街化区域の変更があったこと。

二生産緑地である農地に該当しないこととなったこと。

旦前条第一項各号に掲げる農地に該当することとなったこと。

孟前条第二項各号に掲げる農地に該当しないこととなったこと。

3 法附則第十九条の三第三項に規定する政令で定める事情は、第一項各号に掲げる事情とする。

4 法附則第十九条の三第三項の規定により読み替えられた同条第一項に規定する政令で定める事由

は、第二項各号に掲げる事由とする。

0地方税法施行規則（地方税法施行規則及び航空機燃料譲与税法施行規則の一部を改正

する省令（令和 6年総務省令第 37号）第 1条の規定による改正前のもの）

附則

（政令附則第十二条の割合の補正等）

第七条略

2 略

立 法附則第十五条の七第三項に規定する総務省令で定める書類は、長期優良住宅の普及の促進に関

する法律施行規則（平成二十一年国土交通省令第三号）第六条、第九条又は第十五条に規定する通

知書の写しとする。

土 政令附則第十二条第十二項第一号イに規定する総務省令で定める建築物は、次に掲げる要件に該

当する建築物とする。

二外壁及び軒裏が、建築基準法第二条第八号に規定する防火構造であること。

三屋根が、建築基準法施行令第百三十六条の二の二第一号及び第二号に掲げる技術的基準に適合

するものであること。

二 天井及び壁の室内に面する部分が、通常の火災時の加熱に十五分間以上耐える性能を有するも

のであること。

阻前三号に掲げるもののほか、建築物の各部分が、防火上支障のない構造であること。

5 

l 略

8 法附則第十五条の九第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし

、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号（当該書類を提

出する者の個人番号に限る。次項及び第十一項において同じ。）を記載して提出したときは、第一

号の書類は、添付することを要しない。

ニ法附則第十五条の九第六項に規定する納税義務者の住民票の写し

二次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類

工政令附則第十二条第二十三項第一号に掲げる者 その者の住民票の写し
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旦政令附則第十二条第二十三項第二号に掲げる者 その者の介護保険法第十二条第三項に規定

する被保険者証の写し

ニ政令附則第十二条第二十三項第三号に掲げる者 同号に該当する旨を証する書類の写し

二次に掲げるいずれかの書類

工 法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事に係る明細書（当該居住安全改修工

事の内容及び費用を確認することができるものに限る。）、当該居住安全改修工事が行われた

箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認することができる領収証

旦法附則第十五条の九第四項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類

旦 政令附則第十二条第二十四項に規定する補助金等の交付、居宅介護住宅改修費の給付又は介護

予防住宅改修費の給付を受ける場合には、当該補助金等の交付決定、居宅介護住宅改修費の給付

決定又は介護予防住宅改修費に係る給付決定を受けたことを確認することができる書類

孟前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

旦法附則第十五条の九 十一項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただ

し、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載して提

出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。

ニ法附則第十五条の九第十一項に規定する納税義務者の住民票の写し

三 法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨を証する国土交通大

臣が総務大臣と協議して定める書類

ニ政令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交

付決定を受けたことを確認することができる書類

旦前三号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

旦法附則第十五条の九の二第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

ニ長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知

書の写し

三 法附則第十五条の九の二第一項に規定する耐震改修が行われた旨及び当該住宅が認定長期優良

住宅に該当することとなった旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

二前二号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

旦法附則第十五条の九の二第六項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

ただし、同項に規定する納税義務者が同項に規定する申告書に当該納税義務者の個人番号を記載し

て提出したときは、第一号の書類は、添付することを要しない。

ニ 法附則第十五条の九の二第六項に規定する納税義務者の住民票の写し

三長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第六条、第九条又は第十五条に規定する通知

書の写し

二法附則第十五条の九第九項に規定する熱損失防止改修工事等が行われた旨及び法附則第十五条

の九の二第四項に規定する住宅又は同条第五項に規定する区分所有に係る家屋の専有部分が認定

長期優良住宅に該当することとなった旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

旦 政令附則第十二条第三十一項に規定する補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等の交

付決定を受けたことを確認することができる書類

互 前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

旦第八項から前項までの規定にかかわらず、市町村長は、当該書類により証明すべき事実を公簿

等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
1 3 ` 

｝略

1 5 

旦法附則第十五条の九の三第二項に規定する総務省令で定める書類は、次に掲げる書類とする。

ニ 法附則第十五条の九の三第一項に規定する工事が行われた旨を証する国土交通大臣が総務大臣

と協議して定める書類

― 政令附則第十二条第四十八項第一号イに該当する旨を証する国土交通大臣が総務大臣と協議し
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て定める書類

ニ政令附則第十二条第四十八項第一号口に該当する旨を証する書類

四次に掲げるマンションの区分に応じ、それぞれ次に定める書類

工 マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成十二年法律第百四十九号）第五条の二

第一項の規定による助言又は指導を受けた同項に規定する管理組合の管理者等に係るマンショ

ン 政令附則第十二条第四十八項第二号イに定める要件に該当する旨を証する国土交通大臣が

総務大臣と協議して定める書類

旦 マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する管理計画認定マンショ

ン マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則第一条の六又は第一条の十一に規

定する通知書の写し及び政令附則第十二条第四十八項第二号口に定める要件に該当する旨を証

する国土交通大臣が総務大臣と協議して定める書類

五前各号に掲げるもののほか、市町村長が必要と認める書類

上工 法附則第十五条の十第一項に規定する政府の補助で総務省令で定めるものは、建築物耐震対策

緊急促進事業のうち耐震改修を行う事業に係る補助とする。

1 8 略

1 9 略

0茅ヶ崎市市税条例（茅ヶ崎市市税条例の一部を改正する条例（令和 6年茅ヶ崎市条例

第 20号）の規定による改正前のもの）

（所得割の税率）

第 25条の 4 所得割の額は、課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に

、 10 0分の 6を乗じて得た金額とする。

旦 前項の「課税総所得金額」、 「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは、それぞれ前

条の規定による控除後の前年の総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額をいう。

（寄附金税額控除）

第 25条の 8 所得割の納税義務者が、前年中に法第 31 4条の 7第 1項第 1号若しくは第 2号に掲

げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭を支出した場合には、同項に規定するところにより

控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同条第 2項に規定する特例控除対象寄附金を支出した場

合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」

という。）をその者の第 25条の 4及び法第 31 4条の 6の規定を適用した場合の所得割の額から

控除するものとする。この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除

額は、当該所得割の額に相当する金額とする。

旦L所得税法第 78条第 2項第 2号及び第 3号に掲げる寄附金のうち、一神奈川県内に事務所又は事

業所を有する法人又は団体に対する寄附金

辺所得税法第 78条第 3項に規定する特定公益信託（神奈川県知事又は神奈川県教育委員会が主

務官庁の権限に属する事務を行う公益信託であるものに限る。）の信託財産とするために支出し

た金銭で同項の規定により特定寄附金とみなされるもの

早租税特別措置法（昭和 32年法律第 26号）第 41条の 18の2第 1項に規定する認定特定非

営利活動法人等（事務所を神奈川県内に有するものに限る。）に対する寄附に係る支出金で同項

の規定により特定寄附金とみなされるもの（その寄附に係る支出をした者に特別の利益が及ぶと

認められるもの、出資に関する業務に充てられることが明らかなもの及び次号に掲げる寄附金に

該当するものを除く。）

旱別表に掲げる特定非営利活動促進法（平成 10年法律第 7号）第 2条第 2項に規定する特定非

営利活動法人に対する当該特定非営利活動法人の行う同条第 1項に規定する特定非営利活動に係

る事業に関連する寄附金であって同表の右欄に定める期間内に支出されたもの（その寄附をした

者に特別の利益が及ぶと認められるものを除く。）

2 前項の特例控除額は、法第 31 4条の 7第 11項（法附則第 5条の 6第 2項の規定により読み替

えて適用される場合を含む。 2ーに定めるとこうによ＿り計算＿し芦金額とする。
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（個人の市民税の納期）

第 28条 普通徴収の方法によって徴収する個人の市民税の納期は、次のとおりとする。

璽 6月 1日から同月末日まで

鐙 8月 1日から同月末日まで

第3期 1 0月 1日から同月末日まで

鐙翌年1月 1日から同月末日まで

旦 市長は、特別の事情がある場合において、前項の納期により難いと認められるときは、同項の規

定にかかわらず、別に納期を定めることができる。

旦 前2項の規定による各納期の納付額は、年額を当該納期の数で除して得た額とする。ただし、そ

の除して得た額に端数がある場合は、その端数は最初の納期分でこれを徴収する。

（給与所得に係る特別徴収税額の普通徴収税額への繰入れ）

第 28条の 6 個人の市民税の納税者が給与の支払を受けなくなったこと等により給与所得に係る特

別徴収税額を特別徴収の方法により徴収されないこととなった場合には、特別徴収の方法により徴

収されないこととなった金額に相当する税額は、特別徴収の方法により徴収されないこととなった

日以後に到来する第 28条第 1項の納期がある場合にはそれぞれの納期において、その日以後に到

来する同条の納期がない場合には直ちに、普通徴収の方法により徴収するものとする。

2 法第 32 1条の 6第 1項の通知により変更された給与所得に係る特別徴収税額に係る個人の市民

税の納税者について、既に特別徴収義務者から市に納入された給与所得に係る特別徴収税額が当該

納税者から徴収すべき給与所得に係る特別徴収税額を超える場合（徴収すべき給与所得に係る特別

徴収税額がない場合を含む。）において当該納税者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又

は誤納に係る税額は、法第 17条の 2の2第 1項第 2号に規定する市町村徴収関係過誤納金とみな

して、同条第 3項、第 6項及び第 7項の規定を適用することができるものとし、当該市町村徴収関

係過誤納金により当該納税者の未納に係る徴収金を納付し、又は納入することを委託したものとみ

なす。

（公的年金等に係る所得に係る個人の市民税の特別徴収）

第 28条の 7 個人の市民税の納税義務者が当該年度の初日の属する年の前年中において公的年金等

の支払を受けた者であり、かつ、同日において老齢等年金給付（法第 32 1条の 7の2第 1項の老

齢等年金給付をいう。以下同じ。）の支払を受けている年齢65歳以上の者（特別徴収の方法によ

り徴収することが著しく困難であると認められる者として次に掲げる者を除く。以下「特別徴収対

象年金所得者」という。）である場合においては、当該納税義務者の前年中の公的年金等に係る所

得に係る所得割額及び均等割額（これと併せて賦課徴収を行う森林環境税額を含む。以下この条及

び第 28条の 10において同じ。）の合算額（当該納税義務者に係る均等割額を第 28条の 2第 1

項の規定により特別徴収の方法により徴収する場合には、公的年金等に係る所得に係る所得割額。

以下この条及び第 28条の 10において同じ。）の 2分の 1に相当する額（以下「年金所得に係る

特別徴収税額」という。）を当該年度の初日の属する年の 10月 1日から翌年の 3月31日までの

間に支払われる老齢等年金給付から当該老齢等年金給付の支払の際に特別徴収の方法により徴収す

る

.゚ill当該年度分の老齢等年金給付の年額が 180, 0 00円未満である者その他の市の行う介護保

険の介護保険法（平成 9年法律第 12 3号）第 13 5条第5項に規定する特別徴収対象被保険者

でない者

盈特別徴収の方法により徴収することとした場合には当該年度において当該老齢等年金給付の支

払を受けないこととなると認められる者

旦 前項の特別徴収対象年金所得者に対して課する個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者

の前年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額から年金所得に係る特別徴

収税額を控除した額を第 28条第 1項の納期のうち当該年度の初日からその日の属する年の 9月 3

0日までの間に到来するものにおいて普通徴収の方法により徴収する。

（特別徴収義務者）

第28条の 8 前条第 1項の規定による特別徴収に係る年金所得に係る特別徴収税額の特別徴収義務
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者は、当該年度の初日において特別徴収対象年金所得者に対して特別徴収対象年金給付（法第 32 

1条の 7の4第 2項の特別徴収対象年金給付をいう。以下同じ。）の支払をする者（次条第 1項に

おいて「年金保険者」という。）とする。

（年金所得に係る仮特別徴収税額等）

第 28条の 10 当該年度の初日の属する年の前年の 10月 1日からその翌年の 3月 31日までの間

における特別徴収対象年金給付の支払の際、前条第 2項の支払回数割特別徴収税額を徴収されてい

た特別徴収対象年金所得者について、老齢等年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の 9

月 30日までの間において支払われる場合には、当該特別ノ収対象年金所得者の前年中の公的年金

等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額として年金所得に係る仮特別徴収税額（当該特

別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市民税のうち当該特別徴収対象年金所得者

の前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額及び均等割額の合算額（当該特別徴収対象年金

所得者に係る均等割額を第 28条の 2第 1項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合に

は、前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額）の 2分の 1に相当する額をいう。次条第 2

項において同じ。）を、当該年度の初日からその日の属する年の 9月 30日までの間において特別

徴収対象年金給付の支払をする際、特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日からその日の属する年の 9月 30日までの間において前項の規定による特別徴収

が行われた特別徴収対象年金所得者については、第 28条の 7第 1項の規定の適用がある場合にお

ける同項並びに第 28条の 8及び前条の規定の適用にあっては、第 28条の 7第 1項中「の 2分の

1に相当する額」とあるのは、 「から第 28条の 10第 1項に規定する年金所得に係る仮特別徴収

税額を控除した額」とし、同条第 2項の規定は、適用しない。

3 第 28条の 8及び前条の規定は、第 1項の規定による特別徴収について準用する。この場合にお

いて、これらの規定中「年金所得に係る特別徴収税額」とあるのは「年金所得に係る仮特別徴収税

額」と、第 28条の 8中「前条第 1項」とあるのは「第 28条の 10第 1項」と、 「の特別徴収義

務者」とあるのは「（同項に規定する年金所得に係る仮特別徴収税額をいう。以下同じ。）の特別

徴収義務者」と、前条第 1項及び第 2項中「支払回数割特別徴収税額」とあるのは「支払回数割仮

特別徴収税額」と、同項中「の属する年の 10月 1日から翌年の 3月 31日」とあるのは「からそ

の日の属する年の 9月 30日」と読み替えるものとする。

（固定資産税の免税点）

第 37条 同一の者について市の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対し

て課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては 300, 000円、家屋にあっては

200, 000円、償却資産にあっては 1, 500, 000円に満たない場合においては固定資産

税を課さない。

（特別土地保有税の税額）

第 84条の 7 特別士地保有税の税額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする

2— 
fil法第 599条第 1項第 1号の特別土地保有税 同条第 2項第 1号の課税標準額に第 84条の 5

の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同号の土地に対して課すべき当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に 10 0分の 1. 4を乗じて得た額の合計額を控除した額

(2) 法第 59 9条第 1項第 2号又は第 3号の特別土地保有税 それぞれ、同条第 2項第 2号又は第

3号の課税標準額に第 84条の 5の税率を乗じて得た額から、当該額を限度として、同項第 2号

又は第 3号の土地の取得に対して県が課すべき不動産取得税の課税標準となるべき価格（法第 5

9 9条第 1項第 2号又は第 3号に掲げる日までに当該不動産取得税の額が確定していない場合に

は、政令第 54条の 38に規定する価格）に 10 0分の 4を乗じて得た額の合計額を控除した額

（遊休士地に対して課する特別土地保有税の税額）

第 84条の 13 遊休土地に対して課する特別土地保有税の税額は、法第 62 5条第 2項の課税標準

額に前条の税率を乗じて得た額から、同項の遊休土地である土地に対して課すべき当該年度分の固

定資産税の課税標準となるべき価格に 10 0分の 1. 4を乗じて得た額の合計額（当該遊休土地で

ある土地のうちに土地に対して課する特別土地保有税が課される土地がある場合にあってはュ当該
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合計額に当該士地に対して課すべき当該年度分の第 84条の 7第 1号に規定する法第 59 9条第 1

項第 1号の特別上地保有税の税額の合計額を加えた額）を控除した額とする。

附則

（個人の市民税の所得割の非課税の範囲等）

第 2条 当分の間、市民税の所得割を課すべき者のうち、その者の前年の所得について第 25条の規

定により算定した総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額が、 350, 000円にそ

の者の同一生計配偶者及び扶養親族（年齢 16歳未満の者及び控除対象扶養親族に限る。以下この

項において同じ。）の数に 1を加えた数を乗じて得た金額に 100, 000円を加算した金額（そ

の者が同一生計配偶者及び扶養親族を有する場合には、当該金額に 320, 000円を加算した金

額）以下である者に対しては、第 16条第 1項の規定にかかわらず、市民税の所得割（分離課税に

係る所得割を除く。）を課さない。

旦 当分の間、法附則第 3条の 3第 5項に規定するところにより控除すべき額を、第25条の 4及び

法第 31 4条の 6の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

（土地に対して課する令和 3年度から令和 5年度までの各年度分の固定資産税の特例に関する用語

の意義）

第 5条 次条から第 15条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に掲げる規定に

定めるところによる。

(1)農地法附則第 17条第 1号

皇 宅地等法附則第 17条第 2号

(3) 住宅用地 法附則第 17条第 3号

(4) 商業地等 法附則第 17条第 4号

(5) 負担水準 法附則第 17条第 8号イ及びロ

(6) 前年度分の固定資産税の課税標準額 法附則第 18条第 6項（附則第 9条の場合には法附則第

1 9条第 2項において準用する法附則第 18条第 6項、附則第 11条の場合には法附則第 19条

の4第 3項において準用する法附則第 18条第 6項）

(7) 市街化区域農地 法附則第 19条の 2第 1項

(8) 平成 5年度適用市街化区域農地 法附則第 19条の 3第 5項
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247 令和 6年 3月 30日 土曜日 官 報 （号外特第 28号）

第
四
条
第
七
項
中
「
に
よ
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
以
下
本
項
」
を
「
以
下
こ
の
項
」
に
、
「
第
五
項
か
ら
本
項

ま
で
」
を
「
第
六
項
か
ら
こ
の
項
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
八
項
と
し
、
同
条
第
六
項
中
「
に
よ
っ
て
」
を

「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
七
項
と
し
、
同
条
第
五
項
中
「
に
よ
っ
て
」
を
一
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
六
項
と
し
、
同
条
第
四
項
中
「
に
よ
っ
て
補
正
さ
れ
た
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
延

ベ
重
量
及
び
旅
客
数
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
っ
て
補
正
さ
れ

た
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
さ
れ
た
延
べ
重
量
及
び
前
項
の
規
定
に
よ
り
補
正
さ
れ
た

旅
客
数
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

3

旅
客
数
は
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
人
数
の
区
分
に
よ
り
当
該
旅
客
数
を
区
分
し
、
当
該
区
分
に
応
ず
る
同
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
順
次
乗
じ
て
得
た
数
の
合
計
数
を
当
該
旅
客
数
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て
補
正
す
る
も

の
と
す
る
。

四
万
ト
ン
以
下
の
重
量

四
万
ト
ン
を
超
え
二
十
万
ト
ン
以
下
の
重
量

二
十
万
ト
ン
を
超
え
百
万
ト
ン
以
下
の
重
量

百
万
ト
ン
を
超
え
五
百
万
ト
ン
以
下
の
重
量

五
百
万
ト
ン
を
超
え
二
千
五
百
万
ト
ン
以
下
の
重
量

二
千
五
百
万
ト
ン
を
超
え
る
重
量

重

量

拡

一0 0 -
. 0. ー 。 一

ニ・七・ニ・
五五五〇五五

4

空
港
を
設
置
し
て
い
る
市
町
村
に
係
る
前
項
の
規
定
に
よ
り
按
分
し
た
数
が
当
該
空
港
に
お
い
て
国
内
航
空
に

従
事
す
る
航
空
機
に
係
る
旅
客
数
の
二
分
の
一
の
数
に
満
た
な
い
と
き
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該

旅
客
数
の
二
分
の
一
の
数
を
当
該
空
港
を
設
置
し
て
い
る
市
町
村
に
係
る
按
分
旅
客
数
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お

い
て
、
空
港
を
設
懺
し
て
い
る
市
町
村
以
外
の
市
町
村
に
つ
い
て
は
、
他
の
二
分
の
一
の
数
に
つ
い
て
同
項
の
規

定
の
例
に
よ
り
按
分
し
た
数
を
当
該
市
町
村
に
係
る
按
分
旅
客
数
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
航
空
機
（
」
の
下
に
「
各
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
が
使
用
す
る
航
空
機
及
び
軍
用
機

を
除
き
、
」
を
加
え
、
「
に
よ
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

第
一
―
一
条
の
見
出
し
を
「
（
空
港
関
係
市
町
村
に
係
る
延
べ
重
量
及
び
旅
客
数
並
び
に
世
帯
数
の
算
定
）
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

法
第
二
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
延
べ
重
量
は
、
前
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
一
＿
一
月
か
ら
翌
年
の
二
月
ま

で
の
間
に
着
陸
し
た
航
空
機
に
係
る
延
べ
重
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
九
月
の
譲
与
時
期
前
十
八
月
以
内
若
し
く
は

三
月
の
譲
与
時
期
前
―
―
十
四
月
以
内
に
供
用
開
始
さ
れ
た
空
港
又
は
各
譲
与
時
期
前
六
月
以
内
に
供
用
廃
止
さ
れ

た
空
港
に
係
る
延
べ
重
量
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
重
量
と
す
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
以
前
六
月
以
内
」
を
「
前
六
月
以
内
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
一
＿
一
項
と
し
、
同
条
第
一
項

の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

2

法
第
二
条
第
三
項
本
文
に
規
定
す
る
旅
客
数
は
、
前
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
―
―
―
月
か
ら
翌
年
の
二
月
ま
で

の
間
に
離
着
陸
し
た
航
空
機
に
係
る
旅
客
数
と
す
る
。
た
だ
し
、
九
月
の
譲
与
時
期
前
十
八
月
以
内
若
し
く
は
三

月
の
譲
与
時
期
前
―
―
十
四
月
以
内
に
供
用
開
始
さ
れ
た
空
港
又
は
各
譲
与
時
期
前
六
月
以
内
に
供
用
廃
止
さ
れ
た

空
港
に
係
る
旅
客
数
に
つ
い
て
は
、
総
務
大
臣
が
定
め
る
数
と
す
る
。

第
四
条
の
見
出
し
を
「
（
空
港
関
係
市
町
村
に
係
る
延
べ
菫
量
及
び
旅
客
数
並
び
に
世
帯
数
の
補
正
）
」
に
改
め
、
同

条
第
一
項
及
び
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

前
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
延
べ
重
抵
及
び
旅
客
数
並
び
に
世
帯
数
は
、
次
項
か
ら
第
八
項
ま
で
に
規
定
す

る
方
法
に
よ
り
補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

2

延
べ
重
量
は
、
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
重
量
の
区
分
に
よ
り
当
該
延
べ
重
量
を
区
分
し
、
当
該
区
分
に
応
ず
る

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
率
を
順
次
乗
じ
て
得
た
重
量
の
合
計
重
量
を
当
該
延
べ
重
量
で
除
し
て
得
た
率
を
乗
じ
て

補
正
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
条
の
二
の
見
出
し
中
「
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
延
べ
重
量
及
び
旅
客
数
」
に
改
め
、
同
条
中
「
第
二
条
第

一
項
第
一
号
の
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
延
べ
重
量
及
び
同
号
口
の
旅
客
数
」
に
改
め

る。
第
五
条
中
「
着
陸
料
の
収
入
額
及
び
」
を
「
延
べ
重
量
及
び
旅
客
数
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
一
項
中
「
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
延
べ
重
量
若
し
く
は
旅
客
数
」
に
、
「
本
項
」
を
「
こ
の
項
」
に
、
「
に

よ
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
、
同
項
の
算
式
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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第
六
条
第
一
項
の
算
式
の
符
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

尊
沿
S
苓
準

A

濫
競
竺
西

u
f
o芭
畠
笠
喋
酒
｛
那
丑
豆
竺
昌
忘
中
閲
苫
汗
宝
翌
避
遵
李
蓋
中
翌

S
膠
蓋

B

濫
照
決
＄

U
沖
湮
一
旦
翠
呻

S
岸
笛
斤

f
%
U
汗
改
岱
藩
涯
索
丑
耳
主
．
互
那
が
鹿
）
鴫
声

sop写
鴨
脚

C

販
澪
冷
瀦
翠
｛
那

T
芭
共
吋
L
却
が
翌
照
肉
寮
臣
L
f
0
誤
え
闘
蜘
ー
玉
惹
崎
藩
諸
｛
那

tEBIN百
｛
那
が
賑
中
S
祟

禅
斤

f
%
U
沖
浬
え
鴻
戸

D

睾
競
弦
等

U
汗
湮
丙
賑
中
S
学
倍
斤

f
5
U
f
n
求
蓋
蒋
涯
｛
那
丑
豆
i
f
E
｛
那
が
栞
塙
縣
S
哨
竿
舜

E

幽
蹂
岱
藩
湮
蔀
丑
ヨ
Z
｛
百
索
が
謡
競
翌
嗽
臣
L
沖
苓
蕊
藤
I
賑
澪
唸
藩
湮
｛
那
丑
弓
芸
．
丙
｛
栄
が
賦
5
,
S
桝
禅

斤

f
%
U
汗
葉
特
蒋

F

誼
競
法
母
u
f
n湮
-n
賑
律
S
栴
禅
斤

fら
U
f
n
学
崎
面
琴
｛
那
丑
n
I
芸
百
蔀
か
芦
幸
＂
葵

S
醇
＝
f唸

G

賑
粟
硲
藩
涅
｛
那
丑
耳
芸
-of源
が
濫
競
洛
寮
臣
L
f
n
芦
嘩
筵
ー
玉
累
崎
藩
涯
索
ヨ
弓
芸
丙
｛
郎
が
賂
律
S
胆
蚤

斤

f
%
U
沖
碑
嘩
婆

第
六
条
第
二
項
中
「
に
よ
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
、
「
着
陸
料
の
収
入
額
及
び
」
を
「
延
べ
重
量
及
び
旅
客
数
並

び
に
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
延
べ
重
量
若
し
く
は
旅
客
数
」
に
改
め
、
「
、
玉
ぷ
堪
壁

と
あ
る
の
は
「
中
降
藩
酒
｛
那
誤
巌
洒
津
」
と
」
を
削
る
。

附
則
第
二
項
中
「
第
三
条
第
二
項
本
文
」
を
「
第
三
条
第
三
項
本
文
」
に
、
「
第
四
条
第
五
項
及
び
第
六
項
」
を
「
第

四
条
第
六
項
及
び
第
七
項
」
に
、
「
に
よ
っ
て
」
を
「
に
よ
り
」
に
改
め
る
。̀

9

9

t

ぇ
3
え
さ
を
多
9
¢
^
2
'
:

；

:

…

…

…

：

…

：

：

ふ

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
省
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
[

に

定

め

る

日

か

ら

施

行

す

る

。

＜

る
t
t
2
~

…
…
り
~
：
＇
ー
，
~
~
：
~
ヽ

一
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
二
十
条
第
五
項
及
び
第
二
十

―
一
条
の
二
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
第
十
七
号
様
式
別
表
記
載
要
領
の
改
正
規
定
令
和
七
年
一
月
一
日

二
第
一
条
中
地
方
税
法
施
行
規
則
第
一
―
一
条
の
十
五
及
び
第
四
条
の
改
正
規
定
並
び
に
同
令
附
則
第
二
条
の
六
の
二

の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
二
条
の
八
及
び
第
一
一
条
の
九
の
改
正
規
定
、
同
令
附
則
第
一
一
条

の
十
の
改
正
規
定
（
「
附
則
第
九
条
第
二
十
二
項
」
を
「
附
則
第
九
条
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
、

十
二
万
人
以
下
の
人
数

+
―
―
万
人
を
超
え
六
十
万
人
以
下
の
人
数

六
十
万
人
を
超
え
三
百
万
人
以
下
の
人
数

三
百
万
人
を
超
え
千
五
百
万
人
以
下
の
人
数

千
五
百
万
人
を
超
え
七
千
五
百
万
人
以
下
の
人
数

七
千
五
百
万
人
を
超
え
る
人
数

人

数

率

-
•
五

一
・
ニ
五

-．

o
 

0
．
七
五

0
•

五

0
・
ニ
五
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小
麦
若
し
く
は
大
豆
又
は
こ
れ
ら
を
使
用
し
て
生
産
さ

れ
た
農
産
加
工
品
（
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
等
臨

時
措
置
法
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
代
替
原
材
料
を

含
む
。
）
を
原
材
料
と
し
て
使
用
し
て
生
産
さ
れ
る
農
産

加
工
品
の
生
産
の
用
に
供
す
る
設
備
を
有
す
る
施
設

項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
四
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
七
項
と

し
、
同
条
第
四
十
三
項
中
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
三
項
」
を
「
附
則
第
十
一
条
第
二
十
四
項
」
に
改
め
、
同
項
を

同
条
第
四
十
六
項
と
し
、
同
条
第
四
十
二
項
の
次
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

43

法
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
二
号
に
規
定
す
る
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
と

す
る
。

一
エ
タ
ノ
ー
ル
製
造
設
備
（
エ
タ
ノ
ー
ル
を
製
造
す
る
も
の
で
、
発
酵
装
置
並
び
に
蒸
留
装
置
及
び
脱
水
装
置

（
蒸
留
及
び
脱
水
を
行
い
高
純
度
化
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
膜
処
理
装
置
（
膜
処
理
に
よ

り
高
純
度
化
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
に
限
る
も
の

と
し
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
原
料
受
入
装
置
、
原
料
貯
蔵
装
置
、
原
料
供
給
装
置
、
粉
砕
器
、

圧
搾
装
置
、
煮
熟
機
、
濃
縮
装
置
、
分
離
装
置
、
混
合
装
置
、
制
御
装
置
、
精
製
装
置
、
熱
交
換
器
、
冷
却
装

置
、
貯
蔵
装
置
、
ボ
イ
ラ
ー
、
脱
臭
装
置
、
搬
送
装
置
、
排
水
処
理
装
置
、
貯
留
装
置
、
残
さ
処
理
装
置
、
出

荷
装
置
、
ポ
ン
プ
又
は
配
管
を
含
む
。
）

二
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
製
造
設
備
（
脂
肪
酸
メ
チ
ル
エ
ス
テ
ル
を
製
造
す
る
も
の
で
、
分
離
装
置
、
反
応

槽
及
び
精
製
装
置
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
に
限
る
も
の
と
し
、
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置
す

る
専
用
の
原
料
受
入
装
置
、
原
料
貯
蔵
装
置
、
原
料
供
給
装
置
、
前
処
理
装
置
、
脱
臭
装
置
、
自
動
調
整
装
置
、

搬
送
装
置
、
排
水
処
理
装
置
、
貯
留
装
置
、
残
さ
処
理
装
置
、
出
荷
装
置
、
ポ
ン
プ
又
は
配
管
を
含
む
。
）
の
う

ち
中
小
事
業
者
等
が
新
設
し
た
も
の

44

法
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
水
素
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
成
分
は
、
水
素
、
一
酸

化
炭
素
及
び
メ
タ
ン
と
す
る
。

45

法
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
第
三
号
に
規
定
す
る
ガ
ス
を
製
造
す
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

は
、
次
に
掲
げ
る
設
備
と
す
る
。

一
利
用
促
進
法
施
行
令
第
二
条
第
五
号
に
掲
げ
る
水
素
、
一
酸
化
炭
素
及
び
メ
タ
ン
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス
を

製
造
す
る
設
備
で
、
ガ
ス
化
炉
、
精
製
装
置
及
び
貯
蔵
装
置
を
同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
（
こ

れ
ら
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
原
料
受
入
・
供
給
装
置
、
前
処
理
装
置
、
脱
臭
装
置
、
自
動
調
整
装
置
、
搬

送
装
置
、
貯
留
装
置
、
残
さ
処
理
装
置
、
余
剰
ガ
ス
燃
焼
装
置
、
出
荷
装
置
、
ポ
ン
プ
又
は
配
管
を
含
む
。
）

二
利
用
促
進
法
施
行
令
第
二
条
第
六
号
に
掲
げ
る
メ
タ
ン
を
製
造
す
る
設
備
で
、
発
酵
装
置
及
び
精
製
装
置
を

同
時
に
設
置
す
る
場
合
の
こ
れ
ら
の
も
の
（
こ
れ
ら
と
同
時
に
設
置
す
る
専
用
の
原
料
受
入
装
置
、
原
料
貯
蔵

装
置
、
原
料
供
給
装
置
、
前
処
理
装
置
、
脱
臭
装
置
、
自
動
調
整
装
置
、
搬
送
装
置
、
排
水
処
理
装
置
、
貯
留

装
置
、
残
さ
処
理
装
置
、
余
剰
ガ
ス
燃
焼
装
置
、
出
荷
装
置
、
ポ
ン
プ
又
は
配
管
を
含
む
。
）

、

貝

中

九

を

一

と

し

―

―

か

ら

’

ま

て

を

つ

り

し

同

十
二
項
中
「
第
八
項
」
を
「
第
九
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
中
第
十
一
項
を
第
十
二
項
と

し
、
第
十
項
を
第
十
一
項
と
し
、
第
九
項
を
第
十
項
と
し
、
同
条
第
八
項
中
「
第
十
一
項
」
を
「
第
十
二
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
九
項
と
し
、
同
条
中
第
七
項
を
第
八
項
と
し
、
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
を
一
項
ず
つ
繰
り
下

げ
、
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

4

法
附
則
第
十
五
条
の
七
第
四
項
に
規
定
す
る
通
知
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る

も
の
は
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
第
九
条
に
規
定
す
る
通
知
書
の
写
し
と
す
る
。

る

、

貝

’

の

一

―

中

i

を

削

り

同

―

―

附
則
第
十
二
条
の
三
第
三
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
次
の
表
の
上
欄
」
を
「
法
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
に
規
定

す
る
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
等
臨
時
措
置
法
（
平
成
元
年
法
律
第
六
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
経

営
改
善
措
置
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
第
一
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
」
に
、
「
と
す
る
」

を
「
と
し
、
法
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
に
規
定
す
る
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
等
臨
時
措
置
法
第
五
条
第
一
項

に
規
定
す
る
調
達
安
定
化
措
置
に
係
る
事
業
の
用
に
供
す
る
施
設
に
つ
い
て
は
、
同
表
第
十
五
号
に
掲
げ
る
業
種
の

区
分
に
応
じ
、
同
号
下
欄
に
掲
げ
る
施
設
と
す
る
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
十
一
号
中
「
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
製
造
業
」

を
「
キ
ャ
ン
デ
ー
製
造
業
」
に
、
「
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
又
は
」
を
「
キ
ャ
ン
デ
ー
又
は
」
に
改
め
、
同
表
に
次
の
よ
う
に

加
え
る
。

十
五
小
麦
若
し
く
は
大
豆
又
は
こ
れ
ら
を
使
用

し
て
生
産
さ
れ
た
農
産
加
工
品
を
原
材
料
と
し

て
使
用
す
る
食
品
製
造
業

附
則
第
十
二
条
の
三
第
四
項
中
「
子
ど
も
・
子
育
て
支
援
法
」
の
下
に
「
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
六
十
五
号
）
」
を

加
え
る
。

附
則
第
十
五
条
第
二
項
及
び
第
十
六
条
第
二
項
中
「
第
十
一
条
の
三
第
七
項
各
号
」
を
「
第
十
一
条
の
三
第
十
項

各
号
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
条
第
五
項
中
「
特
定
株
式
の
譲
渡
に
よ
る
」
を
「
特
定
株
式
の
譲
渡
（
同
条
第
六
項
第
一
号
又
は
第

二
十
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
譲
渡
を
い
う
。
）
に
よ
る
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
二
条
の
二
第
二
項
中
「
第
十
四
条
の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項

第
二
号
中
「
第
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第
四
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
第
十
四
条

の
二
第
一
項
」
を
「
第
十
四
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
第
二
号
中
「
第
四
条
の
二
第
二
項
第
二
号
」
を
「
第

四
条
第
二
項
第
二
号
」
に
改
め
る
。

第
一
号
の
三
様
式
備
考
2
中
「
一
り
芍
ぐ
ビ

t-i」
を
「

-ai」
に
改
め
、
「
T
$
が
い
代
」
の
次
に
「
、
蒋
翠
翌
瀕
5

冷
S
8
S

沸
滞
Y
"肝
が
醗
A
S
巌
苺
津
邪
諜
淀
U
毎
豆
~
茸
邪
渫S
盆
”
浬
避
蓋
溶
翠
渋
ゴ
f
ざ
m
、
沖
錨
曲t
-
3舛
、
国
激
る
）

造
滞
丙
片
ミ
溶
蒋
L
沖
蓋
沖

g溶
蒋
L
叫

m汁
h
；
え
嶺
」
を
加

xる。

第
十
七
号
様
式
別
表
記
載
要
領
1
0回
中
「
瀕
4
l
~
f
f
i
l
4
:
1
J
l

」
を
「
渡
4
l
~
f
f
i
l
6
:
1
J
l

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
1
0

四
中
「
演
1
3
益
雌

L̂-は
瀕
16:JJl
」
を
「
瀕
1
5
涵
渫

L̂-吐芭
8
益
」
に
、
「
国
冷
瀕
13:JJl
」
を
「
国
冷
瀕
15JJ{
」に、

祠
冷
瀕

1
6
J
J
{

」
を
「
可

l冷
濾
1
8
J
J
{

」
に
改
め
、
同
表
記
載
要
領
1
4中
「
瀕
4
1
~
0
)3 0) 4
 ffi 
1
 J
J
f
」
を
「
瀕
4
1
~

s
3
S
1
2
f
f
i
 1
 J
J
f
」
に
、
「
迪4
1
~
0
)3 0) 3
 ffi 
1
 J
J
f
」
を
「
濾
4
1
~
0
)3
 O)llffi 1
 JJ{j

に
改
め
る
。

第
二
十
五
号
様
式
記
載
要
領
8
中

O

O
を

o
o」に、

[
5
□□[し
]
」
を
[
[
:
]
[

:
に
改
め
る
。

第
三
十
二
号
様
式
記
載
要
領
4
田
中
「
塙
玉
序
泄
、
沖
回
序
泄
、
哨
茜
喩
、
宝
玉
序
母
、
汁

T
)↑
、
国
吝
栞
悪
‘

蚕
部
栞
薔
、
雫
臨
栞
蒻
塗
喝
懺
漆
碑
璽
T
、

且

寧

廼
l

錮

溢

睾

H
細
鴻
蚕
、
翌
喜
‘
蚕
翌
翌
塁
‘

仕
蒻
」
を
「

111溢
涛
洪
宅
母
演
吟
涛
洪
序
母
懺
漆
混
涼
華
、
滞
蔀
汁
中
）
K

栞

菰

蚕

麺

H
緬
濁
蚕
」

に
改
め
、
同
記
載
要
領
4

②
中
「
懺
漆
浬
、
況
蓋
、
国
途
涼
，
序
泄
、7
)
4ー
ア
渚
蔀
、
汁

7
)
←
，
登
緬
•
海
瀕

緬
玉
盤
S
汁
ー
）
品
涵
蕊

H
麺

論

蓑

丑

拡

」

を

「

111濫
涛
迎
弔
歯
＇
濃
叫
崇
洪
序
栂
嶋
漆
混
況
蓋
、
海

累
汁
中
）
↑
、

H
麺
鴻
薔
」
に
改
め
る
。

（
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
自
治
省
令
第
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。第

一
条
の
見
出
し
を
「
（
法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
延
べ
重
量
及
び
同
号
口
の
旅
客
数
の
按
分
の
方
法
）
」
に
改

め
、
同
条
第
一
項
中
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
」
を
「
第
二
条
第
一
項
第
一
号
イ
」
に
、
「
し
た
額
」
を
「
し
た
重
量
」

に
、
「
着
陸
料
収
入
按
分
額
」
を
「
按
分
延
べ
重
量
」
に
、
「
収
納
さ
れ
る
べ
き
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
国
内
航
空
に

従
事
す
る
航
空
機
（
各
国
の
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
が
使
用
す
る
航
空
機
及
び
軍
用
機
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
係
る
延
べ
重
量
」
に
、
「
着
陸
料
の
収
入
額
を
」
を
「
延
べ
重
量
を
」
に
、
「
の
額
」
を
「
の
重
量
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
し
た
額
」
を
「
し
た
重
量
」
に
、
「
収
納
さ
れ
る
べ
き
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
国
内
航

空
に
従
事
す
る
航
空
機
に
係
る
延
べ
重
量
」
に
、
「
の
額
」
を
「
の
重
量
」
に
、
「
、
前
項
」
を
「
、
同
項
」
に
、
「
当
該

収
入
額
」
を
「
当
該
延
べ
重
量
」
に
、
「
着
陸
料
収
入
按
分
額
」
を
「
按
分
延
べ
重
量
」
に
、
「
に
つ
い
て
前
項
」
を
「
に

つ
い
て
同
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
」
の
下
に
「
及
び
第
三
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と

し
、
同
条
第
二
項
の
次
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

3

法
第
二
条
第
一
項
第
一
号
口
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
按
分
し
た
数
（
次
項
に
お
い
て

「
按
分
旅
客
数
」
と
い
う
。
）
は
、
当
該
空
港
に
お
い
て
国
内
航
空
に
従
事
す
る
航
空
機
に
係
る
旅
客
数
（
第
三
条

第
二
項
に
規
定
す
る
旅
客
数
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
三
分
の
二
の
数
を
当
該
市
町
村
の
空
港
の
面
積

で
、
他
の
三
分
の
一
の
数
を
当
該
市
町
村
の
空
港
の
滑
走
路
、
誘
導
路
及
び
エ
プ
ロ
ン
の
面
積
で
按
分
し
た
数
と

す
る
。
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4

第
一
項
の
場
合
に
は
、
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
新
法
附
則
第

十
八
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
小
規
模
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
小
規
模
住
宅
用
地
で

あ
る
部
分
」
と
い
う
。
）
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
一
般

住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
非
住
宅
用
宅
地
等
で
あ
る
部
分
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
非
住
宅
用
宅
地
等
で
あ
る
部
分
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
二
以
上
を
併
せ
有
す
る
宅
地
等
に
係
る

当
該
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
係
る
新
法
附
則
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
（
新
法
附
則
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
小
規
模
住
宅
用
地
で
あ
る

部
分
、
一
般
住
宅
用
地
で
あ
る
部
分
又
は
非
住
宅
用
宅
地
等
で
あ
る
部
分
を
そ
れ
ぞ
れ
一
の
宅
地
等
と
み
な
す
。

5

前
三
項
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
第
二
項
中
「
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十

五
条
第
六
項
又
は
第
二
十
七
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
」
と
、
「
第
十
八
条
（
新
法
附
則
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
十
五
条
又
は
第
二
十
七
条
の
四
の
二
」
と
、
第
三
項
中
「
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
二

号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
五
条
第
六
項
又
は
第
二
十
七
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ

た
新
法
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
二
号
」
と
、
「
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
三
号
」
と
あ
る
の
は
「
附
則
第
二
十
五
条

第
六
項
又
は
第
二
十
七
条
の
四
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
新
法
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
三

号
」
と
、
「
第
十
八
条
（
新
法
附
則
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
第

二
十
五
条
又
は
第
二
十
七
条
の
四
の
二
」
と
、
前
項
中
「
及
び
第
十
八
条
（
新
法
附
則
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
と
あ
る
の
は
「
、
第
二
十
五
条
及
び
第
二
十
七
条
の
四
の
二
」
と
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。

（
軽
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
二
条
新
法
第
四
百
六
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
四
百

五
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、

二
号
施
行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
軽
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
た
ば
こ
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
三
条
新
法
第
四
百
八
十
四
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
四
百
八
十

条
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に

当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
市
町
村
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
鉱
産
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
四
条
新
法
第
五
百
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
申
告
書
の
提
出
期
限
が

到
来
す
る
鉱
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
鉱
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お

従
前
の
例
に
よ
る
。

（
特
別
土
地
保
有
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
五
条
新
法
第
六
百
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
六
百
六
条
第
一

項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
当
該
提

出
期
限
が
到
来
し
た
特
別
土
地
保
有
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
市
町
村
法
定
外
普
通
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
六
条
新
法
第
六
百
八
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
六
百
八
十

六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
市
町
村
法
定
外
普
通
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号

施
行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
市
町
村
法
定
外
普
通
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
入
湯
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
七
条
新
法
第
七
百
一
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
納
入
申
告
書
の
提
出

期
限
が
到
来
す
る
入
湯
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
入
湯
税
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
八
条
新
法
第
七
百
一
条
の
六
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
七
百

一
条
の
五
十
八
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日

前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2

新
法
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
の
規
定
は
、
附
則
第
一
条
第
七
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
以
後
に
終
了
す
る

事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
及
び
令
和
六
年
以
後
の
年
分
の
個
人
の
事
業
（
同
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
個
人
の
事
業
を

除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
べ
き
事
業
所
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
事
業
並
び

に
令
和
六
年
前
の
年
分
の
個
人
の
事
業
及
び
令
和
六
年
分
の
個
人
の
事
業
で
同
日
前
に
廃
止
さ
れ
た
も
の
に
対
し
て

課
す
る
事
業
所
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
都
市
計
画
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
九
条
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
法
の
規
定
中
都
市
計
画
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
六
年
度
以

後
の
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

2

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規

定
す
る
施
設
又
は
設
備
に
対
し
て
課
す
る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項

に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
所
内
保
育
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て

課
す
る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

4

都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
整
備
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
滞
在
快
適
性
等
向
上
施

設
等
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て
課
す
る
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
水
利
地
益
税
等
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
条
新
法
第
七
百
三
条
の
四
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度

分
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

2

新
法
第
七
百
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来

す
る
水
利
地
益
税
等
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
水
利
地
益
税
等
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
法
定
外
目
的
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
十
一
条
新
法
第
七
百
三
十
三
条
の
十
九
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
七

百
三
十
三
条
の
十
六
第
一
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
法
定
外
目
的
税
に
つ
い
て
適
用

し
、
二
号
施
行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
法
定
外
目
的
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
二
条
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
法
附
則
第
十
四
項
の
規
定
は
、
令

和
七
年
度
以
後
の
年
度
分
の
国
有
資
産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
六
年
度
分
ま
で
の
国
有
資

産
等
所
在
市
町
村
交
付
金
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
十
三
条
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
（
次
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
新
航
空
機

燃
料
譲
与
税
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
令
和
六
年
度
以
後
の
年
度
分
の
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

令
和
五
年
度
分
ま
で
の
航
空
機
燃
料
譲
与
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2

令
和
六
年
度
に
お
け
る
新
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
第
二
条
及
び
第
二
条
の
二
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の

表
の
上
欄
に
掲
げ
る
新
航
空
機
燃
料
譲
与
税
法
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄

に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

第
二
条
第
一
項

若
し
く
は
旅
客
数

又
は
世
帯
数

若
し
く
は
着
陸
料
の
収
入
額
若
し
く
は
当
該

収
入
額
を
按
分
し
た
額
又
は
世
帯
数

、
旅
客
数
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（

道

府

県

た

ば

こ

税

に

関

す

る

経

過

措

置

）

（

固

定

資

産

税

に

関

す

る

経

過

措

置

）

第
十
二
条
新
法
第
七
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
七
十
四
第
二
十
条
別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
法
の
規
定
中
固
定
資
産
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
六
年
度
以
後

ー
の
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
令
和
五
年
度
分
ま
で
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例

g

条
の
二
十
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
道
府
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
一

に
よ
る

_
2

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
―
―
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
に
規
一

日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
道
府
県
た
ば
こ
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

定
す
る
施
設
又
は
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
一

（
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
関
す
る
経
過
措
囮
）

第
十
三
条
新
法
第
九
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
八
十
七
条
第
一
項
一

3

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
一
―
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
取
得
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
一
一
項
に
規

i

に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
当
該
提
出
定
す
る
施
設
又
は
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
[

-
4

令
和
一
一
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
設
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
十
八
項
に
一

期
限
が
到
来
し
た
ゴ
ル
フ
場
利
用
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

規
定
す
る
機
械
そ
の
他
の
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
懺
）

第
十
四
条
新
法
第
百
四
十
四
条
の
四
十
八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
百
四

5

令
和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
一
二
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
取
得
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
二

十
四
条
の
四
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
一
十
五
項
に
規
定
す
る
特
定
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

，
前
の
例
に
よ
る
。

6

平
成
―
―
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
―
―
-
+
―
日
ま
で
の
間
に
受
け
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
二
項

行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

に
規
定
す
る
政
府
の
補
助
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
特
定
事
業
所
内
保
育
施
設
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て

第
十
五
条
七
年
新
法
附
則
第
十
―
一
条
の
一
一
の
七
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
三
号
施
行
日
一

以
後
の
軽
油
の
引
取
り
に
対
し
て
課
す
べ
き
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
三
号
施
行
日
前
の
軽
油
の
引
取
り
に
一
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

対
し
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

7

都
市
再
生
特
別
措
霞
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六

i

年
―
―
一
月
―
―
-
+
―
日
ま
で
の
間
に
整
備
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
第
三
十
九
項
に
規
定
す
る
滞
在
快
適
性
等
向
上
施

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
六
条
新
法
第
百
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
百
六
十
一
条
第
一
設
等
の
用
に
供
す
る
固
定
資
産
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

一
項
に
規
定
す
る
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
一

8

令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
＝
―
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
築
さ
れ
た
旧
法
附
則
第
十
五
条
の
六
第
二
項

に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
に
規
定
す
る
住
尼
に
因
几
て
課
す
る
固
定
漬
障
国
に
ち
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

'
,
'
i
t
;
：
ー
！
¥

（
用
途
変
更
宅
地
等
及
び
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
に
対
し
て
課
す
る
固
定
資
産
税
等
の
特
例
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
十
一
条
市
町
村
は
、
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
及
び
都
市
計
画
税
に
つ

（
道
府
県
法
定
外
普
通
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

い
て
、
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
新
法
附
則
第
十
八
条
の
三
（
新
法
附
則
第
二
十
一
条
の
一
一
第
二
項
に
お
い

第
十
七
条
新
法
第
二
百
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
二
百
七
十
六

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
五
条
の
三
（
新
法
附
則
第
二
十
七
条
の
四
の
二
第
一
＿
項
に
お
い
て
準
用
す

条
第
一
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
道
府
県
法
定
外
普
通
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施

行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
道
府
県
法
定
外
普
通
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
し
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
市
町
村
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

2

前
項
の
場
合
に
は
、
新
法
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
宅
地
等
で
令
和
六
年
度
か

第
十
八
条
新
法
第
三
百
―
―
十
八
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
三
百
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
新
法
附
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

二
十
八
条
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
る
宅
地
等
に
該
当
す
る
も
の
（
次
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
宅
地
等
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
当
該
各
年
度
の
前
年
度

し
、
二
号
施
行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
個
人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
宅
地
等
に
該
当
し
た
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

2

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
法
の
規
定
中
法
人
の
市
町
村
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
施
行
日
以
後
に
開
「
用
途
変
更
宅
地
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
当
該
各
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
用
途
変
更
宅
地
等
が

当
該
各
年
度
の
前
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
宅
地
等
で
あ
っ
た
も
の
と
み

な
し
て
、
新
法
附
則
第
十
七
条
及
び
第
十
八
条
（
新
法
附
則
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
市

含
む
。
）
の
規
定
を
適
用
す
る
。

町
村
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

第
一
項
の
場
合
に
は
、
新
法
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
二
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
で
令
和
六
年
度
に
係
る
賦
課
期
日

3

新
法
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
（
第
四
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
並
び
に
新
法
附
則
第
八
条
第
十
三
項
（
同
号
の

規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
十
四
項
（
同
号
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
六
号
施
行
日
以
後
に
お
い
て
新
法
附
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
宅
地
等
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お

に
終
了
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
い
て
「
令
和
六
年
度
の
宅
地
等
」
と
い
う
。
）
、
新
法
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
三
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
で
令
和
七
年

4

新
法
第
一
二
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
三
項
、
第
二
十
六
項
及
び
第
二
十
七
項
並
び
に
新
法
附
則
第
八
条
第
二
十
一
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お
い
て
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
宅
地
等
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
和

項
（
新
法
第
一
二
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
七
項
の
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
終
了
す
七
年
度
の
宅
地
等
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
六
項
第
四
号
に
掲
げ
る
宅
地
等
で
令
和
八
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
に
お

る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
市
町
村
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
に
終
了
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
市
町
村
ぃ
て
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
宅
地
等
に
該
当
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
令
和
八
年
度
の
宅
地
等
」
と
い

う
。
）
の
う
ち
、
当
該
宅
地
等
の
類
似
土
地
（
新
法
附
則
第
十
七
条
第
七
号
に
規
定
す
る
類
似
土
地
を
い
う
。
以
下
こ

の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
令
和
六
年
度
の
宅
地
等
に
あ
っ
て
は
令
和
五
年
度
、
令
和
七
年
度
の
宅
地
等
に
あ
っ
て
は

民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

令
和
六
年
度
、
令
和
八
年
度
の
宅
地
等
に
あ
っ
て
は
令
和
七
年
度
に
係
る
賦
課
期
日
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
前

第
十
九
条
所
得
税
法
等
改
正
法
附
則
第
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
附
則
第
一
条
第
十
一
号

年
度
に
係
る
賦
課
期
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
宅
地
等
に
該
当
し
た
も
の
に
係
る

に
掲
げ
る
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
第
一
二
百
十
四
条
の
七
第
一
項
（
第
三
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
第
三
号
中
「
寄
附
金
及
び
」
と
あ
る
の
は
、
「
寄
附
金
（
所
得
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
令
和
六
年
度
の
宅
地
等
に
あ
っ
て
は
令
和
六
年
度
分
、
令
和
七
年
度
の
宅
地
等
に
あ
っ
て
は
令
和
七
年
度
分
、
令
和

る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
八
号
）
附
則
第
一
云
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
八
年
度
の
宅
地
等
に
あ
っ
て
は
令
和
八
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
は
、
当
該
類
似
土
地
が
前
年
度
に
係
る
賦

同
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得
税
法
第
七
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
寄
附
金
と
み
な
さ
れ
る
課
期
日
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
宅
地
等
で
あ
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
新
法
附
則
第
十
七
条
及

も

の

を

含

む

。

）

及

び

」

と

す

る

。

び

第

十

八

条

（

新

法

附

則

第

二

十

一

条

の

二

第

二

項

に

お

い

て

準

用

す

る

場

合

を

含

む

。

）

の

規

定

を

適

用

す

る

。
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第
二
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
は
、
同
項
の
額
の
二
分
の
一
の
額
を
同
項
第
一
号
の
着
陸
料
の
収
入
額
で
、
他
の
」

を
「
に
は
、
市
町
村
譲
与
額
の
四
分
の
一
の
額
を
同
項
第
一
号
イ
の
延
べ
重
量
で
、
市
町
村
譲
与
額
の
他
の
四
分
の

一
の
額
を
同
号
口
の
旅
客
数
で
、
市
町
村
譲
与
額
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
第
一
項
第
一
号
の
着
陸
料
の
収

入
額
及
び
」
を
「
第
一
項
第
一
号
イ
の
延
べ
重
量
及
び
同
号
口
の
旅
客
数
並
び
に
」
に
改
め
る
。

第
二
条
の
二
第
一
項
中
「
相
当
す
る
額
」
の
下
に
「
（
次
項
に
お
い
て
「
都
道
府
県
譲
与
額
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、

「
前
条
第
一
項
第
一
号
の
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
延
べ
重
量
」
に
、
「
着
陸
料
の
収
入
額

の
合
計
額
」
を
「
延
べ
重
量
の
合
計
重
量
）
若
し
く
は
同
号
口
の
旅
客
数
（
同
号
の
市
町
村
が
二
以
上
あ
る
場
合
に

は
、
こ
れ
ら
の
市
町
村
に
係
る
当
該
旅
客
数
の
合
計
数
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
に
お
い
て
は
、
同
項
の
額
の

二
分
の
一
の
額
を
同
項
の
着
陸
料
の
収
入
額
又
は
そ
の
合
計
額
で
、
他
の
」
を
「
に
は
、
都
道
府
県
譲
与
額
の
四
分

の
一
の
額
を
同
項
の
延
べ
重
量
又
は
そ
の
合
計
重
量
で
、
都
道
府
県
譲
与
額
の
他
の
四
分
の
一
の
額
を
同
項
の
旅
客

数
又
は
そ
の
合
計
数
で
、
都
道
府
県
譲
与
額
の
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
前
条
第
一
項
第
一
号
の
着
陸
料
の
収

入
額
」
を
「
前
条
第
一
項
第
一
号
イ
の
延
べ
重
量
若
し
く
は
同
号
口
の
旅
客
数
」
に
、
「
補
正
さ
れ
た
収
入
額
」
を
「
補

正
さ
れ
た
延
べ
重
量
若
し
く
は
旅
客
数
」
に
、
「
同
項
第
一
号
の
着
陸
料
の
収
入
額
」
を
「
同
項
第
一
号
イ
の
延
べ
重

量
若
し
く
は
同
号
口
の
旅
客
数
」
に
改
め
る
。

（
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
九
条
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
二
十
八
条
第
一
項
及
び
第
二
十
九
条
中
「
十
分
の
五
」
を
「
百
分
の
五
十
五
」
に
、
「
十
分
の
二
」
を
「
百
分
の

二
十
」
に
、
「
十
分
の
三
」
を
「
百
分
の
二
十
五
」
に
改
め
る
。

'

則

報
＿
ふ
〗
川
り
。
ハ
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

一
第
一
条
中
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
九
十
五
第
一
項
第
二
号
及
び
第
二

項
の
改
正
規
定
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
十
日
を
経
過
し
た
日

二
第
一
条
中
地
方
税
法
の
目
次
の
改
正
規
定
、
同
法
第
十
一
条
第
一
項
及
び
第
五
項
の
改
正
規
定
、
同
法
第
一
章

第
四
節
中
第
十
一
条
の
九
を
第
十
一
条
の
十
と
し
、
第
十
一
条
の
八
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
同

法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
及
び
第
十
二
項
、
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
一
条
の
三
十
六

第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
一
条
の
五
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
及
び
第
二

項
、
第
七
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
九
十
一
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
四
十
四
条
の
四
十

八
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
百
七
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
二
百
七
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
三

百
二
十
八
条
の
十
二
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
百
六
十
三
条
の
四
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
四
百
八
十
四
条
第

一
項
及
び
第
二
項
、
第
五
百
三
十
七
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
十
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
六
百
八
十

九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
百
一
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
、
第
七
百
一
条
の
六
十
二
第
一
項
及
び
第

二
項
、
第
七
百
二
十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
百
三
十
三
条
の
十
九
第
一
項
及
び
第
二
項
の
改
正
規

定
並
び
に
同
法
附
則
第
五
条
の
四
の
二
、
第
四
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
改
正
規

定
並
び
に
次
条
並
び
に
附
則
第
三
条
、
第
四
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
、
第
六
条
第
三
項
、
第
十
二
条
か
ら
第

十
四
条
ま
で
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
か
ら
第
二
十
七
条
ま
で
、
第
二
十
八

条
第
一
項
、
第
三
十
条
第
二
項
及
び
第
三
十
一
条
の
規
定
令
和
七
年
一
月
一
日

三
第
二
条
並
び
に
附
則
第
七
条
及
び
第
十
五
条
の
規
定
令
和
七
年
四
月
一
日

四
第
三
条
中
地
方
税
法
第
七
十
二
条
の
二
第
一
項
第
一
号
口
及
び
第
二
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
二
十
六
第
九
項

の
改
正
規
定
並
び
に
同
法
附
則
第
八
条
の
三
の
三
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
の
前
に
見
出
し
を
付
す
る
改
正
規
定
、

同
条
の
改
正
規
定
及
び
同
条
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規

定

令

和

八

年

四

月

一

日

‘

五
第
一
条
中
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
令
和
六
年
六
月
三
十
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月

三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
五
年
分
」
を
「
令
和
七
年
分
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善

臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
号
）
附
則
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施

行
の
日

55 令和 6年 3月 30日 土曜日 官 （号外特第 28号）

六
第
一
条
中
地
方
税
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
改
正
規
定
並
び
に

同
法
附
則
第
八
条
第
十
一
項
及
び
第
十
二
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
第
五
項
及
び
第
十
八
条
第
三
項
の

規
定
新
た
な
事
業
の
創
出
及
び
産
業
へ
の
投
資
を
促
進
す
る
た
め
の
産
業
競
争
力
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す

る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
号
）
の
施
行
の
日

七
第
一
条
中
地
方
税
法
附
則
第
三
十
三
条
第
五
項
の
改
正
規
定
（
「
令
和
六
年
六
月
三
十
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月

三
十
一
日
」
に
、
「
令
和
五
年
分
」
を
「
令
和
七
年
分
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
附
則
第
二
十
八
条
第
二
項

の
規
定
特
定
農
産
加
工
業
経
営
改
善
臨
時
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
号
）

の
施
行
の
日

八
第
一
条
中
地
方
税
法
附
則
第
十
条
に
二
項
を
加
え
る
改
正
規
定
（
第
八
項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
同
法
附

則
第
十
五
条
第
三
十
三
項
の
改
正
規
定
都
市
緑
地
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第

号
）
の
施
行
の
日

九
第
一
条
中
地
方
税
法
附
則
第
十
五
条
第
一
項
の
改
正
規
定
（
「
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に
関
す

る
法
律
」
を
「
物
資
の
流
通
の
効
率
化
に
関
す
る
法
律
」
に
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
流
通
業
務
総
合
効
率

化
促
進
法
」
と
い
う
。
）
第
四
条
第
一
項
」
を
「
）
第
六
条
第
一
項
」
に
、
「
流
通
業
務
総
合
効
率
化
促
進
法
第
二
条

第
二
号
」
を
「
同
法
第
四
条
第
二
号
」
に
改
め
る
部
分
に
限
る
。
）
流
通
業
務
の
総
合
化
及
び
効
率
化
の
促
進
に

関
す
る
法
律
及
び
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
号
）
の
施
行

の
日

十
第
三
条
（
第
四
号
及
び
次
号
に
掲
げ
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第
八
条
第
四
項
、
第
十
条
及
び
第
三

十
七
条
の
規
定
公
益
信
託
に
関
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
号
）
の
施
行
の
日

十
一
第
三
条
中
地
方
税
法
第
三
十
七
条
の
二
第
一
項
第
三
号
及
び
第
三
百
十
四
条
の
七
第
一
項
第
三
号
の
改
正
規

定
並
び
に
同
法
附
則
第
三
条
の
二
の
四
第
一
項
及
び
第
三
項
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
五
条
及
び
第
十
九
条
の

規
定
前
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
の
属
す
る
年
の
翌
年
の
一
月
一
日

（
第
二
次
納
税
義
務
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
二
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
方
税
法
（
以
下
「
新
法
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
九
の
規
定
は
、
前
条

第
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
以
下
「
二
号
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り

免
れ
、
又
は
還
付
を
受
け
た
地
方
団
体
の
徴
収
金
に
つ
い
て
適
用
す
る
。

（
保
全
差
押
え
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
三
条
新
法
第
十
六
条
の
四
第
四
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
さ
れ
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に

つ
い
て
適
用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
さ
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
附
則
第
二
十
条
及
び
第

二
十
九
条
に
お
い
て
「
旧
法
」
と
い
う
。
）
第
十
六
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。

（
道
府
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
四
条
新
法
第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
七
十
一
条
の

十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
道
府
県
民
税
の
利
子
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号

施
行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
道
府
県
民
税
の
利
子
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

2

新
法
第
七
十
一
条
の
三
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
七
十
一
条
の
三

十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
道
府
県
民
税
の
配
当
割
に
つ
い
て
適
用
し
、
二
号

施
行
且
即
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
道
府
県
民
税
の
配
当
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

新
法
第
七
十
一
条
の
五
十
六
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
は
、
二
号
施
行
日
以
後
に
地
方
税
法
第
七
十
一
条
の
五

十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
納
入
申
告
書
の
提
出
期
限
が
到
来
す
る
道
府
県
民
税
の
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
つ
い
て
適

用
し
、
二
号
施
行
日
前
に
当
該
提
出
期
限
が
到
来
し
た
道
府
県
民
税
の
株
式
等
譲
渡
所
得
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従

前
の
例
に
よ
る
。

4

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
法
の
規
定
中
法
人
の
道
府
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施

行
日
前
に
開
始
し
た
事
業
年
度
分
の
法
人
の
道
府
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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附
則
第
二
十
叩
条
の
三
第
一
項
東
「
令
和
―
―
一
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
令
和
六
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
地
」
に
、
「
令
和
四
年
度
に
」
を
「
令
和
七
年
度
に
」
に
、
「
令
和
四
年
度

ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
第
一
号
中
「
令
和
一
＿
一
年
度
」
を
「
令
和
六
年
度
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
―
一
年
「
化
区
域
農
地

j

を
「
令
和
七
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
地
」
に
、
「
令
和
五
年
度
に
」
を
「
令
和
八
年
度
に
」
i

度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
分
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
令
和
二
年
度
分
l

を
「
令
和
五
年
度
分
]
に
‘
「
令
和
三
年
改
二
五
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
地
」
を
「
令
和
八
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
地
]
に
‘
「
令
和
二
年
度
」
を
「
令
一

」
に
、
「
令
和
―
―
一
年
度
、
」
を
「
令
和
六
年
度
、
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
ぶ

正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
一

七
年
度
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
令
和
三
年
度
分
」
一
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
l

に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
令
和
―

を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
令
和
五
年
度
」
を
一
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
、
「
令
和
三
年
度
で
」
を
「
令
和
六
一

に
、
「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
る
。
―

「
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
令
和
四
＿
―

年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
同
条
第
一
二
項
各
号
列
記
以
＿
＿
二
十
七
条
の
四
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
一

外
の
部
分
中
「
令
和
三
年
度
に
」
を
「
令
和
六
年
度
に
」
に
、
「
令
和
二
年
度
」
を
「
令
和
五
年
度
」
に
、
「
令
和
三
年
二
度
ま
で
」
に
改
め
る
。

二
十
七
条
の
四
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
一

一
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
令
和
三
年
度
次
に
」
を
「
令
和
六
年
度
次
に
」
[

度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
を
「
令
和
六
年
度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
に
、
「
令
和
四
年
度
に
」
を
「
令
和
七
年
度
一

同
号
イ
中
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改

i

に
」
に
、
「
令
和
四
年
度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
を
「
令
和
七
年
度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
に
、
「
令
和
五
年
度
に
」
辺

＿

口

中

「

令

和

一

一

年

度

分
l

を
「
令
和
五
年
度
分
」
に
、
「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年
一

を
「
令
和
八
年
度
に
」
に
、
「
令
和
五
年
度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
を
「
令
和
八
年
度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
に
、

一
地
方
税
法
」
に
、
「
百
分
の
百
以
上
の
割
合
で
あ
っ
て
住
宅
用
地
、
商
業
地
等
及
び
市
街
化
区
域
農
地
の
区
一

「
令
和
三
年
度
分
]
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
、
「
令
和
五
年
度
分
l

一
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
も
の
」
を
「
負
担
上
限
割
合
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
一

を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
令
和
三
年
度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
を
「
令
和
六
年
度
類
似
―

一
め
、
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
同
項
第
一
一
号
中
一
令
和
四
年
度
次
に
」
を
一
令
和
七
一

用
途
変
更
宅
地
等
」
に
、
「
令
和
二
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
分
」
に
、
「
令
和
一
＿
一
年
度
に
」
を
「
令
和
六
年
度
に
」

に
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
一

に
、
「
令
和
―
一
年
度
に
」
を
「
令
和
五
年
度
に
」
に
、
「
令
和
一
一
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
」
を
「
令
和
五
年
度
類
似

に
改
め
、
同
号
口
中
「
令
和
一
＿
一
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
一

特
定
用
途
宅
地
等
」
に
、
「
令
和
二
年
度
類
似
課
税
標
準
額
」
を
「
令
和
五
年
度
類
似
課
税
標
準
額
」
に
改
め
、
同
項

t

り
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
同
[

第
二
号
中
「
令
和
四
年
度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
を
「
令
和
七
年
度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
に
、
「
令
和
三
年
度

中
「
令
和
五
年
度
次
に
」
を
「
令
和
八
年
度
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
五
年
度
分

B
乞「令一

分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
に
」
を
「
令
和
七
年
度
に
」
に
、
「
令
和
三
年
度
に
」
を
「
令
和
六
年
一

合
に
改
め
、
同
号
口
中
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
＿

度
に
」
に
、
「
令
和
三
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
」
を
「
令
和
六
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
」
に
、
「
令
和
―
―
一
年
度

I

を
削
り
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
附
則
第
十
八
条
第
六
項
i

類
似
課
税
標
準
額
」
を
「
令
和
六
年
度
類
似
課
税
標
準
額

j

に
改
め
、
同
項
第
一
＿
一
号
中
「
令
和
五
年
度
類
似
用
途
変

更
宅
地
等
l

を
「
令
和
八
年
度
類
似
用
途
変
更
宅
地
等
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
、
「
令
和
一
の
項
中
「
令
和
二
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
分
」
に
、
「
令
和
一
＿
一
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
一

の
地
方
税
法
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
一

五
年
度
に
」
を
「
令
和
八
年
度
に
」
に
、
「
令
和
四
年
度
に
」
を
「
令
和
七
年
度
に
」
に
、
「
令
和
四
年
度
類
似
特
定
用

一
項
中
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
「
令

i

途
宅
地
等
」
を
「
令
和
七
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
]
に
‘
「
令
和
四
年
度
類
似
課
税
標
準
額
」
を
「
令
和
七
年
度
一

分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
四
号
の
項
中
「
令
和
四
年
度
分
」
一

類
似
課
税
標
準
額
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
第
一
号
中
「
令
和
―
―
年
度
類
似
課
税
標
準
額
]
を
「
令
和
五
年
度
類
似
―

課
税
標
準
額
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
―
一
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
」
を
「
令
和
五
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
二
七
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
l

を
削
り
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
一

地
等
」
に
、
「
令
和
二
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
分
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
令
和
―
一
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
一
＿
め
、
同
表
附
則
第
二
十
五
条
の
三
第
一
一
項
第
一
号
口
の
項
中
「
令
和
―
一
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
分
」
[

分
」
に
、
「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
l

を
「
令
和
六
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
、
「
令
和
二
年
度
類
似
特
定
用
ー
に
、
「
令
和
―
―
一
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
一
令
和
六
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
二
十
五
条
の
一

途
宅
地
等
」
を
「
令
和
五
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
」
に
改
め
、
同
項
第
一
一
号
中
「
令
和
三
年
度
類
似
課
税
標
準
一
三
第
一
一
項
第
二
号
口
の
項
中
一
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
―
―
十
五
条
の
三
第
[

璽
を
「
令
和
六
年
度
類
似
課
税
標
準
額
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
一
ー
一
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
l

を
「
令
ャ
ニ
項
第
三
号
口
の
項
中
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
竺
に
改
め
、
同
表
附
則
第
二
十
五
条
の
三
第
四
項
一

り
｀
□f
O員汀
三
い
且
冒
[
m彗
門
臼
「
虹
f
O｀
い
註
」
一

□
認
〗
旦
叶
＂
日
ド
ロ
〗
〗
戸
汀
汀
彗
汀
三

地
等
」
に
改
め
、
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
同
項
第
三
号
中
「
令
和
四
年
度
類
似
課
税
標
準
額

j

同
表
附
則
第
二
十
五
条
の
＿
―
-
第
四
項
第
二
号
口
の
項
中
「
令
和
―
―
一
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
が
令
和
一
＿
一
年
度
分
」
[

を
「
令
和
七
年
度
類
似
課
税
標
準
額
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
四
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
｝
を
「
令
和
七
一
を
「
令
和
六
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
が
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
二
十
五
条
の
三
第
四
項
第
三
一

年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
令
和
四
年
度
号
口
の
項
中
「
令
和
四
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
が
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等

．

．

 

．．
 

~
…
~
~
~
 

分
」
を
「
令
和
七
年
度
分

j

に
、
「
令
和
四
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
」
を
「
令
和
七
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
」
一
が
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
る
。

に
改
め
、
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
同
条
第
五
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
附
則
第
二
十
七
知
多
の
五
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

「

令

和

六

年

度

か

ら

令

和

八

年

度

ま

で

」

に

改

め

る

。

ま

で

」

に

改

め

、

同

条

第

二

項

中

「

又

は

第

四

項

」

を

削

り

、

同

条

第

三

項

及

び

第

四

項

中

「

令

和

一

＿

一

年

度

か

ら

令

附
則
第
二
十
六
条
の
見
出
し
中
「
令
和
―
―
―
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。

で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
l

附
則
第
二
十
八
条
第
一
項
中
「
令
和
一
＿
一
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」

に
改
め
、
「
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
」
及
び
「
（
令
和
三
年
度
分
の
都
市
計
両
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
都
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
又
は
第
四
項
」
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中
「
令
和
四
年
度
分
又
は
令
和
五
年
度
分
」
を

市

計

両

税

の

課

税

標

準

額

）

」

を

削

る

。

「

令

和

七

年

度

分

又

は

令

和

八

年

度

分

」

に

改

め

る

。

附
則
第
二
十
七
条
の
二
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
附
則
第
二
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
又
は
第
四
項
」
を
削
る
。

ま
で
」
に
改
め
、
「
（
令
和
三
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
つ
て
は
、
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を
一
附
則
第
三
十
一
条
の
一
＿
一
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

削
り
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
—
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
一
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
令
和
一
＿
一
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
一
附
則
第
三
十
―
一
条
及
び
第
三
十
二
条
の
二
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
一
年
三
月
三
十

で
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
令
和
一
＿
一
年
度
に
」
を
「
令
和
六
年
度
に
」
に
、
「
令
和
一
＿
一
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
ー
一
日
」
に
改
め
る
。
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附
則
第
十
九
条
の
二
の
二
第
四
項
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
の
表
第

二
号
の
項
中
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
、
「
令
和
三
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
六
年
度
の
土
地
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
の
表
第
二
号
の
項
中

「
令
和
三
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
六
年
度
の
土
地
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
令
和
五
年
度
に
」
を
「
令
和
八

年
度
に
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
の
項
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項

の
表
第
三
号
の
項
中
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
、
「
令
和
三
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
六
年
度
の

土
地
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
の
表
第
五
号
の
項
中
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度

の
土
地
」
を
「
令
和
七
年
度
の
土
地
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
の
表
第
六
号
の
項
中
「
令
和
五
年
度
の
土
地
」
を
「
令

和
八
年
度
の
土
地
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
の
項
中
「
令
和
四
年
度
適
用
土
地
」
を
「
令
和
七
年
度
適
用
土
地
」
に
、

「
令
和
四
年
度
類
似
適
用
土
地
」
を
「
令
和
七
年
度
類
似
適
用
土
地
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
令
和
五
年
度
に
」

を
「
令
和
八
年
度
に
」
に
改
め
、
同
項
の
表
第
一
項
の
項
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、

同
表
第
一
項
の
表
第
三
号
の
項
中
「
令
和
三
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
六
年
度
の
土
地
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
の

表
第
五
号
の
項
中
「
令
和
四
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
七
年
度
の
土
地
」
に
改
め
、
同
表
第
一
項
の
表
第
六
号
の
項

中
「
令
和
五
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
八
年
度
の
土
地
」
に
改
め
、
同
表
第
二
項
の
項
中
「
令
和
四
年
度
適
用
土
地
」

を
「
令
和
七
年
度
適
用
土
地
」
に
、
「
令
和
四
年
度
類
似
適
用
土
地
」
を
「
令
和
七
年
度
類
似
適
用
土
地
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
九
条
の
三
中
第
四
項
を
削
り
、
第
五
項
を
第
四
項
と
し
、
第
六
項
を
第
五
項
と
す
る
。

附
則
第
十
九
条
の
四
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま

で
」
に
改
め
、
「
（
令
和
三
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を
削

り
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度

分
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
第
五
項
中
「
令
和
三
年
度
に
」
を
「
令
和
六
年
度
に
」
に
、
「
令
和
三
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
地
」

を
「
令
和
六
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
地
」
に
、
「
令
和
四
年
度
に
」
を
「
令
和
七
年
度
に
」
に
、
「
令
和
四
年
度
特
定

市
街
化
区
域
農
地
」
を
「
令
和
七
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
地
」
に
、
「
令
和
五
年
度
に
」
を
「
令
和
八
年
度
に
」
に
、

「
令
和
五
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
地
」
を
「
令
和
八
年
度
特
定
市
街
化
区
域
農
地
」
に
、
「
令
和
二
年
度
」
を
「
令

和
五
年
度
」
に
、
「
令
和
三
年
度
、
」
を
「
令
和
六
年
度
、
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四

年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
令
和

三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
「
又
は
前
条
第
四
項
の
規
定
」

を
削
り
、
「
令
和
三
年
度
で
」
を
「
令
和
六
年
度
で
」
に
、
「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年
改
正
前

の
地
方
税
法
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
一
条
（
見
出
し
を
含
む
。
）
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和

八
年
度
ま
で
」
に
改
め
る
。

附
則
第
二
十
一
条
の
二
の
見
出
し
及
び
同
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年

度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
中
「
令
和
三
年
度
次
に
」
を
「
令
和
六
年
度
次
に
」
に
改

め
、
同
号
イ
中
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、

同
号
口
中
「
令
和
二
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
分
」
に
、
「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年
改
正

前
の
地
方
税
法
」
に
、
「
百
分
の
百
以
上
の
割
合
で
あ
っ
て
住
宅
用
地
、
商
業
地
等
及
び
市
街
化
区
域
農
地
の
区
分
ご

と
に
当
該
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
も
の
」
を
「
負
担
上
限
割
合
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」

に
改
め
、
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
同
項
第
二
号
中
「
令
和
四
年
度
次
に
」
を
「
令
和
七
年
度

次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度

分
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」

を
削
り
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
同
項
第

三
号
中
「
令
和
五
年
度
次
に
」
を
「
令
和
八
年
度
次
に
」
に
改
め
、
同
号
イ
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和

八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方

税
法
」
を
削
り
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
の
表
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第

二
号
イ
の
項
中
「
令
和
二
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
分
」
に
、
「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年

改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
三

号
イ
の
項
中
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
「
令

和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
八
条
第
六
項
第
四
号
の
項
中
「
令
和
四
年
度
分
」

を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
削
り
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度

分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第
一
号
口
の
項
中
「
令
和
二
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
分
」
に
、

「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
八
条
の
三
第

二
項
第
二
号
口
の
項
中
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
八
条
の
三
第
二
項
第

三
号
口
の
項
中
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
八
条
の
三
第
四
項
第
一
号
ロ

の
項
中
「
令
和
二
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
が
令
和
二
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
が
令

和
五
年
度
分
」
に
、
「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
改
め
、
同
表
附
則

第
十
八
条
の
三
第
四
項
第
二
号
口
の
項
中
「
令
和
三
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
が
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六

年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
が
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
附
則
第
十
八
条
の
三
第
四
項
第
三
号
口
の
項
中
「
令

和
四
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
が
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
類
似
特
定
用
途
宅
地
等
が
令
和
七
年
度
分
」

附
則
第
二
十
二
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
又
は
」
を
「
令
和
七
年

度
分
又
は
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
、
「
令
和
三
年

度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
三
号
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年

度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
四
号
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
、
「
令
和
三
年

度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
五
号
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年

度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同

項
の
表
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第

五
項
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」

に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」

に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改

め
、
同
条
第
八
項
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
又
は
」
を
「
令
和
七
年
度
分

又
は
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
第
一
号
及
び
第
二
号
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」

を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
三
号
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」

を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
四
号
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」

を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
五
号
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」

を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
九
項
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
の
表

中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
十
項
中

「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
の
表
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令

和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
十
一
項
中
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八
年
度
分
」
に

改
め
、
同
項
の
表
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め

る。
附
則
第
二
十
三
条
中
「
又
は
第
四
項
」
を
削
る
。

附
則
第
二
十
四
条
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
改

め
る
。附

則
第
二
十
四
条
の
二
を
削
る
。

附
則
第
二
十
五
条
の
前
の
見
出
し
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年

度
ま
で
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
」
に
改
め
、
「
（
商
業
地
等
に
係
る
令
和
四
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
っ
て
は
、
百
分
の
ニ
・
五
）
」
及
び
「
（
令

和
三
年
度
分
の
都
市
計
画
税
に
あ
っ
て
は
、
前
年
度
分
の
都
市
計
画
税
の
課
税
標
準
額
）
」
を
削
り
、
同
条
第
二
項
及

び
第
三
項
中
「
令
和
四
年
度
分
及
び
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
及
び
第
五
項
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度

ま
で
」
に
改
め
る
。
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ニ
エ
タ
ノ
ー
ル
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
燃
料
を
製
造
す
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の

三
分
の
二

三
水
素
そ
の
他
の
総
務
省
令
で
定
め
る
成
分
を
主
成
分
と
す
る
ガ
ス
を
製
造
す
る
た
め
の
設
備
で
総
務
省
令
で

定
め
る
も
の
二
分
の
一

附
則
第
十
五
条
第
二
十
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条

第
二
十
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
五
項
中
「
令

和
二
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
」
に
改
め
、
同
項
第
一
号
イ
中
「
次
号
ハ
」
を
「
第
三
号
ハ
」
に
、
「
次
号
イ
」
を
「
同
号
イ
」
に
改
め
、
同
号

口
中
「
次
号
口
」
を
「
第
三
号
口
」
に
改
め
、
同
号
ハ
中
「
第
三
号
口
」
を
「
第
四
号
口
」
に
改
め
、
同
号
二
中
「
第

三
号
ハ
」
を
「
次
号
及
び
第
四
号
ハ
」
に
改
め
、
「
の
も
の
」
の
下
に
「
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
」
を
加
え
、

同
項
第
三
号
を
同
項
第
四
号
と
し
、
同
項
第
二
号
イ
中
「
前
号
イ
に
掲
げ
る
も
の
」
を
「
第
一
号
イ
に
掲
げ
る
も
の

そ
の
他
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
」
に
改
め
、
同
号
口
中
「
前
号
口
」
を
「
第
一
号
口
」
に
改
め
、
同
号
を
同
項
第

三
号
と
し
、
同
項
第
一
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

ニ
特
定
バ
イ
オ
マ
ス
発
電
設
備
（
バ
イ
オ
マ
ス
の
う
ち
木
竹
に
由
来
す
る
も
の
又
は
農
産
物
の
収
穫
に
伴
つ
て

生
ず
る
バ
イ
オ
マ
ス
を
電
気
に
変
換
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
第
四
号
ハ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
規
模
以
上
総
務

省
令
で
定
め
る
規
模
未
満
の
も
の
で
あ
っ
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
当
該
特
定
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
に
係
る
固
定
資
産
税
の
課
税
標
準
と
な
る
べ
き
価
格
に
七
分
の
六
を
参
酌
し
て
十
四
分
の
十
一
以
上
十

四
分
の
十
三
以
下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
（
当
該
特
定
再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発

電
設
備
が
第
三
百
八
十
九
条
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
に
は
、
七
分
の
六
）
を
乗
じ
て
得
た
額

附
則
第
十
五
条
第
三
十
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条

第
三
十
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
十
三
項
中
「
第
六
十
九
条
第
一
項
」
を
「
第
八
十
一
条
第
一
項
」
に
、
「
第
七
十
条

第
一
号
口
」
を
「
第
八
十
二
条
第
一
号
口
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
二
項
と
し
、
同
条
中
第
三
十
四
項
を
第

三
十
三
項
と
し
、
第
三
十
五
項
を
第
三
十
四
項
と
し
、
第
三
十
六
項
を
第
三
十
五
項
と
し
、
同
条
第
三
十
七
項
中
「
令

和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
六
項
と
し
、
同
条
第
三

十
八
項
を
同
条
第
三
十
七
項
と
し
、
同
条
第
三
十
九
項
中
「
都
市
再
生
特
別
措
置
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令

和
二
年
法
律
第
四
十
三
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
の
二
分
の
一
の
」
を
「
に
二
分
の
一
を
参
酌
し
て
三
分
の
一
以
上
三
分
の
二
以

下
の
範
囲
内
に
お
い
て
市
町
村
の
条
例
で
定
め
る
割
合
（
当
該
固
定
資
産
が
第
三
百
八
十
九
条
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
場
合
に
は
、
二
分
の
一
）
を
乗
じ
て
得
た
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
八
項
と
し
、
同
条
第
四
十
項
中
「
令

和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
十
九
項
と
し
、
同
条
第
四

十
一
項
を
同
条
第
四
十
項
と
し
、
同
条
第
四
十
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一

日
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
四
十
一
項
と
し
、
同
条
中
第
四
十
三
項
を
第
四
十
二
項
と
し
、
第
四
十
四
項
を
第
四

十
三
項
と
し
、
同
条
第
四
十
五
項
た
だ
し
書
中
「
第
十
条
の
五
の
四
第
三
項
第
八
号
又
は
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五

第
三
項
第
九
号
」
を
「
第
十
条
の
五
の
四
第
五
項
第
八
号
又
は
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
五
項
第
九
号
」
に
改
め
、

同
項
を
同
条
第
四
十
四
項
と
し
、
同
条
第
四
十
六
項
を
同
条
第
四
十
五
項
と
す
る
。

附
則
第
十
五
条
の
六
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、
「
主
要
構
造
部
」
を
「
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
ニ
イ
に
規
定
す
る
特
定
主
要
構
造

部
」
に
、
「
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
」
を
「
同
条
第
九
号
の
三
イ
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
五
条
の
七
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
、
同
条
第
四
項
中
「
前
項
」
を
「
第
三
項
」
に
改
め
、
「
の
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
前
項
の
書
類
」
を
、
「
当
該

申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
当
該
書
類
」
を
加
え
、
同
項
を
同
条
第
五
項
と
し
、
同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加

え
る
。

4

市
町
村
長
は
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
認
定
長
期
優
良
住
宅
の
う
ち
区
分
所
有
に
係
る
住
宅
に
つ
い
て
は
、
前

項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
長
期
優
良
住
宅
の
普
及
の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
五
条
第

四
項
に
規
定
す
る
管
理
者
等
か
ら
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
同
法
第
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
七
条
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
受
け
た
こ
と
を
証
す
る
書
類
と
し
て
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
の
提
出
が
さ
れ
、

か
つ
、
当
該
区
分
所
有
に
係
る
住
宅
が
第
一
項
又
は
第
二
項
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き

は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

附
則
第
十
五
条
の
八
第
四
項
、
第
十
五
条
の
九
第
一
項
、
第
四
項
、
第
五
項
、
第
九
項
及
び
第
十
項
、
第
十
五
条

の
九
の
二
第
一
項
、
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
第
十
五
条
の
十
一
第
一
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
令

和
八
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
七
条
の
見
出
し
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」

に
改
め
、
同
条
第
六
号
イ
の
表
②
中
「
令
和
三
年
度
で
」
を
「
令
和
六
年
度
で
」
に
、
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
七
号
）
」
を
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
六
年
法
律
第
四
号
）
」
に
、

「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
に
、
「
令
和
二
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年

度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
で
」
を
「
令
和
七
年
度
又
は
令
和
八
年
度
で
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
当
該
年
度
の

前
年
度
分
」
に
改
め
、
「
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
」
及
び
「
と
し
、
当
該
年
度
が
令
和
五

年
度
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
土
地
が
令
和
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
一
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
地
方
税
法
（
以
下
「
令
和
五
年
改
正
前
の

地
方
税
法
」
と
い
う
。
）
第
三
百
四
十
九
条
の
三
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の
三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受

け
る
土
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
で
除
し
て
得
た
額
」
を
削
り
、
同
号
口
の
表
②
'

中
「
令
和
三
年
度
で
」
を
「
令
和
六
年
度
で
」
に
、
「
令
和
三
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
を
「
令
和
六
年
改
正
前
の
地

方
税
法
」
に
、
「
令
和
二
年
度
分
」
を
「
令
和
五
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
で
」
を
「
令
和
七
年
度
又
は
令
和
八
年

度
で
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
当
該
年
度
の
前
年
度
分
」
に
改
め
、
「
令
和
四
年
改
正
前
の
地
方
税
法
」
及
び
「
と

し
、
当
該
年
度
が
令
和
五
年
度
で
あ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
当
該
土
地
が
令
和
四
年
度
分
の
固
定
資
産
税
に
つ
い
て
令

和
五
年
改
正
前
の
地
方
税
法
第
三
百
四
十
九
条
の
三
（
第
十
八
項
を
除
く
。
）
又
は
附
則
第
十
五
条
か
ら
第
十
五
条
の

三
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
土
地
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
額
を
こ
れ
ら
の
規
定
に
定
め
る
率
で
除
し
て
得
た
額
」

を
削
り
、
同
条
第
八
号
中
「
令
和
三
年
度
か
ら
令
和
五
年
度
ま
で
」
を
「
令
和
六
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま
で
」
に
、

「
令
和
四
年
度
又
は
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
又
は
令
和
八
年
度
」
に
改
め
る
。

附
則
第
十
七
条
の
二
の
見
出
し
を
「
（
令
和
七
年
度
又
は
令
和
八
年
度
に
お
け
る
土
地
の
価
格
の
特
例
）
」
に
改
め
、

同
条
第
一
項
の
表
以
外
の
部
分
中
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
、
「
令
和
五
年
度
分
」
を
「
令
和
八

年
度
分
」
に
改
め
、
同
項
の
表
の
第
一
号
の
上
欄
中
「
令
和
三
年
度
j

を
「
令
和
六
年
度
」
に
改
め
、
同
号
の
中
欄

中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
、
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
号
の
下
欄
中
「
令

和
三
年
度
分
」
．
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
二
号
の

上
欄
中
「
令
和
三
年
度
に
」
を
「
令
和
六
年
度
に
」
に
、
「
令
和
三
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
六
年
度
の
土
地
」
に
、
「
令

和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
改
め
、
同
号
の
中
欄
中
「
令
和

四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
、
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
号
の
下
欄
中
「
令
和
三
年
度

の
土
地
」
を
「
令
和
六
年
度
の
土
地
」
に
、
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令

和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
三
号
の
上
欄
中
「
令
和
三
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
六
年
度
の
土
地
」
に
、
「
令

和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
号
の
中
欄
中
「
令
和

五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
号
の
下
欄
中
「
令
和
三
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
六
年
度
の
土
地
」
に
、

「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
四
号
の
上
欄
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年

度
」
に
改
め
、
同
号
の
中
欄
中
「
令
和
四
年
度
」
を
「
令
和
七
年
度
」
に
、
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に

改
め
、
同
号
の
下
欄
中
「
令
和
三
年
度
分
」
を
「
令
和
六
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」

に
改
め
、
同
表
の
第
五
号
の
上
欄
中
「
令
和
四
年
度
に
」
を
「
令
和
七
年
度
に
」
に
、
「
令
和
四
年
度
の
土
地
」
を
「
令

和
七
年
度
の
土
地
」
に
、
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改

め
、
同
号
の
中
欄
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
号
の
下
欄
中
「
令
和
四
年
度
の
土
地
」
を

「
令
和
七
年
度
の
土
地
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
表
の
第
六
号
の
上
欄
中
「
令

和
五
年
度
に
」
を
「
令
和
八
年
度
に
」
に
、
「
令
和
五
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
八
年
度
の
土
地
」
に
改
め
、
同
号
の

中
欄
中
「
令
和
五
年
度
」
を
「
令
和
八
年
度
」
に
改
め
、
同
号
の
下
欄
中
「
令
和
五
年
度
の
土
地
」
を
「
令
和
八
年

度
の
土
地
」
に
、
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令
和
七
年
度
分
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
令
和
四
年
度
分
」
を
「
令

和
七
年
度
分
」
に
、
「
令
和
四
年
度
適
用
土
地
」
を
「
令
和
七
年
度
適
用
土
地
」
に
、
「
令
和
四
年
度
類
似
適
用
土
地
」
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額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、

当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
特

別
徴
収
金
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残

額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分

割
特
別
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す

る
際
、
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

ニ
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
特

別
徴
収
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月

三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
と
の
合
計
額

か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す

る
税
額
を
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
に
相

当
す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
そ
れ
ぞ
れ
徴
収

す
る
も
の
と
す
る
。

三
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該

年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は

な
い
も
の
と
し
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
第
三
百
二
十
一
条
の

七
の
八
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
所
得

に
係
る
特
別
徴
収
税
額
に
相
当
す
る
税
額
を
当
該
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る

際
、
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

4

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
二
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回

数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
附
則
第
五
条
の
十
一
第
三
項
各
号
の
規
定
に

よ
り
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
額
」
と
す
る
。

5

市
町
村
が
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
を
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
九
第
二
項
、
第
三
百
二
十
一
条

の
七
の
十
第
一
項
そ
の
他
政
令
で
定
め
る
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
つ
い
て

は
、
前
各
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
別
税
額
控
除
）

第
五
条
の
十
二
道
府
県
は
、
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
に
限
り
、
道
府
県
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度

分
特
別
税
額
控
除
額
を
、
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
（
同
一
生
計
配
偶
者
（
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
第
三

十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者

を
除
く
。
）
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
三
条

の
三
第
二
項
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

2

前
項
の
道
府
県
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第
二
号
に
掲
げ
る

額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て
「
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
い
う
。
）
が
一
万
円

を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
に
第
一
号
に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗

じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と

き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
。
第
四
項
に
お
い
て
「
道
府
県
民
税
特
別
税
額
控
除

額
」
と
い
う
。
）
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲
げ
る
額
に
相

当
す
る
金
額
と
す
る
。

一
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
三

条
の
三
第
二
項
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
及
び
附

則
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

ニ
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
百
十
四
条
の
三
、
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
九

ま
で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
附
則
第
五
条
の

五
第
二
項
及
び
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

3

市
町
村
は
、
令
和
七
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額

控
除
額
を
、
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
（
同
一
生
計
配
偶
者
（
控
除
対
象
配
偶
者
及
び
第
三
百
十
四
条
の

二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
判
定
を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除

く
。
）
を
有
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
第
三
百
十
四
条
の
三
、
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
九
ま
で
、

附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
附
則
第
五
条
の
五
第
二
項

及
び
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

4

前
項
の
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
七
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円

を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
か
ら
道
府
県
民
税
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
と
し
、
個
人
の
住
民
税

の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
を
超
え
な
い
場
合
に
は
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

（
政
令
へ
の
委
任
）

第
五
条
の
十
三
附
則
第
五
条
の
八
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に

お

け

る

ー

的

眈

え

そ

の

こ

ら

の

の

に

関

し

、

、

な

は

、

政

F

で
め
る
。

附
則
第
六
条
第
三
項
中
「
並
び
に
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
項
」
を
「
、
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
及

び
第
五
項
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
並
び
に
附
則
第
五
条
の
十
二
第
二
項
」
に
、
「
と
す
る
」
を
「
と
、
附
則
第
五

条
の
八
第
二
項
第
一
号
及
び
附
則
第
五
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
中
「
及
び
」
と
あ
る
の
は
「
、
附
則
第
六
条
第
二

項
及
び
」
と
す
る
」
に
改
め
、
同
条
第
六
項
中
「
並
び
に
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
項
」
を
「
、
附
則
第

三
条
の
三
第
二
項
及
び
第
五
項
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
並
び
に
附
則
第
五
条
の
十
二
第
二
項
」
に
、
「
と
す
る
」

を
「
と
、
附
則
第
五
条
の
八
第
二
項
第
二
号
及
び
附
則
第
五
条
の
十
二
第
二
項
第
二
号
中
「
及
び
」
と
あ
る
の
は

「
、
附
則
第
六
条
第
五
項
及
び
」
と
す
る
」
に
改
め
る
。

附
則
第
八
条
第
二
項
中
「
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
三
項
」
に
、
「
第

十
二
項
」
を
「
第
十
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
か
ら
第
十
四
項
」
に
改
め
、
同
条
第
七
項
中
「
第
四
十
二
条
の
十
二
第

六
項
第
一
号
」
を
「
第
四
十
二
条
の
十
二
第
六
項
第
三
号
」
に
改
め
、
同
条
第
八
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
改
め
、
「
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
二
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
四
項
ま
で
及
び

第
八
項
」
を
加
え
、
同
条
第
十
九
項
中
「
生
じ
た
事
業
年
度
」
の
下
に
「
又
は
中
間
期
間
（
法
人
税
法
第
八
十
条
第

五
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
附
則
第
八
条
第
十
六
項

J

を
「
附
則
第
八
条
第
十
八
項
」
に
改

め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
一
項
と
し
、
同
条
第
十
八
項
中
「
附
則
第
八
条
第
十
六
項
」
を
「
附
則
第
八
条
第
十
八
項
」

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
二
十
項
と
し
、
同
条
第
十
七
項
中
「
附
則
第
八
条
第
十
三
項
」
を
「
附
則
第
八
条
第
十
五

項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
九
項
と
し
、
同
条
第
十
六
項
を
同
条
第
十
八
項
と
し
、
同
条
第
十
五
項
中
「
附
則

第
八
条
第
十
三
項
」
を
「
附
則
第
八
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
七
項
と
し
、
同
条
第
十
四
項
中
「
附

則
第
八
条
第
十
三
項
」
を
「
附
則
第
八
条
第
十
五
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
六
項
と
し
、
同
条
第
十
三
項
を

同
条
第
十
五
項
と
し
、
同
条
第
十
二
項
中
「
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
か
ら
第
十

五
項
ま
で
及
び
第
二
十
三
項
」
に
、
「
及
び
第
五
項
」
を
「
、
第
五
項
、
第
七
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
、
第
十
七
項
か

ら
第
二
十
項
ま
で
及
び
第
二
十
二
項
」
に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
十
四
項
と
し
、
同
条
第
十
一
項
中
「
第
七
項
か
ら

第
九
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
か
ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
二
十
三
項
」
に
改
め
、
「
第
四
十
二
条
の

十
二
の
七
第
六
項
」
の
下
に
「
か
ら
第
十
二
項
ま
で
、
第
十
七
項
か
ら
第
二
十
項
ま
で
及
び
第
二
十
二
項
」
を
加
え
、

同
項
を
同
条
第
十
三
項
と
し
、
同
条
第
十
項
を
同
条
第
十
二
項
と
し
、
同
条
第
九
項
中
「
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
」

を
「
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
」
に
、
「
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
二
項
」
を
「
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
三
項
」

に
改
め
、
「
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
一
項
」
の
下
に
「
、
第
二
項
、
第
四
項
及
び
第
八
項
」
を
加
え
、
同
項
を
同

条
第
十
項
と
し
、
同
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

11

各
事
業
年
度
の
法
人
税
額
に
つ
い
て
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
控
除

さ
れ
た
金
額
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
第
四
十
二
条
の
十
二
の
五
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
二
条
の
十
二
の

五
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
及
び
第
七
項
」
と
す
る
。
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ん

に

係

る

月

乳

に

係

る

の

杓

悶

別

に

る

特

例

第
五
条
の
十
一
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
第
三
百
十
七
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
公
的
年
金
等
（
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
「
公
的
年
金
等
」
と
い
う
。
）
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
（
第
三
項
に
お
い
て
「
年
金

所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
」
と
い
う
。
）
の
徴
収
及
び
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
二
第
三
項
の

規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
徴

収
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
（
附

則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
第
三
百
二
十
一

条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
前
年
中
の
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合

算
額
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
給
与
所
得
及
び
公
的
年
金
等
に
係
る
所
得
以
外
の
所
得
に
係
る
所
得
割
額

を
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
は
、
当
該
所
得
割
額
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。
以
下
こ
の
号

及
び
第
五
号
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
」
と
い
う
。
）
を
い
う
。
以
下

こ
の
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割
額
及
び
均
等
割
額
の

合
算
額
を
控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係

る
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の

額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に

係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
の
二
分
の
―

一
に
相
当
す
る
額
（
当
該
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
そ
の
端
数
金
額
を
切
り
捨
て
、
当
該
額
が
百

円
未
満
で
あ
る
と
き
は
百
円
と
す
る
。
）
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以

下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
二
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は

当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
普
通
徴
収
金
額
」
と
い
う
。
）
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個

人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
六
月
分
普
通
徴
収

金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る

納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に

係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
同
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら

れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の

間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
を
三
で
除
し
て
得

た
金
額
（
当
該
金
額
に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、

そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
特
別
徴
収
金
額
」
と
い

う
。
）
に
一
一
を
乗
じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額

か
ら
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
」
と
い
う
。
）
に
相

当
す
る
税
額
を
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
特
別

徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
四
第
二
項
に
規
定
す

る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
「
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
」
と
い
う
。
）

の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

ニ
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
普

通
徴
収
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中
に
定
め
ら
れ

て
い
る
納
期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら
れ

て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
と
の
合
計
額
か

ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る

税
額
を
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
も
の
と
し
、
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら

十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
同
年
十
二
月

一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額

を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

三
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者

の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額

に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
同
条
本

文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
当
該
年

度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収

金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金

所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
同
年
十

二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税

額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ

て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

四
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
及
び
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
の
合

計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の

十
月
分
特
別
徴
収
金
額
及
び
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十

条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
同
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら
れ

て
い
る
納
期
並
び
に
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
十
一
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
徴

収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
同
年
十
二
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
及
び
そ

の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税

額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て

は
そ
の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給

付
の
支
払
を
す
る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。
．

五
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
六
月
分
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
分
割
普
通
徴
収
金
額
、
そ
の
者
の
十
月
分
特
別
徴
収
金
額
及
び
そ

の
者
の
分
割
特
別
徴
収
金
額
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
六
月
中

に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
同
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
八
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
並
び
に
当
該
年
度

の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
一
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い

も
の
と
し
、
同
年
二
月
一
日
か
ら
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
年
金
所
得
に
係
る
所
得
割

額
及
び
均
等
割
額
の
合
算
額
に
相
当
す
る
税
額
を
当
該
期
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す

る
際
、
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条

第
二
項
中
「
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
税
額
を
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特
別
徴
収
対
象
年
金
所
得
者
に
係
る
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
の
回

数
で
除
し
て
得
た
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
当
該
年
度
の
初
日
の
属
す
る
年
の
十
月
一
日
か
ら
翌
年
の
三
月
三
十
一
日

．
ま
で
の
間
に
お
い
て
特
別
徴
収
対
象
年
金
給
付
の
支
払
を
す
る
際
、
附
則
第
五
条
の
十
一
第
一
項
各
号
の
規
定
に

よ
り
特
別
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
額
」
と
す
る
。

3

令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
年
金
所
得
に
係
る
特
別
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
徴
収

（
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
年
金
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ

の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
（
特
別
税
額
控
除
前
の
年
金
所
得
に

係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
八
第
一
項
に
規
定
す
る
年
金
所
得
に
係
る
仮
特

別
徴
収
税
額
を
控
除
し
た
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
三
で
除
し
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額

に
百
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
百
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又

は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
特
別
徴
収
金
額
」
と
い
う
。
）
に
二
を
乗
じ

て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
特
別
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た
残
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前
項
の
道
府
県
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
と
第
二
号
に
掲
げ
る

額
と
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項
及
び
第
五
項
に
お
い
て
「
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
い
う
。
）
が
一
万
円

（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
（
第
三
十
四
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る

判
定
を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
控
除
対
象
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き

一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶

者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
に
第

一
号
に
掲
げ
る
額
を
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
乗
じ
て
得
た
金
額
（
当
該
金
額
に
一

円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
一
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
金
額
又
は
そ
の

全
額
を
切
り
上
げ
た
金
額
。
第
五
項
に
お
い
て
「
道
府
県
民
税
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い
う
。
）
と
し
、
個
人
の
住

民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、

一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
同
号
に
掲

げ
る
額
に
相
当
す
る
金
額
と
す
る
。

一
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
十
五
条
、
第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
三

条
の
三
第
二
項
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
及
び
附

則
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

ニ
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
百
十
四
条
の
三
、
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
九

ま
で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
附
則
第
五
条
の

五
第
二
項
及
び
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額

3

前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
十
七
条
の
二
第
十
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
所
得
割
の
額
（
附
則
第
五
条
の

八
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
前
の
も
の
を
い
う
。
）
」
と
す
る
。

4

市
町
村
は
、
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額

控
除
額
を
、
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
第
三
百
十
四
条
の
三
、
第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四

条
の
九
ま
で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
五
項
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
、
附
則
第
五

条
の
五
第
二
項
及
び
附
則
第
七
条
の
二
第
四
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か
ら
控
除
す
る
。

5

前
項
の
市
町
村
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分
特
別
税
額
控
除
額
は
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円

（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
又
は
扶
養
親
族
（
第
三
百
十
四
条
の
二
第
八
項
の
規
定

に
よ
る
判
定
を
す
る
と
き
の
現
況
に
お
い
て
こ
の
法
律
の
施
行
地
に
住
所
を
有
し
な
い
者
を
除
く
。
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
控
除
対
象
配
偶
者
等
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人

に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
る
場
合
に
は
一
万
円
（
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対

象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者
等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）

か
ら
道
府
県
民
税
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
て
得
た
金
額
と
し
、
個
人
の
住
民
税
の
所
得
割
の
額
が
一
万
円
（
特

別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
が
控
除
対
象
配
偶
者
等
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
円
に
当
該
控
除
対
象
配
偶
者

等
一
人
に
つ
き
一
万
円
を
加
算
し
た
金
額
）
を
超
え
な
い
場
合
に
は
第
二
項
第
二
号
に
掲
げ
る
額
に
相
当
す
る
金

額
と
す
る
。

6

前
二
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
百
十
四
条
の
七
第
十
一
項
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
八

第
一
項
及
び
附
則
第
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
百
十
四
条
の
七
第
十
一
項
及
び
附
則

第
五
条
の
五
第
二
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
（
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
前
の
も
の
を
い
う
。
）
」
と
、
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
八
第
一
項
中
「
課
し
た
」
と
あ

る
の
は
「
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
課
す
べ
き
」
と
、
「
の

前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
の
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
、

「
、
前
々
年
中
」
と
あ
る
の
は
「
、
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た

場
合
に
お
け
る
前
々
年
中
」
と
す
る
。

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
普
通
徴
収
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条
の
九
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
第
三
百
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法

に
よ
っ
て
徴
収
す
る
個
人
の
市
町
村
民
税
（
第
三
百
二
十
一
条
の
七
の
二
第
三
項
及
び
第
三
百
二
十
八
条
の
十
三

の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
」
と
い
う
。
）

の
納
期
が
第
三
百
二
十
条
本
文
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
市
町
村
に
お
け
る
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村

民
税
の
当
該
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
け
る
徴
収
に
つ
い
て
は
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
（
前

条
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
算
出
さ
れ
る
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村

民
税
の
額
を
い
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
を

控
除
し
た
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
」
と
い

う
。
）
が
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
を
四
で
除
し
て
得
た
金
額

（
当
該
金
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
、
又
は
当
該
金
額
の
全
額
が
千
円
未
満
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の

端
数
金
額
又
は
そ
の
全
額
を
切
り
捨
て
た
金
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
分
割
金
額
」
と
い
う
。
）
に
三
を
乗

じ
て
得
た
金
額
を
そ
の
者
の
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通
徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
か
ら
控
除
し
た

残
額
に
相
当
す
る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
六
月
分
金
額
」
と
い
う
。
）
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
六
月

中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村

民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
の
他
の
そ
れ
ぞ
れ
の
納
期
に
お
い

て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

ニ
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者

の
六
月
分
金
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な

い
場
合
に
は
、
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
八
月
中
に

定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
か
ら
そ
の
者

の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
十
月

中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
一
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当

す
る
税
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

三
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者

の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者

の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
に
満
た
な
い
場
合
に
は
、
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納

期
及
び
八
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
十
月
中
に
定
め
ら

れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合

計
額
か
ら
そ
の
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
を
控
除
し
た
残
額
に
相
当
す

る
税
額
を
、
一
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
相
当
す
る
税
額
を
、
そ
れ

ぞ
れ
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

四
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
の
普
通
徴
収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
係
る
特
別
税
額
控
除
額
が
そ
の
者

の
六
月
分
金
額
と
そ
の
者
の
分
割
金
額
に
二
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と
の
合
計
額
以
上
で
あ
る
場
合
に
は
、
六
月

中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
、
八
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
及
び
十
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お

い
て
徴
収
す
べ
き
税
額
は
な
い
も
の
と
し
、
一
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
に
お
い
て
は
そ
の
者
の
普
通
徴

収
の
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
に
相
当
す
る
税
額
を
徴
収
す
る
も
の
と
す
る
。

2

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
百
二
十
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
中
「
当
該
個

人
の
市
町
村
民
税
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
附
則
第
五
条
の
九
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
特
別
税
額
控
除
前
の
普
通

徴
収
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
額
」
と
す
る
。

3

市
町
村
が
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
（
六
月
中
に
定
め
ら
れ
て
い
る
納
期
か
ら
第
三
百
二
十
一
条

の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
も
の
を
除
く
。
）
を
同
項
の

規
定
に
よ
り
普
通
徴
収
の
方
法
に
よ
っ
て
徴
収
す
る
場
合
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

（
令
和
六
年
度
分
の
給
与
所
得
に
係
る
個
人
の
市
町
村
民
税
の
特
別
徴
収
に
関
す
る
特
例
）

第
五
条
の
十
附
則
第
五
条
の
八
第
四
項
及
び
第
五
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三
百
二
十
一
条
の

五
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
市
町
村
民
税
に
限
り
、
同
項
中
「
十
二
分
の

-
」
と
あ
る
の
は
「
十
一
分
の
一
」
と
、
「
六
月
」
と
あ
る
の
は
「
七
月
」
と
す
る
。
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第
七
十
二
条
の
百
十
四
第
四
項
中
「
商
業
統
計
」
を
「
経
済
構
造
統
計
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」

に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
百
十
五
第
一
項
中
「
事
業
所
統
計
」
を
「
経
済
構
造
統
計
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」

に
改
め
る
。

第
七
十
四
条
の
二
十
四
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項

に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」

に
改
め
る
。

第
九
十
一
条
第
一
項
中
「
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次

項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
を

し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
百
四
十
四
条
の
四
十
八
第
一
項
中
「
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正

請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
百
七
十
二
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定

す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め

る。
第
二
百
七
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改

め
る
。第

二
百
九
十
二
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
口
中
「
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
か

ら
第
十
五
項
ま
で
及
び
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
一
条
の
八
第
二
十
三
項
中
「
法
人
で
、
」
の
下
に
「
当
該
事
業
年
度
の
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第

五
項
又
は
第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二
十
五
項
ま
で

に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
又
は
第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
十
一

項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
若
し
く
は
中
間
期
間
」
に
改

め
、
同
条
第
二
十
六
項
中
「
法
人
に
つ
い
て
、
」
の
下
に
「
当
該
事
業
年
度
の
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
に

規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
中
間

期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」

を
「
若
し
く
は
中
間
期
間
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
項
中
「
開
始
す
る
」
を
「
終
了
す
る
」
に
改
め
る
。

第
三
百
二
十
八
条
の
十
二
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る

更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同

条
第
二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
三
百
四
十
八
条
第
二
項
第
二
十
九
号
中
「
第
五
号
ま
で
、
第
七
号
又
は
第
八
号
」
を
「
第
八
号
ま
で
」
に
改
め

る。
第
四
百
六
十
三
条
の
四
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項

に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」

に
改
め
る
。

第
四
百
八
十
四
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改

め
る
。

第
五
百
三
十
七
条
第
一
項
中
「
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書

（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
五
百
八
十
六
条
第
二
項
第
十
九
号
中
「
主
要
構
造
部
」
を
「
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
ニ
イ
に
規
定
す
る

特
定
主
要
構
造
部
」
に
、
「
建
築
基
準
法
第
二
条
第
九
号
の
三
イ
」
を
「
同
条
第
九
号
の
三
イ
」
に
改
め
る
。

第
六
百
十
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す

る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条

第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
六
百
八
十
九
条
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改

め
る
。第

七
百
一
条
の
十
三
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正

請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
百
一
条
の
六
十
二
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項

に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項

j

を
「
前
条
第
一
項
」
に
改

め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」

に
改
め
る
。

第
七
百
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
中
「
並
び
に
介
護
保
険
法
」
を
「
、
介
護
保
険
法
」
に
改
め
、
「
介
護
納
付
金
」

と
い
う
。
）
」
の
下
に
「
並
び
に
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
よ
る

流
行
初
期
医
療
確
保
拠
出
金
等
」
を
加
え
る
。

第
七
百
二
十
二
条
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
請

求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
二

項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
百
三
十
三
条
の
十
九
第
一
項
中
「
又
は
修
正
申
告
書
」
を
「
、
修
正
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三

項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
同
項
に
」
を
「
前
条
第
一
項
に
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
若
し
く
は
」
を
削
り
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し

た
」
に
改
め
る
。

第
七
百
三
十
四
条
第
四
項
中
「
事
業
所
統
計
」
を
「
経
済
構
造
統
計
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に

改
め
る
。

附
則
第
四
条
第
一
項
第
一
号
及
び
第
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
令
和
五
年
十
二
月
三
十
一
日
」
を
「
令
和
七

年
十
二
月
三
十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
一
項
第
一
号
中
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第
三
項
中
「
同
条

第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
、
同
条
第
五
項
第
一
号
中
「
第
十
九
項
」
を
「
第
二
十
一
項
」
に
改
め
、

同
条
第
七
項
中
「
同
条
第
十
四
項
」
を
「
同
条
第
十
六
項
」
に
改
め
る
。

附
則
第
五
条
の
七
の
次
に
次
の
六
条
を
加
え
る
。

（
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
及
び
市
町
村
民
税
の
特
別
税
額
控
除
）

第
五
条
の
八
道
府
県
は
、
令
和
六
年
度
分
の
個
人
の
道
府
県
民
税
に
限
り
、
道
府
県
民
税
に
係
る
令
和
六
年
度
分

特
別
税
額
控
除
額
を
、
前
年
の
合
計
所
得
金
額
が
千
八
百
五
万
円
以
下
で
あ
る
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
以
下
こ

の
条
か
ら
附
則
第
五
条
の
十
二
ま
で
に
お
い
て
「
特
別
税
額
控
除
対
象
納
税
義
務
者
」
と
い
う
。
）
の
第
三
十
五
条
、

第
三
十
七
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
四
ま
で
、
附
則
第
三
条
の
三
第
二
項
、
附
則
第
五
条
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の

四
の
二
第
一
項
、
附
則
第
五
条
の
五
第
一
項
及
び
附
則
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割

の
額
か
ら
控
除
す
る
。
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令
和
六
年
三
月
三
十
日

御

名

御

璽

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

`~ 
号

§
f第
四
号

8

地
方
税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

2

（
地
方
税
法
の
一
部
改
正
）

第
第
一
条
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

特外号（
 

ヽ
9
v
1―ヽ

1
i

第
一
章
第
四
節
中
第
十
一
条
の
九
を
第
十
一
条
の
十
と
し
、
第
十
一
条
の
八
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
免
れ
た
株
式
会
社
の
役
員
等
の
第
二
次
納
税
義
務
）

第
十
一
条
の
九
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
免
れ
、
又
は
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
還

付
を
受
け
た
株
式
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
が
そ
の
地
方
団
体
の
徴
収
金
を
納
付
し
、
又
は
納
入
し
て
い

な
い
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
株
式
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
に
対
し
滞
納
処
分
を
し
て
も
な
お
そ
の
徴
収

す
べ
き
額
に
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
（
合
資
会
社
に
あ
っ
て
は
、
第
十
一
条
の
二
の
無
限
責
任
社
員
に
対

し
滞
納
処
分
を
し
て
も
な
お
そ
の
徴
収
す
べ
き
額
に
不
足
す
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
は
、
そ
の
偽
り
そ

の
他
不
正
の
行
為
を
し
た
そ
の
株
式
会
社
の
役
員
又
は
そ
の
合
資
会
社
若
し
く
は
合
同
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る

有
限
責
任
社
員
（
そ
の
役
員
又
は
有
限
責
任
社
員
を
判
定
の
基
礎
と
な
る
株
主
又
は
社
員
と
し
て
選
定
し
た
場
合

に
そ
の
株
式
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
が
法
人
税
法
第
六
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
会
社
に
該
当
す
る

場
合
に
お
け
る
そ
の
役
員
又
は
有
限
責
任
社
員
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
特
定
役
員
等
」
と
い
う
。
）
は
、

そ
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
に
よ
り
免
れ
、
若
し
く
は
還
付
を
受
け
た
地
方
団
体
の
徴
収
金
の
額
又
は
そ
の
株

式
会
社
、
合
資
会
社
若
し
く
は
合
同
会
社
の
財
産
の
う
ち
、
そ
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
行
為
が
あ
っ
た
時
以
後
に
、

そ
の
特
定
役
員
等
が
移
転
を
受
け
た
も
の
及
び
そ
の
特
定
役
員
等
が
移
転
を
し
た
も
の
（
そ
の
株
式
会
社
、
合
資

会
社
又
は
合
同
会
社
の
取
引
の
内
容
そ
の
他
の
事
情
を
勘
案
し
て
、
当
該
取
引
の
相
手
方
と
の
間
で
通
常
の
取
引

の
条
件
に
従
つ
て
行
わ
れ
た
と
認
め
ら
れ
る
そ
の
株
式
会
社
、
合
資
会
社
又
は
合
同
会
社
の
各
事
業
年
度
の
収
益

に
係
る
売
上
原
価
、
販
売
費
又
は
一
般
管
理
費
の
額
の
基
因
と
な
る
取
引
そ
の
他
の
政
令
で
定
め
る
取
引
と
し
て

移
転
を
し
た
も
の
を
除
く
。
）
の
価
額
の
い
ず
れ
か
低
い
額
を
限
度
と
し
て
、
当
該
滞
納
に
係
る
地
方
団
体
の
徴
収

金
の
第
二
次
納
税
義
務
を
負
う
。

第
十
六
条
の
四
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
六
月
」
を
「
一
年
」
に
改
め
、
同
条
第
十
二
項
に
後
段
と
し
て

次

の

よ

う

に

加

え

る

。

・

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
項
第
二
号
及
び
第
三
号
中
「
一
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
六
月
」
と
読
み
替
え
る
も
の

と
す
る
。

第
二
十
三
条
第
一
項
第
四
号
イ
及
び
口
中
「
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
及
び
第
十
二
項
」
を
「
第
十
三
項
か
ら
第

十
五
項
ま
で
及
び
第
二
十
三
項
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
二
十
三
項
中
「
法
人
で
、
」
の
下
に
「
当
該
事
業
年
度
の
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
又
は

第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
十
一
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二
十
五
項
ま
で
に
お
い
て

同
じ
。
）
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
又
は
第
百
四
十
四
条
の
十
三
第
十
一
項
に
規
定

す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
次
項
及
び
第
二
十
五
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
若
し
く
は
中
間
期
間
」
に
改
め
、
同
条

第
二
十
六
項
中
「
法
人
に
つ
い
て
、
」
の
下
に
「
当
該
事
業
年
度
の
中
間
期
間
（
同
法
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る

中
間
期
間
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
」
を
加
え
、
「
又
は
中
間
期
間
（
同

法
第
八
十
条
第
五
項
に
規
定
す
る
中
間
期
間
を
い
う
。
次
項
か
ら
第
二
十
九
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
」
を
「
若
し

く
は
中
間
期
間
」
に
改
め
、
同
条
第
二
十
七
項
中
「
開
始
す
る
」
を
「
終
了
す
る
」
に
改
め
る
。

岸

田

文

雄

第
七
十
一
条
の
十
五
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正

請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
」
を
「
前
条
第
一
項
」
に
改
め
、
同
条
第

二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
三
十
六
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更

正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
に
」
を
「
前
条
第
一
項
に
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
十
一
条
の
五
十
六
第
一
項
中
「
納
入
申
告
書
」
の
下
に
「
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更

正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
」
を
加
え
、
「
同
項
に
」
を
「
前
条
第
一
項
に
」
に
改
め
、

同
条
第
二
項
中
「
を
し
た
」
を
「
を
し
、
若
し
く
は
更
正
請
求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
五
第
一
項
第
七
号
中
「
及
び
金
融
経
済
教
育
推
進
機
構
」
を
「
、
金
融
経
済
教
育
推
進
機
構
及
び

脱
炭
素
成
長
型
経
済
構
造
移
行
推
進
機
構
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
二
十
三
第
二
項
中
「
法
人
税
法
」
の
下
に
「
第
二
十
七
条
、
」
を
加
え
、
同
条
第
三
項
第
二
号
中
「
若

し
く
は
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附
則
第
百
三
十
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
附
則
第
九
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
生
活

保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
介
護
扶
助
の
た
め
の
介
護
（
同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
施
設
介
護
の

う
ち
同
条
第
四
項
に
規
定
す
る
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
に
限
る
。
）
」
を
削
り
、
同
項
第
四
号
中
「
若
し
く
は
同
法
」

を
「
又
は
同
法
」
に
改
め
、
「
又
は
健
康
保
険
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
八
十
三
号
）
附

則
第
百
三
十
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
る
同
法
第
二
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
介
護
保
険
法
の
規
定
に
よ
り
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
を
支
給
す
る
こ
と
と
さ
れ
る
被
保
険
者
に
係
る

指
定
介
護
療
養
施
設
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
当
該
施
設
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
額
の
算
定
に
係
る
当
該
指
定
介
護
療
養
施
設

サ
ー
ビ
ス
に
要
す
る
費
用
の
額
と
し
て
同
法
の
規
定
に
よ
り
定
め
る
金
額
に
相
当
す
る
部
分
」
を
削
る
。

第
七
十
二
条
の
四
十
七
第
一
項
中
「
提
出
し
、
又
は
」
を
「
提
出
し
、
」
に
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
又
は
第

二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規
定
す
る
更
正
請
求
書
（
次
項
に
お
い
て
「
更
正
請
求
書
」
と
い
う
。
）
を
提
出
し
た
」

に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
を
し
、
若
し
く
は
」
を
「
を
し
、
」
に
、
「
提
出
し
た
」
を
「
提
出
し
、
若
し
く
は
更
正
請

求
書
を
提
出
し
た
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
七
十
六
中
「
事
業
所
統
計
」
を
「
経
済
構
造
統
計
（
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改

め
る
。第

七
十
二
条
の
七
十
八
第
二
項
第
一
号
中
「
こ
の
項
」
の
下
に
「
及
び
第
七
十
二
条
の
八
十
の
三
」
を
加
え
る
。

第
七
十
二
条
の
八
十
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
を
介
し
て
行
う
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
関
す
る
こ
の
節
の
規
定
の
適

用）

第
七
十
二
条
の
八
十
の
三
消
費
税
法
第
二
条
第
一
項
第
四
号
の
二
に
規
定
す
る
国
外
事
業
者
が
国
内
に
お
い
て
行

う
同
項
第
八
号
の
三
に
規
定
す
る
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
（
同
項
第
八
号
の
四
に
規
定
す
る
事
業
者
向
け
電

気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
」

と
い
う
。
）
が
同
法
第
十
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
デ
ジ
タ
ル
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
を
介
し
て
行
わ
れ
る
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
の
対
価
に
つ
い
て
同
項
に
規
定
す
る
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
特
定
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
」
と
い
う
。
）
を
介
し
て
収
受
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
プ
ラ
ッ

ト
フ
ォ
ー
ム
事
業
者
が
当
該
電
気
通
信
利
用
役
務
の
提
供
を
行
っ
た
も
の
と
み
な
し
て
、
こ
の
節
の
規
定
を
適
用

す
る
。

第
七
十
二
条
の
八
十
八
第
一
項
中
「
第
三
項
並
び
に
第
七
十
二
条
の
九
十
三
第
二
項
及
び
第
四
項
」
を
「
以
下
こ

の
款
」
に
改
め
る
。

第
七
十
二
条
の
九
十
五
第
一
項
第
二
号
中
「
又
は
」
を
「
若
し
く
は
」
に
、
「
還
付
」
を
「
還
付
を
受
け
、
又
は
第

七
十
二
条
の
九
十
三
第
一
項
若
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
に
よ
る
還
付
（
更
正
の
請
求
に
基
づ
く
更
正
に

よ
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中
「
申
告
書
」
を
「
申
告
書
又
は
第
二
十
条
の
九
の
三
第
三
項
に
規

定
す
る
更
正
請
求
書
（
第
七
十
二
条
の
九
十
三
第
一
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
更
正
に
よ
る
還
付
の
う
ち
譲
渡

割
の
中
間
納
付
額
に
係
る
も
の
以
外
の
も
の
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
に
、
「
者
に
係
る
も
の
」
を
「
場

合
」
に
改
め
る
。
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議案第45号 ］ 
茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災

害補償に関する条例の一部を改正する条例について

1 提案の理由

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の

改正に伴い、学校医等の公務災害に対する介護補償の額及び休業補償等の額の算定の基

礎となる補償基礎額を改めるため提案する。

2 根拠法規

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律（昭和 3

2年法律第 14 3号）第 4条第 1項

3 条例の概要

(1) 介護補償の額を引き上げることとした。（第 12条関係）

(2) 休業補償等の額の算定の基礎となる補償基礎額を引き上げることとした。（別表関

係）

(3) 規定を整備することとした。（第 8条関係）

(4) この条例は、公布の日から施行することとし、所要の経過措置を設けることとした。
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茅
ヶ

崎
市

立
小

学
校

及
び

中
学

校
の

学
校

医
、

学
校

歯
科

医
及

び
学

校
薬

剤
師

の
公

務
災

害
補

償
に

関
す

る
条

例
の

一
部

を
改

正
す

る
条

例
新

旧
対

照
表

改
正

後
改

正
前

（
補
償
基
礎
額
）

I
 （

補
償
基
礎
額
）

第
3
条

補
償

は
、

療
養

補
償

及
び

介
護

補
償

を
除

き
、

補
償

基
礎

額
を

基
礎

と
し

て
行

第
3
条

補
償

は
、

療
養

補
償

及
び

介
護

補
償

を
除

き
、

補
償

基
礎

額
を

基
礎

と
し

て
行

う
も
の
と
す
る
。

2
 
前

項
の

補
償

基
礎

額
は

、
死

亡
若

し
く

は
負

傷
の

原
因

で
あ

る
事

故
が

発
生

し
た

日

又
は

診
断

に
よ

っ
て

死
亡

の
原

因
で

あ
る

疾
病

の
発

生
が

確
定

し
た

日
若

し
く

は
診

断

に
よ

っ
て

疾
病

の
発

生
が

確
定

し
た

日
（

附
則

第
1
2
項

及
び

第
1

3
項

に
お

い
て

単

に
「

事
故

発
生

日
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

該
学

校
医

等
の

そ
れ

ぞ
れ

医
師

、
歯

科

医
師

又
は

薬
剤

師
と

し
て

の
経

験
年

数
（

第
1
8
条

第
2
項

第
2
号

に
お

い
て

単
に

「

経
験

年
数

」
と

い
う

。
）

に
応

じ
て

、
別

表
に

定
め

る
額

と
す

る
。

3
略

4
略 （
休
業
補
償
）

第
8
条

学
校

医
等

が
公

務
上

負
傷

し
、

又
は

疾
病

に
か

か
り

、
療

養
の

た
め

勤
務

そ
の

他
の

業
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
給

与
そ

の
他

の
業

務
上

の

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

当
該

学
校

医
等

に
対

し
て

、
休

業
補

償
と

し

て
、

そ
の

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

期
間

、
1
日

に
つ

き
、

補
償

基
礎

額
の

1
0
 

0
分

の
6

0
に

相
当

す
る

金
額

を
支

給
す

る
。

た
だ

し
、

刑
事

施
設

、
労

役
場

そ
の

他

こ
れ

ら
に

準
ず

る
施

設
に

拘
禁

さ
れ

て
い

る
場

合
（

教
育

委
員

会
規

則
で

定
め

る
場

合

に
限

る
。

）
に

は
、

そ
の

拘
禁

さ
れ

て
い

る
期

間
に

つ
い

て
は

、
休

業
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

（
介
護
補
償
）

第
1
2
条

略

2
 
介

護
補

償
は

、
月

を
単

位
と

し
て

行
う

も
の

と
し

、
そ

の
額

は
、

1
月

に
つ

き
、

次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額

と
す

る
。

(1
)

介
護

補
償

に
係

る
障

害
（

障
害

の
程

度
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

月
に

お

け
る

最
初

の
変

更
の

前
の

障
害

。
第

3
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
常

時
介

護
を

要
す

る
程

度
の

障
害

と
し

て
教

育
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
該

当
す

る
場

合
（

次
号

う
も
の
と
す
る
。

2
 
前

項
の

補
償

基
礎

額
は

、
死

亡
若

し
く

は
負

傷
の

原
因

で
あ

る
事

故
が

発
生

し
た

日

又
は

診
断

に
よ

っ
て

死
亡

の
原

因
で

あ
る

疾
病

の
発

生
が

確
定

し
た

日
若

し
く

は
診

断

に
よ

っ
て

疾
病

の
発

生
が

確
定

し
た

日
（

附
則

第
1

2
項

及
び

第
1

3
項

に
お

い
て

単

に
「

事
故

発
生

日
」

と
い

う
。

）
に

お
け

る
当

該
学

校
医

等
の

そ
れ

ぞ
れ

医
師

、
歯

科

医
師

又
は

薬
剤

師
と

し
て

の
経

験
年

数
（

第
1
8
条

第
2
項

第
2
号

に
お

い
て

単
に

「

経
験

年
数

」
と

い
う

。
）

に
応

じ
て

、
別

表
に

定
め

る
額

と
す

る
。

3
略

4
略 （
休
業
補
償
）

第
8
条

学
校

医
等

が
公

務
上

負
傷

し
、

又
は

疾
病

に
か

か
り

、
療

養
の

た
め

勤
務

そ
の

他
の

業
務

に
従

事
す

る
こ

と
が

で
き

な
い

場
合

に
お

い
て

、
給

与
そ

の
他

の
業

務
上

の

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

と
き

は
、

当
該

学
校

医
等

に
対

し
て

、
休

業
補

償
と

し

て
、

そ
の

収
入

を
得

る
こ

と
が

で
き

な
い

期
間

、
1

日
に

つ
き

、
補

償
基

礎
額

の
1
0
 

0
分

の
6
0
に

相
当

す
る

金
額

を
支

給
す

る
。

た
だ

し
、

次
に

掲
げ

る
場

合

（
教

育
委

員
会

規
則

で
定

め
る

場
合

に
限

る
。

）
に

は
、

そ
の

拘
禁

さ
れ

、
又

は
収

容
さ

れ
て

い
る

期
間

に
つ

い
て

は
、

休

業
補
償
は
、
行
わ
な
い
。

旦
L

刑
事

施
設

、
労

役
場

そ
の

他
こ

れ
ら

に
準

ず
る

施
設

に
拘

禁
さ

れ
て

い
る

場
合

塩
婦

人
補

導
院

そ
の

他
こ

れ
に

準
ず

る
施

設
に

収
容

さ
れ

て
い

る
場

合

（
介
護
補
償
）

第
1
2
条

略

2
 
介

護
補

償
は

、
月

を
単

位
と

し
て

行
う

も
の

と
し

、
そ

の
額

は
、

1
月

に
つ

き
、

次

の
各

号
に

掲
げ

る
区

分
に

応
じ

、
そ

れ
ぞ

れ
当

該
各

号
に

定
め

る
額

と
す

る
。

(1
)

介
護

補
償

に
係

る
障

害
（

障
害

の
程

度
に

変
更

が
あ

っ
た

場
合

は
、

そ
の

月
に

お

け
る

最
初

の
変

更
の

前
の

障
害

。
第

3
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

が
常

時
介

護
を

要
す

る
程

度
の

障
害

と
し

て
教

育
委

員
会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
該

当
す

る
場

合
（

次
号
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に
お

い
て

「
常

時
介

護
を

要
す

る
場

合
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き
（

同
号

に
掲

げ
る

と
き

を
除
く
。
）

そ
の

月
に

お
け

る
介

護
に

要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ

た
額

（
そ

の
額
が

1
7
7
,

9
5

0
円
を
超
え
る
と
き
は
、

1
7
7
,
 
9

5
0
円）

(2
)

常
時

介
護

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
月

（
新

た
に

介
護

補
償

を
行

う
べ

き

事
由

が
生

じ
た

月
を

除
く

。
以

下
こ

の
号

及
び

第
4
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
親

族

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

者
に

よ
る

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

（
そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用
を

支
出

し
て

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

に
あ

っ
て

は
、

当
該

介
護

に
要

す
る

費
用

と
し

て
支

出
さ

れ
た

額
が

8
1
,

2
9

0
円

以
下

で
あ

る
と

き
に

限

る
。
）

8
1
,

2
9

0
円

(3
)

介
護

補
償

に
係

る
障

害
が

随
時

介
護

を
要

す
る

程
度

の
障

害
と

し
て

教
育

委
員

会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
該

当
す

る
場

合
（

次
号

に
お

い
て

「
随

時
介

護
を

要
す

る
場

合
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き
（

同
号

に
掲

げ
る

と
き

を
除

く
。

）
そ

の
月

に
お

け
る

介

護
に

要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ

た
額

（
そ

の
額

が
8
8
,

9
8

0
円
を
超
え
る

と
き
は
、

8
8
,
 
9

8
0
円）

(4
)

随
時

介
護

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
月

に
親

族
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

に

よ
る

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

（
そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用
を

支
出

し
て

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

に
あ

っ
て

は
、

当
該

介
護

に
要

す
る

費
用

と
し

て
支

出
さ

れ
た

額
が

4
0
,
 
6

 Q
_
Q
円
以
下
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）

4
 0
,
 
6
 0

 0
 

旦
別

表
（

第
3
条
関
係
）

補
償

基
礎

額
表

医
師

、
歯

科
医

師
又

5
年

未
5
年

以
1
 0
年

1
 5
年

2
 0
年

2
 5
年

は
薬

剤
師

と
し

て
の

満
上

1
0

 
以
上

1
以
上

2
以
上

2
以

上

経
験

年
数

年
末

満
5
年

未
0
年

未
5
年

未

満
満

満

学
校

医
及

び
学

校
歯

円
円

円
円

円
円

科
医

の
補

償
基

礎
額

6
,
 
6

 
8
,
 
2

 
9
,
 
7
 

1
 0
,
 

1
 1
,
 

1
 2
,
 

1
 8

 
8

 3
 

9
 5

 
9
 2

 3
 

7
 1

 8
 

4
 3

 8
 

に
お

い
て

「
常

時
介

護
を

要
す

る
場

合
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
H
が

あ
る

と
き

（
同

号
に

掲
げ

る
と

き

を
除
く
。
）

そ
の

月
に

お
け

る
介

護
に

要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ

た
額

（
そ

の
額
が

1
7
 2
,
 

5
 5

 0
円
を
超
え
る
と
き
は
、

1
7
2
,
 
5

5
0
円）

(2
)

常
時

介
護

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
月

（
新

た
に

介
護

補
償

を
行

う
べ

き

事
由

が
生

じ
た

月
を

除
く

。
以

下
こ

の
号

及
び

第
4
号

に
お

い
て

同
じ

。
）

に
親

族

又
は

こ
れ

に
準

ず
る

者
に

よ
る

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

（
そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用
を

支
出

し
て

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

に
あ

っ
て

は
、

当
該

介
護

に
要

す
る

費
用

と
し

て
支

出
さ

れ
た

額
が

上
工

1
8
 9

 0
円

以
下

で
あ

る
と

き
に

限

る
。
）

7
7
,

8
9

0
円

(3
)

介
護

補
償

に
係

る
障

害
が

随
時

介
護

を
要

す
る

程
度

の
障

害
と

し
て

教
育

委
員

会

規
則

で
定

め
る

も
の

に
該

当
す

る
場

合
（

次
号

に
お

い
て

「
随

時
介

護
を

要
す

る
場

合
」

と
い

う
。

）
に

お
い

て
、

そ
の

月
に

介
護

に
要

す
る

費
用

を
支

出
し

て
介

護
を

受
け

た
日

が
あ

る
と

き
（

同
号

に
掲

げ
る

と
き

を
除

く
。

）
そ

の
月

に
お

け
る

介

護
に

要
す

る
費

用
と

し
て

支
出

さ
れ

た
額

（
そ

の
額

が
8
6
,

2
8

0
円
を
超
え
る

と
き
は
、

8
6
,

2
8

0
円）

(4
)

随
時

介
護

を
要

す
る

場
合

に
お

い
て

、
そ

の
月

に
親

族
又

は
こ

れ
に

準
ず

る
者

に

よ
る

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

（
そ

の
月

に
介

護
に

要
す

る
費

用
を

支
出

し
て

介
護

を
受

け
た

日
が

あ
る

と
き

に
あ

っ
て

は
、

当
該

介
護

に
要

す
る

費
用

と
し

て
支

出
さ
れ
た
額
が
旦
旦
」

9
 0
_
0
円
以
下
で
あ
る
と
き
に
限
る
。
）

3
 8
,
 
9
 0

 0
 

旦
別

表
（

第
3
条
関
係
）

補
償

基
礎

額
表

医
師

、
歯

科
医

師
又

5
年

末
5
年
以

1
 0
年

1
 5
年

2
 0
年

2
 5
年

は
薬

剤
師

と
し

て
の

満
上

1
0
 
以
上

1
以
上

2
以
上

2
以
上

経
験

年
数

年
未

満
5
年

未
0
年

未
5
年

未

満
満

満

学
校

医
及

び
学

校
歯

円
円

円
円

円
円

科
医

の
補

償
基

礎
額

6
,
 
3
 

8
,
 
0
 

9
,
 

6
 

1
 0
,
 

1
 1
,
 

1
 2
,
 

4
0

 
8
 5

 
4

0
 

8
 1

 0
 

6
 4

 5
 

3
 8

 8
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学
校

薬
剤

師
の

補
償

1
5
,
 

5
 

6
,
 
4
 |

 
7
,
 
0
 

8
,
 
0
 

8
,
 
9
 

9
,
 
3
 

基
礎

額
6

 8
 

7
 0

 
3
 8

 
9
 3

 
|

 
5
 0

 
9
 8

 

学
校

薬
剤

師
の

補
償

1
5
,
 

3
|
 6
,
 
3

 
6
,
 
9

 
8
,
 
0

 
8
,
 
9

 
9
,
 

3
 

基
礎

額
4

 0
 

1
 0
 

2
 5

 
1

 2
 8

 
0

 8
 
|
 

7
 0
 

備
考

略
備

考
略
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茅ヶ崎市立小学校及び中学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関

する条例の一部を改正する条例参照条文

0公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律

（補償の範囲、金額、支給方法等）

第四条 前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基

準に従い、地方公共団体の条例で定める。

旦 前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法（昭和二十六年

法律第百九十一号）の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯

科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師

としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法により行われる同種の補償と、おおむね同程

度のものとなるようにこれを定めなければならない，

0公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令（

公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令の

一部を改正する政令（令和 6年政令第 10 8号）の規定による改正前のもの）

（休業補償）

第四条 休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に

従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当

該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十

に相当する金額を支給して行うものとする。ただし、刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設

に拘禁されている場合（文部科学省令で定める場合に限る。）には、その拘禁されている期間につ

いては、休業補償は、行わない。

（介護補償）

第六条の二 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又

は障害補償の補償の事由となった障害であって文部科学省令で定める障害に該当するものにより、

常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医

等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、

次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

ー 病院又は診療所に入院している場合

二 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成十七年法律第百二十三号

）第五条第十一項に規定する障害者支援施設（次号において「障害者支援施設」という。）に入

所している場合（同条第七項に規定する生活介護（同号において「生活介護」という。）を受け

ている場合に限る。）

三 障害者支援施設（生活介護を行うものに限る。）に準ずる施設として文部科学大臣が定めるも

のに入所している場合

旦介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応

じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

ニ介護補償に係る障害（障害の程度に変更があった場合は、その月における最初の変更の前の障

害。第三号において同じ。）が常時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに

該当する場合（次号において「常時介護を要する場合」という。）において、その月に介護に要

する費用を支出して介護を受けた日があるとき（同号に掲げるときを除く。） その月における

介護に要する費用として支出された額（その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万

二千五百五十円）

二 常時介護を要する場合において、その月（新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。

以下この号及び第四号において同じ。）に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日がある

とき（その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護に

要する費用として支出された額が七万七千八百九十円以下である場合に限る。） 七万七千八百

九十円

一 介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として文部科学省令で定めるものに該当す
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る場合（次号において「随時介護を要する場合」という。）において、その月に介護に要する費

用を支出して介護を受けた日があるとき（同号に掲げるときを除く。） その月における介護に

要する費用として支出された額（その額が八万六千二百八十円を超えるときは、］＼万六千二百八

十円）

阻 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があ

るとき（その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあっては、当該介護

に要する費用として支出された額が三万八千九百円以下であるときに限る。） 三万八千九百円
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令
和
六
年
一
云
一
月
二
十
九
日

御

名

御

璽

岸

田

文

雄

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改
正
す

る
政
令
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

内
閣
総
理
大
臣

政
令
第
百
八
号

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
を
改

正
す
る
政
令

内
閣
は
、
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二

年
法
律
第
百
四
十
三
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
三
十
二
年

政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
第
二
項
第
一
号
中
「
十
七
万
二
千
五
百
五
十
円
」
を
「
十
七
万
七
千
九
百
五
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第

二
号
中
「
七
万
七
千
八
百
九
十
円
」
を
「
八
万
千
二
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
一
＿
一
号
中
「
八
万
六
千
二
百
八
十
円
」

を
「
八
万
八
千
九
百
八
十
円
」
に
改
め
、
同
項
第
四
号
中
「
三
万
八
千
九
百
円
」
を
「
四
万
六
百
円
」
に
改
め
る
。

別
表
学
校
医
及
び
学
校
歯
科
医
の
補
償
基
礎
額
の
項
中
「
六
、
三
四

0
円
」
を
「
六
、
六
一
八
円
]
に
‘
「
八
、

0
八

五
円
l

を
「
八
、
二
八
三
円
」
に
、
「
九
、
六
四

0
円
」
を
「
九
、
七
九
五
円
」
に
、
「
一

0
、
八
一

0
円
」
を
「
一

0
、

九
―
―
―
二
円
」
に
、
「
―
-
、
六
四
五
円
」
を
「
―
-
、
七
一
八
円
」
に
、
「
―
二
、
一
＿
一
八
八
円
」
を
「
一
―
-
、
四
三
八
円
」

に
改
め
、
同
表
学
校
薬
剤
師
の
補
償
基
礎
額
の
項
中
「
五
、
三
四

0
円
」
を
「
五
、
五
六
八
円
」
に
、
「
六
‘
-
―
二

0
円」

を
「
六
、
四
七

0
円
」
に
、
「
六
、
九
二
五
円
」
を
「
七
、

0
1
―
一
八
円
」
に
、
「
八
、

0
二
八
円
」
を
「
八
、

0
九
三
円
」

に
、
「
八
、
九

0
八
円
」
を
「
八
、
九
五

0
円
」
に
、
「
九
、
一
＿
一
七

0
円
」
を
「
九
、
三
九
八
円
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

1

こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、

公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

文
部
科
学
大
臣
盛
山
正
仁

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

（
経
過
措
置
）

2

改
正
後
の
第
六
条
の
二
第
一
一
項
の
規
定
は
、
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補

償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3

改
正
後
の
別
表
の
規
定
は
、
令
和
五
年
四
月
―

H
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
公
務
災
害
補
償
並
び
に
同

日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
傷
病
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
及
び
遣
族
補
償
年
金
で
同
日
以
後
の
期
間
に

つ
い
て
支
給
す
べ
き
も
の
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、
そ
の
他
の
公
務
災
害
補
償
の
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て

は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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（
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
条
石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
八
条
中
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
十
八
号
と
し
、
第
二
十
号
か
ら
第
一
二
十
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り

上
げ
る
。

（
更
生
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
一
条
更
生
保
護
法
施
行
令
（
平
成
二
十
年
政
令
第
百
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
の
二
中
「
（
売
春
防
止
法
第
二
十
八
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
」
を
削
る
。

第
八
条
の
表
五
の
項
二
及
び
ホ
を
削
る
。

（
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
二
条
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
二
十
二
年
政
令
第
百
三
十
五
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
十
四
条
第
一
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
、
同

条
第
四
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
の
長
又
は
婦
人
補
導
院
の
長
」
を
「
又
は
少
年
鑑
別
所
の
長
」
に
改
め
る
。

第
六
十
九
条
第
四
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
、
婦
人
補
導
院
の
長
l

を
削
る
。

第
七
十
条
第
一
項
中
「
及
び
第
一
二
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
一
二
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
百
―
―
一
条
第
一
項
の
表
第
六
十
四
条
第
一
項
の
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は

少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

（
法
務
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
三
条
法
務
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
四
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
一
号
中
「
、
補
導
処
分

j

を
削
る
。

第
七
条
第
三
号
中
「
、
少
年
院
又
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
又
は
少
年
院
」
に
改
め
る
。

第
三
十
五
条
第
一
＿
一
号
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

第
一
子
一
十
六
条
第
一
号
中
「
、
拘
置
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
拘
置
所
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
二
号
中
「
、
少
年
院
又
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
又
は
少
年
院
]
に
改
め
る
。

（
厚
生
労
働
省
組
織
令
の
一
部
改
正
）

第
二
十
四
条
厚
生
労
働
省
組
織
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
二
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
一
条
第
一
項
第
七
号
及
び
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

七
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
規
定
に
よ
る
困

難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
支
援
に
関
す
る
こ
と
。

八
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
の

規
定
に
よ
る
被
害
者
の
保
護
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る

法
律
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
相
談
支
援
員
及
び
同
法
第
十
―
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支

援
施
設
の
行
う
も
の
に
限
る
。
第
百
一
条
第
九
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
関
す
る
こ
と
。

第
百
一
条
第
八
号
中
「
要
保
護
女
子
の
保
護
更
生
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律

の
規
定
に
よ
る
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
支
援
」
に
改
め
、
同
条
第
九
号
中
「
（
婦
人
相
談
所
、
婦
人
相
談
員
及

び
婦
人
保
護
施
設
の
行
う
も
の
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

ー

ー

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
政
令
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

第
二
条
こ
の
政
令
の
施
行
の
日
（
次
条
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
現
に
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退

職
手
当
共
済
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
百
五
十
五
号
）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
成
立
し
て
い
る
同
法
第
二

条
第
九
項
に
規
定
す
る
退
職
手
当
共
済
契
約
（
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
条
に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）

第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立

支
援
施
設
に
係
る
退
職
手
当
共
済
契
約
と
み
な
す
。

（
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経

過
措
置
）

第
三
条
施
行
日
前
に
行
わ
れ
た
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
一
―
―
十
六
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
犯
罪
行
為
に
よ
る
死
亡
又
は
同
条
第
六
項
に
規

定
す
る
障
害
を
原
因
と
す
る
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
に
つ
い
て
は
、
第
十
六
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
犯
罪
被
害
者
等
給
付
金
の
支
給
等
に
よ
る
犯
罪
被
害
者
等
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
三
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
更
生
保
護
法
施
行
令
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
囮
）

第
四
条
第
一
―
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
更
生
保
護
法
施
行
令
第
八
条
の
表
五
の
項
二
及
び
ホ
に
掲
げ
る
記
録

の
保
存
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

内
閣
総
理
大
臣
岸
田
文
雄

総

務

大

臣

松

本

剛

明

法

務

大

臣

齋

藤

健

財
務
大
臣
鈴
木
俊
一

文
部
科
学
大
臣
永
岡
桂
子

厚
生
労
働
大
臣
加
藤
勝
信

国
土
交
通
大
臣
斉
藤
鉄
夫

環

境

大

臣

西

村

明

宏
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御

名

御

璽

岸
田

文
雄

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
を
こ
こ
に

公
布
す
る
。

令
和
五
年
四
月
七
日

内
閣
総
理
大
臣

号54
一
政
令
第
口
い
＂
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関
係
政
令
の
整
備
に
関
す
る
政
令
一

内
閣
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行
に
伴
い
、

，
 

及
び
関
係
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

第

（
予
算
決
算
及
び
会
計
令
の
一
部
改
正
）

第
一
条
予
算
決
算
及
び
会
計
令
（
昭
和
二
十
二
年
勅
令
第
百
六
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
一
条
第
九
号
中
「
、
少
年
院
法
」
を
「
及
び
少
年
院
法
」
に
改
め
、
「
及
び
婦
人
補
導
院
法
（
昭
和
三
十
三

年
法
律
第
十
七
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
賞
与
金
」
を
削
り
、
同
条
第
九
号
の
二
中
「
、
少
年
院
法
」
を
「
又
は

少
年
院
法
」
に
改
め
、
「
又
は
婦
人
補
導
院
法
第
十
二
条
」
を
削
り
、
同
条
第
十
号
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補

導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

第
五
十
三
条
第
四
号
中
「
、
少
年
院
法
」
を
「
及
び
少
年
院
法
」
に
改
め
、
「
及
び
婦
人
補
導
院
法
第
四
条
の
規
定

に
よ
る
賞
与
金
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
の
二
中
「
、
少
年
院
法
」
を
「
又
は
少
年
院
法
」
に
改
め
、
「
又
は
婦
人
補

導
院
法
第
十
二
条
」
を
削
る
。

（
医
療
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条
医
療
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
三
年
政
令
第
三
百
二
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
又
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
又
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

（
公
職
選
挙
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条
公
職
選
挙
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
八
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
条
第
一
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
、
同
条

第
四
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
の
長
又
は
婦
人
補
導
院
の
長
」
を
「
又
は
少
年
鑑
別
所
の
長
」
に
改
め
る
。

第
五
十
五
条
第
四
項
第
五
号
を
削
り
、
同
条
第
九
項
中
「
、
婦
人
補
導
院
の
長
」
を
削
る
。

第
五
十
六
条
第
一
項
中
「
及
び
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
」
を
「
、
第
三
号
及
び
第
四
号
」
に
改
め
る
。

第
六
十
五
条
の
十
三
第
一
項
の
表
第
五
十
条
第
一
項
の
項
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若

し
く
は
少
年
鑑
別
所
」
に
改
め
る
。

（
建
築
基
準
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
第
一
項
中
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

（
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条
土
地
区
画
整
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
年
政
令
第
四
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
十
八
条
第
五
項
中
「
、
婦
人
補
導
院
」
を
削
る
。

（
物
品
管
理
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
六
条
物
品
管
理
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令
第
三
百
三
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
十
一
条
第
二
号
中
「
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
を
「
又
は
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
」
に
改

め
、
「
又
は
婦
人
補
導
院
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
第
十
三
条
」
を
削
る
。

（
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
の
一
部
改
正
）

第
七
条
公
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
の
基
準
を
定
め
る
政
令
（
昭
和
―
―

十
二
年
政
令
第
二
百
八
十
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
た
だ
し
書
中
「
次
に
掲
げ
る
」
を
「
刑
事
施
設
、
労
役
場
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず
る
施
設
に
拘
禁
さ
れ
て

い
る
」
に
改
め
、
「
、
又
は
収
容
さ
れ
」
を
削
り
、
同
条
各
号
を
削
る
。

（
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
八
条
国
家
公
務
員
宿
舎
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
四
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
一
項
第
一
号
口
及
び
第
九
条
第
一
号
口
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別

所
」
に
改
め
る
。

（
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
九
条
社
会
福
祉
施
設
職
員
等
退
職
手
当
共
済
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
六
年
政
令
第
二
百
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
一
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
’
年
法
律
第
百
十
八
号
）
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
困

難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、
「
要
保
護
女
子
の
収
容
保
護
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
」
に
、
「
第
三
十
八
条

第
一
項
第
四
号
」
を
「
第
二
十
条
第
一
項
第
五
号
」
に
改
め
る
。

（
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
条
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
三
百
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
す
る
。

附
則
第
五
十
三
条
の
十
四
の
六
第
二
項
第
四
号
中
「
売
春
防
止
法
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
附
則
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
」
に
改
め
る
。

（
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
の
一
部
改
正
）

じ
ん

第
十
一
条
激
甚
災
害
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
の
財
政
援
助
等
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
七
年
政
令
第
四

百
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
二
条
第
一
項
第
一
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
」
を
「
困
難
な

問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
」
に
、
「
設
置
し

た
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
設
置
し
た
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、
「
収
容
保
護
」
を
「
同
項
に
規
定
す
る
自
立
支
援
」

に
、
「
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、
「
、
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
、
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
、

「
被
災
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
被
災
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
及
び
同
条
第
二
項
中
「
被
災
婦

人
保
護
施
設
」
を
「
被
災
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。

（
豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特
別
措
置

法

施

行

令

の

一

部

改

正

）

，

第
十
二
条
豪
雪
に
際
し
て
地
方
公
共
団
体
が
行
な
う
公
共
の
施
設
の
除
雪
事
業
に
要
す
る
費
用
の
補
助
に
関
す
る
特

別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
三
百
八
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

八
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項

に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設

（
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
活
動
火
山
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
三
年
政
令
第
二
百
七
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
五
条
第
二
号
中
「
、
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護

施
設
」
を
削
り
、
「
又
は
障
害
者
支
援
施
設
」
を
「
、
障
害
者
支
援
施
設
又
は
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
」
に
改
め
る
。
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（
準
備
行
為
）

第
三
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
前
に
お
い
て
も
、
第
七
条
第
一

項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
基
本
方
針
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労

働
大
臣
は
、
同
条
第
四
項
の
規
定
の
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

前
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
た
基
本
方
針
は
、
施
行
日
に
お
い
て
、
第
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項

ま
で
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
さ
れ
た
基
本
方
針
と
み
な
す
。

ア

の

＂

第
四
条
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目

次

中

「

翌

口

翡

瞑

竺

聾

臼

胃

1
戸
翌
麟
｝
を
「
附
則
」
に
改
め
る
。

第
一
条
中
「
か
ん
が
み
」
を
「
鑑
み
」
に
改
め
、
「
と
と
も
に
、
性
行
又
は
環
境
に
照
し
て
売
春
を
行
う
お
そ
れ
の

あ
る
女
子
に
対
す
る
補
導
処
分
及
び
保
護
更
生
の
措
置
を
講
ず
る
」
を
削
る
。

第
三
章
及
び
第
四
章
を
削
る
。

t
 

第
五
条
政
府
は
、
前
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
売
春
防
止
法
（
以
下
「
旧
売
春
防
止
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の

規
定
に
よ
り
補
導
処
分
に
付
さ
れ
た
者
で
あ
っ
て
、
施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
（
附
則
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止

前
の
婦
人
補
導
院
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号
。
附
則
第
十
一
条
に
お
い
て
「
旧
婦
人
補
導
院
法
」
と
い
う
。
）

第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
補
導
院
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
か
ら
退
院
し
、
又
は
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
条
の

規
定
に
よ
り
補
導
処
分
の
執
行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
者
以
外
の
も
の
が
、
施
行
日
以
後
に
お
い
て
必
要

に
応
じ
て
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
の
者
に
対
す
る
当
該
支
援
に
関
す
る
情
報

の
提
供
、
関
係
機
関
の
連
携
を
図
る
た
め
の
措
置
そ
の
他
の
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

第
六
条
前
条
の
者
で
あ
っ
て
施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
に
収
容
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
時

に
お
い
て
刑
の
執
行
猶
予
の
期
間
を
経
過
し
た
も
の
と
み
な
す
。

2

旧
売
春
防
止
法
第
五
条
の
罪
と
他
の
罪
と
に
つ
き
懲
役
又
は
禁
錮
に
処
せ
ら
れ
、
旧
売
春
防
止
法
第
十
七
条
の
規

定
に
よ
り
補
導
処
分
に
付
さ
れ
た
者
に
つ
い
て
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
五
十
四
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
旧
売
春
防
止
法
第
五
条
の
罪
の
刑
に
よ
っ
て
処
断
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
前
項
の
規
定
を
適
用
し
な

第
七
条
施
行
日
前
に
婦
人
補
導
院
か
ら
退
院
し
た
者
及
び
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
条
の
規
定
に
よ
り
補
導
処
分
の
執

行
を
受
け
終
わ
っ
た
も
の
と
さ
れ
た
者
に
係
る
更
生
緊
急
保
護
（
更
生
保
護
法
（
平
成
十
九
年
法
律
第
八
十
八
号
）

第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
更
生
緊
急
保
護
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
刑
執
行
終
了
者
等
に
対
す

る
援
助
（
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
更
生
保
護
法
第
八
十
八
条
の
二
に
規

定
す
る
援
助
を
い
う
。
同
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
た
だ
し
、
更
生
保
護
法
第

八
十
六
条
第
三
項
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2

前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
係
る
更
生
緊
急
保
護
及
び
刑
執
行
終
了
者
等
に
対
す
る
援
助
に
つ
い
て
は
、
前
項

に
規
定
す
る
者
の
例
に
よ
る
。

（
婦
人
相
談
所
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

第
八
条
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
相
談
所
は
、
女

性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
同
条
第
三

項
第
三
号
の
一
時
保
護
及
び
そ
の
委
託
は
、
第
九
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
同
条
第
三
項
第
二
号
の
一
時

保
護
及
び
そ
の
委
託
と
み
な
す
。

2

こ
の
法
律
の
施
行
後
に
行
わ
れ
る
女
性
相
談
支
援
員
の
任
用
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
旧
売

春
防
止
法
第
三
十
五
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
婦
人
相
談
員
を
委
嘱
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
第

十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
人
材
と
し
て
、
そ
の
登
用
に
特
に
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
存
す
る
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
六
条
に
規
定
す
る
婦
人
保
護
施
設
は
、
女
性
自
立
支

援
施
設
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
行
わ
れ
て
い
る
同
条
の
収
容
保
護
及
び
そ

の
委
託
は
、
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
行
わ
れ
る
自
立
支
援
及
び
そ
の
委
託
と
み
な
す
。

（
旧
売
春
防
止
法
に
規
定
す
る
費
用
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
九
条
施
行
日
前
に
行
わ
れ
、
又
は
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
八
条
に
規
定
す
る
費
用
に
つ

い
て
の
都
道
府
県
及
び
市
の
支
弁
並
び
に
国
の
負
担
及
び
補
助
並
び
に
旧
売
春
防
止
法
第
三
十
九
条
に
規
定
す
る
費

用
に
つ
い
て
の
都
道
府
県
の
補
助
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

（
婦
人
補
導
院
法
の
廃
止
）

第
十
条
婦
人
補
導
院
法
は
、
廃
止
す
る
。

（
婦
人
補
導
院
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
＿
条
旧
婦
人
補
導
院
法
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
手
当
金
の
支
給
及
び
旧
婦
人
補
導
院
法
第
十
九
条
の
規
定
に

よ
る
遺
留
金
品
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
に
関
す
る
事
務
は
、

法
務
省
令
で
定
め
る
法
務
省
の
職
員
が
行
う
も
の
と
す
る
。

（
地
方
自
治
法
の
一
部
改
正
）

第
十
二
条
地
方
自
治
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
の
項
を
削
る
。

（
児
童
福
祉
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条
児
童
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
三
条
第
四
項
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
第
三
十
六
条
の
二
」
を
「
困
難
な

問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
第
十
条
」
に
改
め
る
。

（
地
方
財
政
法
及
び
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
四
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
婦
人
相
談
所
」
を
「
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
」
に
改
め
る
。

一
地
方
財
政
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
号
）
第
十
条
第
十
号

ニ
ス
ト
ー
カ
ー
行
為
等
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
八
十
一
号
）
第
九
条
第
一
項

（
公
職
選
挙
法
及
び
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
五
条
次
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
中
「
、
少
年
鑑
別
所
若
し
く
は
婦
人
補
導
院
」
を
「
若
し
く
は
少
年
鑑
別
所
」

に
改
め
る
。

一
公
職
選
挙
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
号
）
第
四
十
八
条
の
二
第
一
項
第
三
号

二
日
本
国
憲
法
の
改
正
手
続
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
六
十
条
第
一
項
第
三
号

（
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
の
一
部
改
正
）

第
十
六
条
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害
者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
六
条
中
「
、
少
年
鑑
別
所
及
び
婦
人
補
導
院
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
」
に
、
「
疑
」
を
「
疑
い
」
に
、
「
左

の
」
を
「
次
の
」
に
改
め
る
。

第
四
十
三
条
第
一
項
中
「
行
な
い
I

を
「
行
い
」
に
改
め
、
「
若
し
く
は
補
導
処
分
」
を
削
る
。

（
電
波
法
の
一
部
改
正
）

第
十
七
条
電
波
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
三
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
百
三
条
の
二
第
十
四
項
第
三
号
中
「
、
少
年
鑑
別
所
法
」
を
「
及
び
少
年
鑑
別
所
法
」
に
改
め
、
「
及
び
婦
人
補

導
院
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
十
七
号
）
第
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
婦
人
補
導
院
」
を
削
る
。

（
社
会
福
祉
法
の
一
部
改
正
）
Cf

第
十
八
条
社
会
福
祉
法
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
第
六
号
中
「
売
春
防
止
法
（
昭
和
三
十
一
年
法
律
第
百
十
八
号
）
」
を
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
五
十
二
号
）
」
に
、
「
婦
人
保
護
施
設
」
を
「
女
性
自
立
支
援
施
設
」

に
改
め
る
。
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（
支
援
調
整
会
議
）

第
十
五
条
地
方
公
共
団
体
は
、
単
独
で
又
は
共
同
し
て
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
を
適
切
か
つ
円
滑

に
行
う
た
め
、
関
係
機
関
、
第
九
条
第
七
項
又
は
第
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
委
託
を
受
け
た
者
、
困
難
な
問

題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
及
び
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
従

事
す
る
者
そ
の
他
の
関
係
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
関
係
機
関
等
」
と
い
う
。
）
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
会
議
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
支
援
調
整
会
議
」
と
い
う
。
）
を
組
織
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。
．

2

支
援
調
整
会
議
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
を
適
切
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
情
報
の
交

換
を
行
う
と
と
も
に
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
内
容
に
関
す
る
協
議
を
行
う
も
の
と
す
る
。

3

支
援
調
整
会
議
は
、
前
項
に
規
定
す
る
情
報
の
交
換
及
び
協
議
を
行
う
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関

係
機
関
等
に
対
し
、
資
料
又
は
情
報
の
提
供
、
意
見
の
開
陳
そ
の
他
必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

4

関
係
機
関
等
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
求
め
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
に
協
力
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

5

次
の
各
号
に
掲
げ
る
支
援
調
整
会
議
を
構
成
す
る
関
係
機
関
等
の
区
分
に
従
い
、
当
該
各
号
に
定
め
る
者
は
、
正

当
な
理
由
が
な
く
、
支
援
調
整
会
議
の
事
務
に
関
し
て
知
り
得
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
。

一
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
機
関
当
該
機
関
の
職
員
又
は
職
員
で
あ
っ
た
者

二
法
人
当
該
法
人
の
役
員
若
し
く
は
職
員
又
は
こ
れ
ら
の
者
で
あ
っ
た
者

三
前
二
号
に
掲
げ
る
者
以
外
の
者
支
援
調
整
会
議
を
構
成
す
る
者
又
は
当
該
者
で
あ
っ
た
者

6

前
各
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
支
援
調
整
会
議
の
組
織
及
び
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
支
援
調
整
会
議
が

定
め
る
。第

四
章
雑
則

（
教
育
及
び
啓
発
）

第
十
六
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
し
国
民
の

関
心
と
理
解
を
深
め
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

か
ん

2

国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
自
己
が
か
け
が
え
の
な
い
個
人
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
の
意
識
の
涵
養
に
資
す
る
教

育
及
び
啓
発
を
含
め
、
女
性
が
困
難
な
問
題
を
抱
え
た
場
合
に
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
適
切
に
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
の
教
育
及
び
啓
発
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
の
推
進
）

第
十
七
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
資
す
る
た
め
、
効
果
的
な
支
援
の

方
法
、
そ
の
心
身
の
健
康
の
回
復
を
図
る
た
め
の
方
法
等
に
関
す
る
調
査
研
究
の
推
進
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
人
材
の
確
保
等
）

第
十
八
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
従
事
す
る
者
の
適
切
な
処
遇
の
確

保
の
た
め
の
措
置
、
研
修
の
実
施
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
に
よ
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援

に
係
る
人
材
の
確
保
、
養
成
及
び
資
質
の
向
上
を
図
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
民
間
の
団
体
に
対
す
る
援
助
）

第
十
九
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体

に
対
し
、
必
要
な
援
助
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（

都

道

府

県

及

び

市

町

村

の

支

弁

）

．

第
二
十
条
都
道
府
県
は
、
次
に
掲
げ
る
費
用
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
第

一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
費
用
に
限
る
。
）
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
要
す
る
費
用
（
次
号
に
掲
げ
る
費
用
を
除
く
。
）

二
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
が
行
う
第
九
条
第
三
項
第
二
号
の
一
時
保
護
（
同
条
第
七
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

大
臣
が
定
め
る
基
準
を
満
た
す
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
を
含
む
。
）
及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
な
事
務
に
要
す
る
費

用
三
都
道
府
県
が
置
く
女
性
相
談
支
援
員
に
要
す
る
費
用

四
都
道
府
県
が
設
置
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
に
要
す
る
費
用

五
都
道
府
県
が
行
う
自
立
支
援
（
市
町
村
、
社
会
福
祉
法
人
そ
の
他
適
当
と
認
め
る
者
に
委
託
し
て
行
う
場
合
を

含
む
。
）
及
び
こ
れ
に
伴
い
必
要
な
事
務
に
要
す
る
費
用

六
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
が
自
ら
行
い
、
又
は
民
間
の
団
体
に
委
託
し
て
行
う
困
難
な
問
題

を

抱

え

る

女

性

へ

の

支

援

に

要

す

る

費

用

・

2

市
町
村
は
、
市
町
村
が
置
く
女
性
相
談
支
援
員
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

市
町
村
は
、
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
が
自
ら
行
い
、
又
は
民
間
の
団
体
に
委
託
し
て
行
う
困
難

な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
要
す
る
費
用
を
支
弁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
都
道
府
県
等
の
補
助
）

第
二
十
一
条
都
道
府
県
は
、
社
会
福
祉
法
人
が
設
置
す
る
女
性
自
立
支
援
施
設
の
設
備
に
要
す
る
費
用
の
四
分
の
三

以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2

都
道
府
県
又
は
市
町
村
は
、
第
十
三
条
第
一
項
又
は
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
く
業
務
を
行
う
に
当
た
っ
て
、
法
令

及
び
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
活
動
を
行
う
民
間
の
団
体
の
当

該
活
動
に
要
す
る
費
用
（
前
条
第
一
項
第
六
号
の
委
託
及
び
同
条
第
三
項
の
委
託
に
係
る
委
託
費
の
対
象
と
な
る
費

用
を
除
く
。
）
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
国
の
負
担
及
び
補
助
）

第
二
十
二
条
国
は
、
政
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
都
道
府
県
が
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費

用
の
う
ち
、
同
項
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
十
分
の
五
を
負
担
す
る
も
の
と
す
る
。

2

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
費
用
の
十
分
の
五
以
内
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
都
道
府
県
が
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
の
う
ち
、
同
項
第
三
号
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る

も
の
（
女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
設
置
す
る
指
定
都
市
に
あ
っ
て
は
、
同
項
第
三
号
に
掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）

二
市
町
村
が
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用

3

国
は
、
予
算
の
範
囲
内
に
お
い
て
、
都
道
府
県
が
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
の
う
ち
同
項

第
六
号
に
掲
げ
る
も
の
及
び
市
町
村
が
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
支
弁
し
た
費
用
並
び
に
都
道
府
県
及
び
市
町
村

が
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
補
助
し
た
金
額
の
全
部
又
は
一
部
を
補
助
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
．

第
五
章
罰
則

第
二
十
三
条
第
九
条
第
八
項
又
は
第
十
五
条
第
五
項
の
規
定
に
違
反
し
て
秘
密
を
漏
ら
し
た
者
は
、
一
年
以
下
の
懲

役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号

に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

ー

ム

日

、
に
貝
―
―

二
附
則
第
三
十
四
条
の
規
定
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
児
童
福
祉
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四

年
法
律
第
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

三
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律

第
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

四
附
則
第
三
十
六
条
の
規
定
こ
の
法
律
の
公
布
の
日
又
は
刑
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
に
伴
う
関

係
法
律
の
整
理
等
に
関
す
る
法
律
（
令
和
四
年
法
律
第
号
）
の
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日

（
検
討
）

第
二
条
政
府
は
、
こ
の
法
律
の
公
布
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
受
け
る
者
の
権
利
を
擁

護
す
る
仕
組
み
の
構
築
及
び
当
該
支
援
の
質
を
公
正
か
つ
適
切
に
評
価
す
る
仕
組
み
の
構
築
に
つ
い
て
検
討
を
加

え
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

2

政
府
は
、
前
項
に
定
め
る
事
項
の
ほ
か
、
こ
の
法
律
の
施
行
後
三
年
を
目
途
と
し
て
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
状
況

に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
そ
の
結
果
に
基
づ
い
て
所
要
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と

す
る
。
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総
則

法
律
第
五
十
二
号

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律

御

名

御

璽

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
法
律
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
五
月
二
十
五
日

総
則
（
第
一
条
ー
第
六
条
）

基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
基
本
計
画
等
（
第
七
条
•
第
八
条
）

女
性
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
に
よ
る
支
援
等
（
第
九
条
ー
第
十
五
条
）

雑
則
（
第
十
六
条
ー
第
二
十
二
条
）

罰
則
（
第
二
十
三
条
）

内
閣
総
理
大
臣

目、
第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

附
則

第
一
章

（
目
的
）

第
一
条
こ
の
法
律
は
、
女
性
が
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
に
当
た
り
女
性
で
あ
る
こ
と
に
よ
り
様
々
な
困
難

な
問
題
に
直
面
す
る
こ
と
が
多
い
こ
と
に
鑑
み
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
の
福
祉
の
増
進
を
図
る
た
め
、
困
難

な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
必
要
な
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ

の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
推
進
し
、
も
っ
て
人
権
が
尊
重
さ
れ
、
及
び
女
性
が
安
心
し
て
、
か
つ
、
自
立
し
て
暮
ら

せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
」
と
は
、
性
的
な
被
害
、
家
庭
の
状
況
、
地
域
社
会
と

の
関
係
性
そ
の
他
の
様
々
な
事
情
に
よ
り
日
常
生
活
又
は
社
会
生
活
を
円
滑
に
営
む
上
で
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女

性
（
そ
の
お
そ
れ
の
あ
る
女
性
を
含
む
。
）
を
い
う
。

岸

田

文

雄

（
基
本
理
念
）

第
三
条
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
基
本
理
念
と
し
て
行
わ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

―
女
性
の
抱
え
る
問
題
が
多
様
化
す
る
と
と
も
に
複
合
化
し
、
そ
の
た
め
に
複
雑
化
し
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、

困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
思
が
尊
重
さ
れ
な
が
ら
、
抱
え
て
い
る
問
題
及
び
そ
の
背
景
、

心
身
の
状
況
等
に
応
じ
た
最
適
な
支
援
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
福
祉
が
増
進
さ
れ
る
よ

う
、
そ
の
発
見
、
相
談
、
心
身
の
健
康
の
回
復
の
た
め
の
援
助
、
自
立
し
て
生
活
す
る
た
め
の
援
助
等
の
多
様
な

8

支
援
を
包
括
的
に
提
供
す
る
体
制
を
整
備
す
る
こ
と
。

二
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
が
、
関
係
機
関
及
び
民
間
の
団
体
の
協
働
に
よ
り
、
早
期
か
ら
切
れ
目

な
く
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。

三
人
権
の
擁
護
を
図
る
と
と
も
に
、
男
女
平
等
の
実
現
に
資
す
る
こ
と
を
旨
と
す
る
こ
と
。

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
四
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
前
条
の
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た

め
に
必
要
な
施
策
を
講
ず
る
責
務
を
有
す
る
。

（
関
連
施
策
の
活
用
）

第
五
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

は
、
必
要
に
応
じ
て
福
祉
、
保
健
医
療
、
労
働
、
住
ま
い
及
び
教
育
に
関
す
る
施
策
そ
の
他
の
関
連
施
策
の
活
用
が

図
ら
れ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
緊
密
な
連
携
）

第
六
条
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て

は
、
関
係
地
方
公
共
団
体
相
互
間
の
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
法
律
に
基
づ
く
支
援
を
行
う
機
関

と
福
祉
事
務
所
（
社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
規
定
す
る
福
祉
に
関
す
る
事
務
所
を
い
う
。
）
、

児
童
相
談
所
、
児
童
福
祉
施
設
（
児
童
福
祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
児
童
福
祉
施
設
を
い
う
。
）
、
保
健
所
、
医
療
機
関
、
職
業
紹
介
機
関
（
労
働
施
策
の
総
合
的
な
推
進
並
び
に
労
働

者
の
雇
用
の
安
定
及
び
職
業
生
活
の
充
実
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
一
年
法
律
第
百
三
十
二
号
）
第
二
条
に
規

定
す
る
職
業
紹
介
機
関
を
い
う
。
）
、
職
業
訓
練
機
関
、
教
育
機
関
、
都
道
府
県
警
察
、
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
（
総

合
法
律
支
援
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
三
条
に
規
定
す
る
日
本
司
法
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
、

配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
（
配
偶
者
か
ら
の
暴
力
の
防
止
及
び
被
害
者
の
保
護
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

三
年
法
律
第
三
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
配
偶
者
暴
力
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
関
係

機
関
と
の
緊
密
な
連
携
が
図
ら
れ
る
よ
う
配
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
章
基
本
方
針
及
び
都
道
府
県
基
本
計
画
等

（
基
本
方
針
）

第
七
条
厚
生
労
働
大
臣
は
、
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針
（
以

下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2

基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
き
、
次
条
第
一
項
の
都
道
府
県
基
本
計
画
及
び
同
条
第
三
項
の

市
町
村
基
本
計
画
の
指
針
と
な
る
べ
き
も
の
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
内
容
に
関
す
る
事
項

三
そ
の
他
困
難
な
問
題
を
抱
え
る
女
性
へ
の
支
援
の
た
め
の
施
策
の
実
施
に
関
す
る
重
要
事
項

3

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政

機
関
の
長
に
協
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4

厚
生
労
働
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
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